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１ 下請法改正の経緯・内容 
 

(1) 法改正の経緯 

下請代金支払遅延等防止法（以下「下請法」という。）は，下請取引の公正化及び下請事業者の利益の保護を

図ることを目的とし，昭和３１年の制定以来，物品の製造及び修理に係る下請取引における代金の支払遅延等の

親事業者の不当な行為を規制すること等を内容としてきたが，近年の経済のサービス化・ソフト化の進展にかん

がみ，役務（サービス）に係る下請取引を対象に追加すること等を内容とする「下請代金支払遅延等防止法の一

部を改正する法律案」が平成１５年３月１１日に第１５６回国会に提出され，平成１５年６月１２日に成立した

（平成１５年６月１８日公布。平成１５年法律第８７号）。 

 

(2) 法改正の内容 

主な改正内容は次のとおりである。 

ア 対象となる下請取引の追加 

下請法の対象として，次の取引が追加された。 

(ｱ) 情報成果物（プログラム，放送番組，デザイン等）の作成に係る下請取引 

(ｲ) 役務（運送，ビルメンテナンス等）の提供に係る下請取引 

(ｳ) 金型の製造に係る下請取引 

イ 書面の交付時期に係る規定の整備 

   親事業者が製造委託等をした場合には，直ちに，下請事業者の給付（役務提供委託にあっては「役務の提供」。

以下同じ。）の内容等の書面に記載すべき事項を全て記載した書面（３条書面）を交付する義務があるところ，

必要記載事項のうちその内容が発注の時点で定められないことにつき正当な理由があるものについては，その

記載を要しないものとし，この場合には，当該事項の内容が定められた後直ちに，当該事項を記載した書面を

交付しなければならない旨のただし書が追加された。 

ウ 親事業者の禁止行為の追加 

   親事業者が行ってはならない行為として，次の行為が追加された。 

(ｱ) 下請事業者に対し自己の指定する役務の利用を強制すること 

(ｲ) 金銭，労務等の経済上の利益を提供させることによって下請事業者の利益を不当に害すること 

(ｳ) 下請事業者の給付を受領した後にやり直させること等によって下請事業者の利益を不当に害すること 

エ 違反行為に対する措置の強化 

   違反事業者に対して，原状回復措置に加えて，再発防止措置を講じることなど「その他必要な措置をとるべ

きこと」を勧告できるよう関係規定が整備された。また，違反事業者に対する公正取引委員会の勧告を必要に

応じ公表することができるよう関係規定が整備された。 

オ 罰金の上限額の引上げ 

   書面の交付義務違反及び書類等の作成・保存義務等違反に係る罪並びに検査忌避等に係る罪の罰金の上限額

が５０万円に引き上げられた。 

 

(3) 施行期日 

  平成１６年４月１日に発注する取引から，改正下請法が適用される（改正内容のうち「罰金の上限額の引上げ」

については，平成１５年７月１８日に既に施行されている。）。 
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（第９条） 措 
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査 
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査 

（第６条） 

２ 下請法の概要 

 ● 目的（第 1 条） 

  下請取引の公正化・下請事業者の利益保護 

 ● 親事業者，下請事業者の定義（第 2 条第 1 項～第 4 項） 

   a．物品の製造・修理委託及び政令で定める情報成果物作成・役務提供委託※ 
 親事業者  下請事業者 

 資本金３億円超  資本金３億円以下 （個人を含む） 
    

 資本金 1千万円超３億円以下

 

 資本金１千万円以下（個人を含む） 

  ※ 政令で定める情報成果物作成委託…プログラム 
    政令で定める役務提供委託…運送，物品の倉庫における保管，情報処理 
 

ｂ．情報成果物作成・役務提供委託（政令で定めるものを除く※） 
 親事業者  下請事業者 

 資本金５千万円超  資本金５千万円以下（個人を含む） 
    

 資本金１千万円超５千万円以下

 

 資本金１千万円以下（個人を含む） 

  

 ● 親事業者の義務（第 2 条の 2，第 3 条，第 4 条の 2，第 5 条）及び禁止事項（第 4 条第 1 項，第 2 項）並

びに調査権（第 9 条）及び排除措置（第 7 条） 

 

  

                                             

                                             

                                             

                  

                                           

                                           

                                                                           

                                                              

                                                    

                                    

                                               

                        

                       

                       

                     

                                

                    

                                    

 

 

（ア）書面の交付義務（第 3条） 

（イ）書類の作成・保存義務（第 5条） 

（ウ）下請代金の支払期日を定める義務（第 2条の 2） 

（エ）遅延利息の支払義務（第 4条の 2） 

ａ．義務 

ｂ．禁止事項 （ア）受領拒否の禁止（第 4条第 1項第 1号） 

（イ）下請代金の支払遅延の禁止（第 4条第 1項第 2号） 

（ウ）下請代金の減額の禁止（第 4条第 1項第 3号） 

（エ）返品の禁止（第 4条第 1項第 4号） 

（オ）買いたたきの禁止（第 4条第 1項第 5号） 

（カ）購入・利用強制の禁止（第 4条第 1項第 6号） 

（キ）報復措置の禁止（第 4条第 1項第 7号） 

（ク）有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止 

               （第4条第2項第1号） 

（ケ）割引困難な手形の交付の禁止（第4条第2項第2号） 

（コ）不当な経済上の利益の提供要請の禁止 

               （第4条第2項第3号） 

（サ）不当な給付内容の変更・やり直しの禁止 

               （第4条第2項第4号） 
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イ．下請事業者が被った不利益の原状回復措置 

（ア）受 領 拒 否･･･受領するよう勧告 

（イ）支 払 遅 延･･･支払うよう勧告 

            遅延利息（年 14.6％）を支払うよう勧告 

（ウ）下請代金の減額･･･減じた額を支払うよう勧告 

（エ）返 品･･･返品したものを引き取るよう勧告 

（オ）買 い た た き･･･下請代金を引き上げるよう勧告 

（カ）購入・利用強制･･･購入させた物を引き取るよう勧告 

（キ）報 復 措 置･･･不利益な取扱いをやめるよう勧告 

（ク）早 期 決 済 

（ケ）割引困難な手形   下請事業者の利益を保護するために 

（コ）利益の提供要請    必要な措置を採るよう勧告 

（サ）不当なやり直し等 

ウ．その他必要な措置（例） 

○ 下請法遵法管理体制を確立するよう勧告 

○ 下請法遵守マニュアルの作成及び社内に周知徹底するよう勧告 

○ その他必要な再発防止措置を採るよう勧告 

違反行為に対する勧告措置（第７条） 

ア．違反したときは 50万円以下の罰金（第 10条） 
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(1) 下請法の適用範囲（第 2 条） 

ア 親事業者・下請事業者の定義（第 7項及び第 8項） 

   下請法は，適用の対象となる下請取引の範囲を①取引当事者の資本金（又は出資金の総額。以下同じ。）の

区分と②取引の内容（製造委託，修理委託，情報成果物作成委託又は役務提供委託）の両面から定めており，

この二つの条件が重なった取引に下請法が適用される。 

  ● この規定が設けられたねらい 

    独占禁止法の特別法である下請法では，規制対象に当てはまる取引の発注者（親事業者）を資本金区分に

より「優越的地位にある」ものとして取り扱い，下請取引に係る親事業者の不当な行為を，より迅速かつ効

果的に規制することをねらいとしている。 

  ● 規制対象の内容を図示すると次のようになる。 

 

親事業者と下請事業者の範囲 

 ・ 物品の製造委託・修理委託 

・ プログラムの作成に係る情報成果物作成委託 

・ 運送，物品の倉庫における保管及び情報処理に係る役務提供委託 
 ［親事業者］  ［下請事業者］ 

 資本金３億円超 

の法人事業者 

 資本金３億円以下の法人事業者 

（又は個人事業者） 
    

 資本金 1千万円超３億円以下 

の法人事業者

 

 資本金１千万円以下の法人事業者

（又は個人事業者） 

 

・ 情報成果物作成委託（プログラムの作成を除く。） 

・ 役務提供委託（運送，物品の倉庫における保管及び情報処理を除く。） 
 ［親事業者］  ［下請事業者］ 

 資本金５千万円超 

の法人事業者 

 資本金５千万円以下の法人事業者 

（又は個人事業者） 
    

 資本金 1千万円超５千万円以下

の法人事業者

 

 資本金１千万円以下の法人事業者

（又は個人事業者） 

 

※ 「プログラムの作成」と「情報処理」の違いについて 

  「プログラムの作成」とは，電子計算機を機能させて，一の結果を得ることができるようにこれに対応する指

令を組み合わせたものとして表現したものを作成することをいう。下請法ではソフトウェア，例えば，プログラ

ム自体，制作過程のシステム設計書等の作成をいう。 

  「情報処理」とは，電子計算機を用いて，計算，検索等の作業を行うことで，プログラムの作成に該当しない

ものをいう。例えば，受託計算サービス，情報処理システム（電子計算機及びプログラムの集合体であって，情

報処理の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。）の運用（データ入出力，稼動管理，障害管理，資源

管理，セキュリティ管理等）を行うこと等をいう。 
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 イ 製造委託（第 2条第 1項） 

  第 2条（定義） 

   この法律で「製造委託」とは，事業者が業として行う販売若しくは業として請け負う製造（加工を含む。以

下同じ。）の目的物たる物品若しくはその半製品，部品，附属品若しくは原材料若しくはこれらの製造に用い

る金型又は業として行う物品の修理に必要な部品若しくは原材料の製造を他の事業者に委託すること及び事

業者がその使用し又は消費する物品の製造を業として行う場合にその物品若しくはその半製品，部品，附属品

若しくは原材料又はこれらの製造に用いる金型の製造を他の事業者に委託することをいう。 

 

  「製造委託」とは，事業者（製造業者のほか商社や百貨店などの販売事業者も含まれる。）が他の事業者に

物品（その半製品，部品，附属品，原材料及びこれらの製造に用いる金型を含む。）の規格・品質・性能・形状・

デザイン・ブランドなどを指定して製造（加工を含む。）を依頼する場合をいう。 

  「業として」とは，事業者が，ある行為を反復継続的に行っており，社会通念上，事業の遂行とみることが

できる場合を指す。 

  「製造」とは，原材料たる物品に一定の工作を加えて新たな物品を作り出すことをいい，「加工」とは，原

材料たる物品に一定の工作を加えることによって，一定の価値を付加することをいう。 

  「物品」とは，動産をいい，不動産は含まれない。物品そのものの製造委託は，一般的に製品外注とか完成

品外注と呼ばれている下請取引である。 

  「半製品」とは，目的物たる物品の製造過程における製造物をいう。 

「部品」とは，目的物たる物品にそのままの状態で取り付けられ，物品の一部を構成することとなる製造物

をいう。 

 「附属品」とは，目的物たる物品にそのまま取り付けられたり目的物たる物品に附属されることによって，

その効用を増加させる製作物をいい，例えば， 

 ① 商品や製品に付着させる銘板・ラベルなど 

 ② 商品や製品を使用するときなどに必要な取扱説明書・品質保証書・保護カバー・収納ケースなど 

 ③ 商品や製品の販売のために必要な容器包装用の物品 

 などである。 

  「原材料」とは，目的物たる物品を作り出すための基になる資材（原料・材料）をいう。 

  「これらの製造に用いる金型」とは，「物品若しくはその半製品，部品，附属品若しくは原材料」の製造を

行うために使用する当該物品等の形状をかたどった金属製の物品をいう。なお，金型の製造を委託した親事業者

が，それを用いて自ら物品等の製造を行う場合に限らず，更に別の事業者に対しその金型を用いて製造するよう

委託する場合の金型も含む。 

  規格品・標準品を購入することは，原則として製造委託の対象とはならないが，下請法の規定では，親事業者

が下請事業者に委託する取引を対象としているので，規格品・標準品であっても，その一部でも自社向けの加工

などをさせた場合には対象となり，さらにカタログ品等でも汎用性が低く，下請事業者が委託を受けてから生産

するような場合には，「製造委託」に該当する。 

  また，製造設備を持たず，製造をしていない事業者が，その販売する物品についての製造を他の事業者に依頼

することも「製造委託」に該当する。例えば，製造問屋と呼ばれる卸売業者が製造を依頼すること，大規模小売

店等が自社のプライベートブランド商品の製造を依頼することは「製造委託」に該当する。 
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  製造委託は次の 4つの類型に分けられる。なお，家屋などの不動産は物品に含まれない。 

 

 （類型 1） 物品の販売を行っている事業者が，その物品の製造を他の事業者に委託する場合 

      例えば，製品，中間製品，特注材料等の製造・加工外注，製造工程中の検査・運搬等の作業外注など

がこれに当たる。なお，販売する物品の部品等の製造に必要な金型もこれに当たる。 

      また，販売する物品の附属品（取扱説明書・保証書，容器，包装材料，ラベルなど）の製造を委託す

る場合もこの類型に含まれる。 

 

  事業者が「物品の販売」を行っている場合に，その物品（その半製品，部品，附属品，原材料及びこれらの製

造に用いる金型を含む。）の製造（加工を含む。）を委託する場合で，組立外注（製品組立，完成品組立など），

加工外注（機械加工，プレス・板金・製缶加工など），部品外注（ねじ，スプリングなど），金型外注などが含

まれる。 

   

 （類型 2） 物品の製造を請け負っている事業者が，その物品の製造を他の事業者に委託する場合 

      例えば，ある種の製品について受注生産しているもので，その生産の全部又は一部を他の事業者に委

託する場合がこれに当たる。 

 

  事業者が「物品の製造加工」を請け負っている場合に，その物品（その半製品，部品，附属品，原材料及びこ

れらの製造に用いる金型を含む。）の製造（加工を含む。）を委託する場合。 

  建築物など不動産の工事請負は，「物品」の製造ではないので，下請法の適用の対象とはならない。 

 

 （類型 3） 物品の修理を行っている事業者が，その物品の修理に必要な部品又は原材料の製造を他の事業者に

委託する場合 

      例えば，自社で修理している機械の修理に必要な特殊部品の製造又は加工を他の事業者に委託する場

合がこれに当たる。 

 

 

 （類型 4） 自家使用又は自家消費する物品を社内で製造している事業者が，その物品の製造を他の事業者に委

託する場合 

      例えば，自社の工場で使用する工具又は設備・機械類を自家製造している場合，そのもの又は一部の

製造を他の事業者に委託する場合がこれに当たる。 

 

  事業者が，「その使用し又は消費する物品の製造」を業として行う場合，つまり，外部への販売を目的にする

のではなく，自家使用又は自家消費する物品の製造を反復継続的に社会通念上，事業の遂行とみることができる

程度に行っている場合に，その物品（その半製品，部品，附属品，原材料及びこれらの製造に用いる金型を含む。）

の製造（加工を含む。）を他の事業者に委託する場合をいう。単に製造する能力が潜在的にあるにすぎない場合

は「業として」行っているとは認められない。 

  典型的なケースとしては，自家使用又は自家消費する工具・専用機械，製品の運送用の包装・梱包用物品など

について自家製造している場合に，当該工具，機械，物品又はその部品等を他の事業者に製造委託することが挙

げられる。 
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納入 

作成請負 
販売 

  なお，発注する事業所では自家製造していなくても，他の事業所で当該物品を自家製造していれば対象となる。 

 

  以上の製造委託の 4類型をまとめて整理すると，次のようになる。 

  事業者が， 

  類型１      ① 販売の目的物たる物品 

            ② ①の半製品，部品，附属品，原材料，①②の製造に使用する金型 

  類型２      ③ 請負の目的物たる物品 

            ④ ③の半製品，部品，附属品，原材料，③④の製造に使用する金型 

  類型３      ⑤ 修理に必要な部品，原材料 

  類型４      ⑥ 自家使用・自家消費する物品で自家製造している場合の物品 

            ⑦ ⑥の半製品，部品，附属品，原材料，⑥⑦の製造に使用する金型 

の製造（加工を含む。）を，規格・品質・性能・形状・デザイン・ブランドなどを指定して他の事業者に依頼す

る場合をいう。 

 

（類型１）                （類型２） 

    事業者，一般消費者等           発注元（事業者，官公庁等） 

 

 

         親 事 業 者              親事業者（元請） 

              委託                   委託 

            納入                   納入 

下請事業者                下請事業者 

 

（類型３）                  （類型４） 

            親 事 業 者                親 事 業 者 

修理に必要な部品等           自社で業として製造している 
自家使用・消費の物品 

       委託                    委託 

                       納入                     納入 

下請事業者                下請事業者 

 

※ 太線の矢印部分の取引が下請法の対象となる。 

 

 ウ 修理委託（第 2条第 2項） 

  第 2条（定義） 

   2 この法律で「修理委託」とは，事業者が業として請け負う物品の修理の行為の全部又は一部を他の事業者

に委託すること及び事業者がその使用する物品の修理を業として行う場合にその修理の行為の一部を他の

事業者に委託することをいう。 

 

  「修理委託」とは，物品の修理を行う事業者が，その修理を他の事業者に委託すること及びその使用する物品
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修理請負 

を自家修理している場合，その修理の一部を他の事業者に依頼する場合をいう。 

  物品の「修理委託」は次の 2 つの類型に分けられている。なお，家屋などの不動産が物品に含まれないのは，

製造委託の場合と同じである。 

 

 （類型 1） 物品の修理を請け負っている事業者が，その修理行為の全部又は一部を他の事業者に委託する場合 

      例えば，自動車修理業者が請け負った自動車の修理を他の事業者に委託するような場合がこれに当た

る。 

 

 （類型 2） 自家使用する物品を自家修理している事業者が，その物品の修理行為の一部を他の事業者に委託す

る場合 

      例えば，自社の工場で使用している機械類や，設備機械に付属する配線・配管などの修理を社内でも

行っている場合であって，その修理の一部を他の事業者に委託する場合がこれに当たる。 

 

事業者が，「その使用する物品の修理」を業として行う場合，つまり，他から請け負うのではなく，自家使用

する物品の修理を反復継続的に社会通念上，事業の遂行とみることができる程度に行っている場合に，その物品

の修理の一部を他の事業者に委託する場合をいう。単に修理する能力が潜在的にあるにすぎない場合は「業とし

て」行っているとは認められない。 

 

（類型１）                 （類型２） 

発注元（事業者，官公庁等）           

 

            納入 

親事業者（元請）             

委託                
           

           下請事業者 

 

※ 太線の矢印部分の取引が下請法の対象となる。 

 

エ 情報成果物作成委託（第 2条第 3項） 

   第 2条（定義） 

    3 この法律で「情報成果物作成委託」とは，事業者が業として行う提供若しくは業として請け負う作

成の目的たる情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること及び事業者がその

使用する情報成果物の作成を業として行う場合にその情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の

事業者に委託することをいう。 

    

「情報成果物」とは，次に掲げるものをいう。 

① プログラム（電子計算機に対する指令であって，一の結果を得ることができるように組み合わされた

もの） 

  例：テレビゲームソフト，会計ソフト，家電製品の制御プログラム，顧客管理システム 

納入 

委託 

親 事 業 者 

自社で業として修理して 
いる自家使用の物品 

下請事業者 

納入 
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② 映画，放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成されるもの 

  例：テレビ番組，テレビＣＭ，ラジオ番組，映画，アニメーション 

③ 文字，図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合により構成されるもの 

  例：設計図，ポスターのデザイン，商品・容器のデザイン，コンサルティングレポート，雑誌広告 

 

 「情報成果物作成委託」は，次の 3つの類型に分けられる。 

 

   （類型 1） 情報成果物を業として提供している事業者が，その情報成果物の作成の行為の全部又は一部

を他の事業者に委託する場合 

 

「提供」とは，事業者が，他者に対し情報成果物の販売，使用許諾を行うなどの方法により，当該情報成

果物を他者の用に供することをいう。この提供には，物品等の付属品（例：家電製品の取扱説明書の内容，Ｃ

Ｄのライナーノーツ）として提供される場合，制御プログラムとして物品に内蔵される（例：家電製品の制御

プログラム）場合，商品の形態，容器，包装等に使用するデザインや商品の設計などを商品に化体して提供す

る場合（例：ペットボトルの形のデザイン，半導体の設計図）も含まれる。 

 情報成果物の提供が，純粋に無償の場合（例：広告宣伝物，リクルートビデオ）には「業として行う提供」

には当たらず，類型１には該当しないが，この場合であっても類型３には該当する可能性がある。 

 

   （類型 1に該当する例） 

○ ソフトウェア開発業者が，消費者に販売するゲームソフトのプログラムの作成を他のソフトウェア開発

業者に委託すること。 

○ ソフトウェア開発業者が，ユーザーに提供する汎用アプリケーションソフトの一部の開発を他のソフト

ウェア開発業者に委託すること。 

○ 放送事業者が，放送するテレビ番組の制作を番組制作業者に委託すること。 

○ 家電製品製造業者が，消費者に販売する家電製品に内蔵する制御プログラムの開発をソフトウェア開発

業者に委託すること。 

○ 家電製品製造業者が，消費者に販売する家電製品の取扱説明書の内容の作成を他の事業者に委託するこ

と。 

○ 衣料品製造業者が，消費者に販売する衣料品のデザインの作成を他の事業者に委託すること。 

○ 不動産会社が，販売用住宅の建設に当たり，当該住宅の建設設計図の作成を設計会社に委託すること。 

 

   （類型 2） 情報成果物の作成を業として請け負っている事業者が，その情報成果物の作成の行為の全部

又は一部を他の事業者に委託する場合 

 

「情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること」とは，情報成果物の作成のうち，

①情報成果物それ自体の作成，②当該情報成果物を構成することとなる情報成果物の作成を，他の事業者に委

託することをいう。 

なお，情報成果物の作成においては，情報成果物の作成に必要な役務の提供の行為を他の事業者に委託する

場合がある。この場合，当該役務は委託事業者が専ら自ら用いる役務であるので，下請法第２条第４項の「役

務提供委託」には該当しない（「役務提供委託」については 11 ページ参照）。 
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（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （類型 2に該当する例） 

○ 広告会社が，広告主から制作を請け負うテレビＣＭの制作を広告制作業者に委託すること。 

○ ソフトウェア開発業者が，ユーザーから開発を請け負うソフトウェアの一部の開発を他のソフトウェア

開発業者に委託すること。 

○ 広告会社が，作成を請け負うポスターデザインの一部の作成をデザイン業者に委託すること。 

○ テレビ番組制作業者が，制作を請け負うテレビ番組のＢＧＭ等の音響データの制作を他の音響制作業者

に委託すること。 

○ テレビ番組制作業者が，制作を請け負うテレビ番組に係る脚本の作成を脚本家に委託すること。 

○ 建築設計業者が，施主から作成を請け負う建築設計図面の作成を他の建築設計業者に委託すること。 

○ 工作機械製造業者が，ユーザーから製造を請け負う工作機械に内蔵するプログラムの開発をソフトウェ

ア開発業者に委託すること。 

 

   （類型 3） 自らが使用する情報成果物の作成を業として行っている場合に，その作成の行為の全部又は

一部を他の事業者に委託する場合 

 

「事業者がその使用する情報成果物の作成を業として行っている場合」とは，事業者が，自らの事業のた

めに用いる情報成果物（例：広告宣伝物，社内で使用する会計用ソフトウェア，自社のホームページ）の作成

を反復継続的に社会通念上，事業の遂行とみることができる程度に行っている場合をいう。例えば，社内にシ

ステム部門があっても作成を委託しているソフトウェアと同種のソフトウェアを作成していない場合など，単

に作成する能力が潜在的にあるにすぎない場合は「業として」行っているとは認められない。 

 

情報成果物 構成することとなる情報成果物 
（作成を委託することが， 

下請法の対象となる） 

作成に必要な役務 
（提供を委託することは， 
下請法の対象とならない） 

ゲームソフト （例） 
・プログラム 
・映像データ 
・ＢＧＭ等の音響データ 
・シナリオ 
・キャラクターデザイン 

（例） 
・監修（情報成果物の作成を伴わないもの） 
 

放送番組 （例） 
・コーナー番組 
・番組のタイトルＣＧ 
・ＢＧＭ等の音響データ 
・脚本 
・オリジナルテーマ曲の楽譜 

（例） 
・監督 
・ＡＤ 
・俳優 
・照明 
・撮影（撮影したデータを納める場合は構成

することとなる情報成果物に該当） 
アニメーション （例） 

・セル画，背景美術等 
・ＢＧＭ等の音響データ 
・脚本 
・絵コンテ 
・キャラクターデザイン 
・オリジナルテーマ曲の楽譜 

（例） 
・監督 
・声優 
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納入 

作成請負 
提供 

 （類型 3に該当する例） 

○ 事務用ソフトウェア開発業者が，自社で使用する会計用ソフトウェアの一部の開発を他のソフトウェア

開発業者に委託すること。 

○ 自らデザインを作成している広告会社が，新製品のデザインコンペ（試作競技）に参加するに当たり，

デザインの作成をデザイン業者に委託すること。 

 

（類型１）                （類型２） 

    事業者，一般消費者等           発注元（事業者，官公庁等） 

 

 

         親 事 業 者              親事業者（元請） 

              委託                   委託 

            納入                   納入 

下請事業者                下請事業者 

 

（類型３） 

 

 

 

 

 

 

 

※ 太線の矢印部分の取引が下請法の対象となる。 

 

 オ 役務提供委託（第 2条第 4項） 

   第 2条（定義） 

    4 この法律で「役務提供委託」とは，事業者が業として行う提供の目的たる役務の提供の行為の全部

又は一部を他の事業者に委託することをいう。 

※ただし，建設業（建設業法（昭和二十四年法律第百号）第二条第二項に規定する建設業をいう。）

を営む者が，業として請け負った建設工事の全部又は一部を他の建設業を営む者に請け負わせる場合

は下請法の対象とはならない。 

 

 「役務提供委託」の類型は，以下のとおりである。 

 

   （類型） 役務の提供を業として行っている事業者が，その提供の行為の全部又は一部を他の事業者に委

託する場合 

 

「（業として行う）提供の目的たる役務」とは，委託事業者が，他者に提供する役務のことであり，委託

事業者が自ら利用する役務を他の事業者に委託することは含まれない。他の事業者に役務の提供を委託する

委託 

親 事 業 者 

自社で業として作成している

自家使用の情報成果物 

下請事業者 

納入 
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場合に，その役務が他者に提供する役務の全部又は一部であるか，又は自ら用いる役務であるかは，取引当

事者間の契約や取引慣行に基づき判断する（例えば，荷主から貨物運送の委託に併せて請け負った梱包作業

の委託を再委託に出す場合は対象となる。荷主から梱包作業の委託は請け負っていないが，自らの運送作業

に必要である梱包作業を他の事業者に委託に出す場合は対象とはならない。）。 

他者に提供する役務が，純粋に無償の場合であれば下請法の対象とならないが，その役務が他者に有償で提

供する物品・役務等の一部として提供される場合（例：家電メーカーが販売する商品に付随して提供するサ

ポートサービス）には対象となる。 

なお，下請法では，建設業法に規定される建設業を営む者が業として請け負う建設工事は対象とならない。

これは，建設工事の下請負については，建設業法において下請法と類似の規定が置かれており，下請事業者

の保護が別途図られているためである。 

  

（役務提供委託に該当する例） 

○ 貨物利用運送事業者が，請け負った貨物運送のうちの一部を他の運送事業者に委託すること。 

○ 貨物自動車運送業者が，貨物運送に併せて請け負った梱包を梱包業者に委託すること。 

○ 内航運送業者が，請け負う貨物運送に必要な船舶の運航を他の内航運送業者又は船舶貸渡業者に委託す

ること。 

○ 自動車ディーラーが，請け負う自動車整備の一部を自動車整備業者に委託すること。 

○ ビルメンテナンス業者が，請け負うメンテナンスの一部たるビルの清掃を清掃業者に委託すること。 

○ 広告会社が，広告主から請け負った商品の総合的な販売促進業務の一部の行為である商品の店頭配布を

イベント会社に委託すること。 

○ ビル管理会社が，ビルオーナーから請け負うビルメンテナンス業務をビルメンテナンス業者に委託する

こと。 

○ 警備会社が，委託を受けた警備業務の一部を他の警備会社に委託すること。 

○ ソフトウェアを販売する事業者が，当該ソフトウェアの顧客サポートサービスを他の事業者に委託する

こと。 

 

 （自ら用いる役務の委託に該当し，役務提供委託に該当しない例） 

○ ホテル業者が，ベッドメイキングをリネンサプライ業者に委託すること。 

 ○ 工作機械製造業者が，自社工場の清掃作業の一部を清掃業者に委託すること。 

 ○ 鉄鋼製造業者が，顧客渡しの条件で販売した鉄鋼を販売先に運送する作業を運送事業者に委託すること。 

○ カルチャーセンターを営む事業者が，開催する教養講座の講義を個人事業者である講師に委託すること。 

 ○ イベント会社が，自社で主催するコンサートの歌唱を個人事業者である歌手に委託すること。 

 



-13- 

（類型） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 太線の矢印部分の取引が下請法の対象となる。 

 

 カ トンネル会社の規制（第 2条第 9項） 

   「直接下請事業者に委託をしないで，資本金が３億円（又は５千万円）以下の子会社（いわゆるトンネル会

社）等を設立し，この子会社を窓口として委託を行い，下請法の規制を免れる」というような脱法的行為を封

ずるために，次に掲げる２つの要件を共に充足しているときは，その子会社等が親事業者とみなされ，下請法

が適用される。 

  (ｱ) 親会社から役員の任免，業務の執行又は存立について支配を受けている場合（例えば，親会社の議決権が

50％以上の場合，常勤役員の過半数が親会社の関係者である場合又は実質的に役員の任免が親会社に支配さ

れている場合） 

(ｲ) 親会社からの下請取引の全部又は相当部分について再委託する場合（例えば，親会社から受けた委託の額

又は量の 50％以上を再委託している場合） 

 

トンネル会社の説明図 

 
                          (1)      (2)        (3)       (4) 
 
                             親        親            親 
                    超 
           資 本 金 3 億 円          
            （又は 5 千万円）以下 
                            子   下 請              下 請     親 
                    超 
           資 本 金 1 千 万 円   
                    以下 
                                    子    下 請     子        子   下 請 

 

                 は，親会社が製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託を行う本来の形態 

                 は，トンネル会社の規制を受ける製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託を行う形態 

 

   これらの下請取引においては，子会社が親事業者とみなされ，下請法の適用を受ける。 

 

 

 

 

 

委託 

親 事 業 者 

下請事業者 

提供 

事業者，官公庁，一般消費者 等 

委託 



-14- 

● 下請法の適用範囲についてのＱ＆Ａ 

 Ｑ 1： 当社は建設業者なので，下請法は適用されないと考えてよいか。 

Ａ： 建設工事に係る下請取引には下請法は適用されないが，例えば，貴社が業として販売する建築物の設計

や内装設計を他の事業者に委託することは情報成果物作成委託に該当する。 

 

 Ｑ 2： 一般に，企業と弁護士，公認会計士，産業医との契約も，下請法の対象となるのか。 

Ａ： これらの契約は役務に係るものと考えられるが，一般企業が他に業として提供する役務でないので，役

務提供委託に該当しない。 

 

 Ｑ 3： 無償で配布する商品カタログや販促用のポスター，チラシなどの作成を委託することは，下請法の対象

となるか。 

Ａ： 他に無償で提供する情報成果物の作成（カタログやチラシの原稿，ポスターの原画の作成等）又は物品

の製造（カタログ，ポスター，チラシの印刷）を委託する場合には，下請法の対象とならない。ただし，

これらを自ら反復継続的に製造又は作成する場合は，下請法の対象となる。 

 

 Ｑ 4： 当社は自社ホームページの一部を自社で作成し，一部の作成を外注に出しているが，これは下請法の対

象となるのか。 

  Ａ： 通常，ホームページは自社の宣伝のために使用するものであるので，自ら使用する情報成果物に当たり，

一部を自社で作成しているのだから，通常，情報成果物作成委託に該当すると考えられるが，当該外注部

分について自社で作成する能力がないような場合には，他の事業者に作成を委託しても情報成果物作成委

託に該当しない。ただし，ホームページ上で有償で提供するコンテンツ（画像等）の作成を他の事業者に

委託する場合には，当該コンテンツは業として提供を行う情報成果物であることから，情報成果物作成委

託に該当する。 

 

 Ｑ 5： 社内に調査部門がありマーケティングを行っており，それに係るアンケート調査等の一部を他の事業者

に委託している場合には，下請法の対象となるか。 

Ａ： 委託の内容により，考え方は異なる。すなわち，委託の内容がアンケート結果の入力・集計等の情報処

理等の役務であるならば，質問の場合には貴社が他に提供するものではないので，下請法の対象とはなら

ない。下請事業者の意見等を記載した報告書等の情報成果物の作成を委託しているものならば，当該情報

成果物を自社で反復継続的に作成している場合には，下請法の対象となる。  

 

 Ｑ 6： 自社で使用するソフトウェアについて社内のシステム開発部門で作成しているが，特殊な知識が必要な

部分があり，専門のシステム開発会社の人に来てもらって社内で作業している場合には，下請法の対象

となるか。 

Ａ： 自社で使用する情報成果物の作成に際して，自ら作成できないものを外注する場合には情報成果物作成

委託に該当しない。なお，それが労働者派遣法の対象となるような場合には，そもそも下請法上の委託に

該当しない。 
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 Ｑ 7： 当社が，当社の子会社が使用する会計ソフトのバージョンアップ版の作成を外注に出す場合，下請法の

対象となるか。 

Ａ：  貴社が子会社からバージョンアップ版の作成を請け負う場合には，情報成果物作成委託に該当する。子

会社から対価を受け取らない場合には，当該ソフト及びバージョンアップ版と同種のものを自社で反復継

続的に作成している場合にのみ情報成果物作成委託に該当する。 

 

 Ｑ 8： 取扱説明書の内容の作成とその印刷の委託を併せて行うというような，情報成果物作成委託と製造委託

を同時に行った場合，下請事業者を画する資本金基準はどう判断すればよいのか。 

  Ａ： 「３億円又は１千万円」の資本金基準を用いる取引（製造委託，修理委託並びに政令で定める情報成果

物作成委託及び役務提供委託）と「５千万円又は１千万円」の資本金基準を用いる取引（政令で定めるも

のを除く情報成果物作成委託及び役務提供委託）が同時に発注された場合には，それぞれの取引ごとに，

それぞれの資本金基準をもって下請法の対象となるか否か判断される。すなわち，親事業者と下請事業者

の資本金額によっては，一方の取引だけが下請法の対象となるということがあり得る。ただし，これらが

一体不可分の取引として発注された場合には，いずれかの資本金基準に該当すれば，当該取引は一体とし

て下請法の対象となることになる。 

 

 Ｑ 9： 映画等の制作においては，制作委員会方式が採られる場合が多いが，制作委員会名で映画制作をプロダ

クションに委託した場合には，制作委員会が親事業者となるのか。 

  Ａ： 制作委員会が法人格を持つ場合には，出資金の金額が資本金基準の要件を満たせば，制作委員会が親事

業者となるが，法人格を持たない場合には，制作委員会に参加している事業者が共同でプロダクション

に制作を委託しているので，それぞれの参加事業者ごとに資本金基準を満たせば，それぞれの参加事業

者が親事業者となる。なお，この場合，制作委員会名で発注書面を交付することは差し支えない。 

 

 Ｑ10： 商品の「設計図」は情報成果物に該当するとのことだが，半導体の回路の設計図，建築工事の工事図面

のようなものまでも下請法の対象となるのか。 

  Ａ： これらの設計図，工事図面に従って，半導体，建築物が製造・建築されるものなら，当該設計図，工事

図面は，半導体，建築物に化体してユーザーに提供されているものなので，情報成果物作成委託として下

請法の対象となる。 

 

 Ｑ11： メーカーが，ユーザーへの製品の運送を運送業者に外注した場合には，下請法の対象となるのか。 

  Ａ： メーカーがユーザー渡しの契約で製品を販売している場合，通常，運送中の製品の所有権はメーカーに

あり，当該運送行為は製品の販売に伴い自社で利用する役務であるため，役務提供委託には該当しない。 

     役務提供委託に該当するのは，他人の所有物の運送を有償で請け負い，他の事業者に委託する場合に限

られる。 

 

Ｑ12： 景品の製造を委託した場合も下請法の対象になるのか。 

  Ａ： いわゆる景品は，商品に添付されて提供される場合を除き製造委託の類型１には当たらないが，自家使

用物品として当該景品と同種のものを自社で業として製造している場合は製造委託（類型４）に該当する。 
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Ｑ13： 労働者の派遣を受けることは，下請法の対象となるか。 

Ａ： 労働者派遣法に基づき労働者の派遣を受けることは，委託取引とは異なるので，下請法の対象とはなら

ない。 

 

 

 Ｑ14： 放送番組に使用する脚本，オリジナルテーマ曲の楽譜の作成は情報成果物作成委託に該当するとのこと

だが，これらについては，脚本家や作曲家が著作権をもつことから下請法の対象とはならないのではない

か。 

Ａ： 脚本，オリジナルテーマ曲は，情報成果物を構成する情報成果物であり，著作権の有無を問わず，情報

成果物作成委託に該当する。 

 

Ｑ15： 親子会社間の取引にも，下請法が適用されるのか。 

Ａ： 親子会社間の取引であっても下請法上はその適用が除外されるものではないが，親会社が子会社の議決

権の５０％超を所有するなど実質的に同一会社内での取引とみられる場合は，従来から，運用上問題とし

ていない。 

 

Ｑ16： 工場内における運送作業は，「製造委託」と「役務提供委託」のどちらに該当するのか。 

Ａ： 運送は役務提供委託に該当する行為であるが，例外的に同一工場内における製造工程の一環としての運

送（ライン間の仕掛品の移動等）は製造委託に該当する。 

 

Ｑ17： 清掃を委託した場合に「清掃終了報告書」の提出を求めることがあるが，これは情報成果物に当たるか。 

Ａ： 役務（運送，清掃，検査，調査，情報処理等）の作業結果を単に書面化したもので，客観的なデータ（作

業・統計・検査データ）のみが記載されている書面は，この法律において作成委託の対象となる情報成果

物には該当しない。 

 

Ｑ18： 医療法人が患者の検査を行い，検査結果の解析を外部に委託する取引は，役務提供委託に該当するのか。 

Ａ： 治療行為の参考とするために行われる検査は，医療法人が自ら用いる役務であるので，役務提供委託に

該当しないが，人間ドック，健康診断等の委託を受けて行う検査の場合には，その検査結果の解析を委託

することは役務提供委託に該当する。 

 

Ｑ19： コンサルティングは役務か，それとも情報成果物の作成か。 

Ａ： コンサルティングの内容が口頭でのアドバイスにとどまる場合には役務であるが，コンサルティングレ

ポート等が作成される場合には，それは情報成果物の作成と考えられる（役務提供委託又は情報成果物作

成委託として下請法の対象となるかは，別に判断する必要がある。）。 

 

Ｑ20： 当社は海外で販売しているゲームソフトを国内向けに販売することがあるが，そのためにはまず当該ゲ

ーム内で使用されている言語を日本語に翻訳する必要がある。この翻訳については外注しているのだが，

これは情報成果物作成委託に該当するのか。なお，翻訳はペーパーの形で当社に納入される。 

Ａ： 翻訳文書は情報成果物であり，また，当該翻訳文書はゲームソフトを構成することとなる情報成果物で
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あるので，情報成果物作成委託に該当する。 

Ｑ21： 放送番組に使用する番組のタイトルＣＧ，ＢＧＭ等の音響データの作成は情報成果物作成委託に該当す

るとのことだが，これらについては，プロダクションの人が放送局に来て，ディレクターの指示のままに

作業をする場合には，情報成果物作成委託とはいえないのではないか。 

Ａ： 放送局がプロダクションに委託する内容がディレクターの指示のままに作業をすることであれば，それ

は情報成果物の作成でなく役務の提供であり，放送局が専ら自ら用いる役務であることから，下請法の対

象とはならない（情報成果物作成委託にも役務提供委託にも該当しない。）。なお，それが労働者派遣法

の対象となるような場合には，そもそも下請法上の委託に該当しない。 

 

Ｑ22： いわゆる「取次ぎ」は役務提供委託に該当するか。 

Ａ： 取次ぎは，直接的に取引当事者とならず，単に契約事務を代行するものであるので，下請法の対象とは

ならない。 

 

Ｑ23： ソフトウェアを販売する事業者が，販売したソフトウェアの顧客サポートサービスを他の事業者に委託

することは役務提供委託に該当するとのことだが，無償のサポートサービスの場合も含まれるのか。 

Ａ： 顧客に対するサポートサービスの提供は，直接的には無償に見えても対価は当該ソフトウェアの販売価

格に含まれていると考えられるので， サポートサービスを他の事業者に委託することは役務提供委託に

該当する。 

 

Ｑ24： 内航海運における定期用船契約や運航委託契約は，船舶の貸渡し又は運航を委託するものであり，貨物

運送を委託する契約ではないが，運送委託として下請法の対象となるのはなぜか。 

Ａ： 契約の名目が船舶の貸渡し又は運航の委託であっても，取引の実態が運送の委託であることから，役務

提供委託に該当するものである。 

 

Ｑ25： 内航海運の用船契約は役務提供委託に該当するとのことだが，裸用船契約は含まれないと考えてよいか。 

Ａ： 裸用船契約は運送を委託するものではないので，役務提供委託には該当しない。 

 

Ｑ26： 当社は，ソフトウェア開発を業として営んでいる。下請事業者からプログラマーの派遣を受けて当社で

作業してもらう場合には，役務の委託取引に該当するのか。 

Ａ： 作業を行う場所には関係なく，取引実態や作業内容に応じて，情報成果物作成委託又は役務提供委託に

該当するかを判断することになる。 

なお，労働者派遣法の対象となる派遣は，下請法の対象とはならない。 

 

Ｑ27： 有償で販売するポスターの作成を（デザインと印刷の両方を同時に）委託することは従来製造委託と認

識していたが，今後ともそれでよいか。仮に情報成果物作成委託にも該当するとした場合，①製造委託と

情報成果物作成委託とでは資本金基準が異なるが，どのように適用されるのか，②３条書面は２枚出さな

ければならないのか，③当社は印刷についてしか代金を支払っていないが，デザイン部分について下請法

違反となってしまうのか。 
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Ａ： デザインの委託は情報成果物作成委託，印刷の委託は製造委託に該当することとなり，各々の資本金基

準に該当した場合，それぞれ下請法の対象となる。３条書面は，まとめて記載できるのであれば２枚交付

する必要はない。デザイン料については，３条書面上でデザインを委託していることを明確化した上で，

その対価について下請事業者と十分協議した上で決定することが必要である（印刷とデザインを一体とし

て対価を決定することは差し支えない。）。 

 

Ｑ28： 資本金４億円の事業者が資本金１億円の事業者に対して，商品の設計と製造を委託する場合，下請法は

どのように適用されるのか。 

Ａ： 製造委託部分については３億円基準で対象となるが，情報成果物作成委託に該当する商品の設計委託は，

５千万円基準のため対象とならない。 

 

Ｑ29： 当社（資本金２億円）の業種はソフトウェア業なので，下請法の対象となる下請事業者の資本金は１千

万円以下と考えてよいか。 

Ａ： 製造委託，修理委託，プログラムの作成委託及び情報処理の委託については，資本金１千万円以下の事

業者との取引が対象となるが，その他の情報成果物作成委託や役務提供委託については資本金５千万円基

準の適用を受けるので，５千万円以下の事業者との取引が対象となる。 

 

Ｑ30： 製造委託，修理委託又は情報成果物作成委託（プログラムの作成委託）となり得る内容の取引のうち，

３億円の資本金基準により下請法の対象とはならない取引が，役務提供委託とみなされ５千万円の資本金

基準により下請法の対象となることはないと考えてよいか。 

Ａ： 製造委託，修理委託又は情報成果物作成委託となる内容の取引は，役務提供委託には該当しない。 

 

Ｑ31： 当社は，旅館業を営んでいる事業者であり，①寝具等のクリーニング，②顧客の送迎，③顧客に提供す

る料理の食材の調理，④顧客に提供する石鹸，歯ブラシ等の製造を専門業者に委託しているが，これらの

委託取引は下請法の対象となるのか。 

Ａ： 貴社が宿泊者から対価を得て，宿泊サービスと食事を提供している場合の考え方は次のとおり。 

①は，顧客に対して宿泊サービスを提供するために，自ら利用する役務であり，それを他の事業者に委

託したとしても「役務提供委託」に該当しない。なお，貴社が顧客からクリーニングを請け負って，それ

をクリーニング業者に委託する場合には，「役務提供委託」に該当する。 

②は，顧客に対して提供する宿泊サービスに付随して無償で提供する役務であり，それを他の事業者に

委託したとしても「役務提供委託」に該当しない。なお，貴社が顧客から送迎サービスを請け負って，そ

れを旅客事業者に委託する場合には「役務提供委託」に該当する。 

③は，貴社は顧客から対価を得て食事を提供しているものであり，顧客に対して提供される食事は「販

売の目的物たる物品」に該当するので，食材の調理・加工等を他の事業者に委託する場合には，「製造委

託」に該当する。 

④は，顧客に対して提供する宿泊サービスに付随して無償で提供する物品であるので，これらの製造を

他の事業者に委託したとしても「製造委託」に該当しない。なお，貴社が，これらの物品を宿泊サービス

に対する対価とは別個に対価を得て提供している場合には，これらの物品は「販売の目的物たる物品」に

該当するので，これらの物品の製造を他の事業者に委託する場合には，「製造委託」に該当する。 
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(2) 親事業者の義務 

  下請取引の公正化及び下請事業者の利益保護のため，親事業者には次の 4つの義務が課されている。 

 ア 書面の交付義務 

 イ 支払期日を定める義務 

 ウ 書類の作成・保存義務 

 エ 遅延利息の支払義務 

 

 ア 書面の交付義務（第 3条） 

  (ｱ) 原則的な書面交付の方法 

  親事業者は，発注に際して下記の具体的記載事項をすべて記載している書面を直ちに下請事業者に交付する義

務がある。 

 

  ● この規定が設けられたねらい 

    下請取引において口頭による発注は発注内容・支払条件が不明確でトラブルが生じやすく，トラブルが生

じた場合，下請事業者が不利益を受けることが多いので，親事業者から発注内容を明確に記載した書面を発

注の都度下請事業者に交付させ，下請取引に係るトラブルを未然に防止するとともに，親事業者が自主的に

下請法を遵守することを期待し，下請取引の公正化を図るためである。 

  ● 書面交付は発注の都度必要 

    書面の交付は，原則として発注の都度必要であるが，下請取引は継続的に行われることが多いため，取引

条件について基本的事項（例えば支払方法，検査期間等）が一定している場合には，これらの事項に関して

はあらかじめ書面により通知することで，個々の発注に際して交付する書面への記載が不要となる。この場

合には，発注書面に「下請代金の支払方法等については現行の『支払方法等について』によるものである」

ことなどを付記しなければならない。 

    なお，通知した書面については，新たな通知が行われるまでの間は有効とすることができる。この場合，

通知書面には，新たな通知が行われるまでの間は有効である旨明記する必要があり，また，親事業者におい

ては，年に１回，社内の購買・外注担当者に対し，通知した書面に記載されている内容について周知徹底を

図ることが望ましい。 

  ● 具体的記載事項 

    1．親事業者及び下請事業者の名称（番号，記号等による記載も可） 

    2．製造委託，修理委託，情報成果物作成委託又は役務提供委託をした日 

    3．下請事業者の給付の内容 

    4．下請事業者の給付を受領する期日（役務提供委託の場合は，役務が提供される期日又は期間） 

    5．下請事業者の給付を受領する場所 

    6．下請事業者の給付の内容について検査をする場合は，その検査を完了する期日 

    7．下請代金の額（算定方法による記載も可） 

    8．下請代金の支払期日 

    9．手形を交付する場合は，その手形の金額（支払比率でも可）と手形の満期 

   10．一括決済方式で支払う場合は，金融機関名，貸付け又は支払可能額，親事業者が下請代金債権相当額又

は下請代金債務相当額を金融機関へ支払う期日 

   11．原材料等を有償支給する場合は，その品名，数量，対価，引渡しの期日，決済期日，決済方法 
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 ● 下請事業者の給付の内容の記載 

発注書面に記載する「下請事業者の給付の内容」とは，親事業者が下請事業者に委託する行為が遂行され

た結果，下請事業者から提供されるべき物品及び情報成果物（役務提供委託においては役務）の品目，品種，

数量，規格，仕様等である。発注書面を交付するに当たっては，下請事業者が作成・提供する委託の内容が

わかるよう，これらを明確に記載する必要がある。 

また，主に，情報成果物の作成委託に係る作成過程を通じて，委託した情報成果物等に関し，下請事業者

の知的財産権が発生する場合がある。この場合において，親事業者が，情報成果物等を提供させるとともに，

作成の目的たる使用の範囲（例：放送番組の作成委託における１次的放送権の許諾）を超えて，当該知的財

産権を自らに譲渡・許諾させることを含んで発注する場合には，親事業者は，発注書面に記載する「下請事

業者の給付の内容」として，下請事業者が作成した情報成果物等を提供させるとともに知的財産権を譲渡・

許諾させること（部分的に譲渡・許諾させる場合には，その範囲，期間等）を明確に記載する必要がある。 

 ● 算定方法による下請代金の額の記載 

    発注書面には，下請代金の額として正式単価を具体的な金額で記載しなければならないが，具体的な金額

を記載することが困難なやむを得ない事情がある場合（例えば，プログラム作成委託であって従事した技術

者の技術水準ごとの作業時間に応じて代金が支払われる場合，一定期間を定めた役務提供委託であって当該

期間に提供した役務の種類及び量に応じて代金が支払われる場合等）であって，算定方法の形であれば正式

単価として記載できる場合には，下請代金の額として算定方法を記載することが認められる。 

    ただし，算定方法は，下請代金の具体的な金額を自動的に確定するものでなければならず，算定方法を定

めた書面と発注書面が別のものである場合においては，これらの書面の関連付けを明らかにしておく必要が

ある。また，下請代金の具体的な金額を確定した後，速やかに下請事業者へ書面にて交付しておく必要があ

る（算定の根拠となる数値についても記載することが望ましい。ただし，発注書面の形での再発行は要さな

い。）。 

    なお，算定方法の具体的な記載例としては，次のようなものが考えられる。 

(ｱ) プログラム作成委託であって従事した技術者の技術水準ごとの作業時間に応じて代金が支払われる場

合 

Ａランク技術者の時間当たりの単価○○円×当該技術者の所要時間数 

＋Ｂランク技術者の時間当たりの単価○○円×当該技術者の所要時間数 

＋Ｃランク技術者の時間当たりの単価○○円×当該技術者の所要時間数 

＋下請事業者が作成に要した実費（交通費，○○費，○○費） 

(ｲ) 一定期間を定めた役務提供委託であって当該期間に提供した役務の種類及び量に応じて代金が支払わ

れる場合（例：運送委託であって月ごとの運送実績に基づき代金が支払われる場合） 

Ａ区間における運送の単価○○円×当該区間の運送回数 

＋Ｂ区間における運送の単価○○円×当該区間の運送回数 

＋Ｃ区間における運送の単価○○円×当該区間の運送回数 

 

注 ○○は具体的数値を記入する。 

 

  ● 電子受発注 

    前記「●  具体的記載事項」の項目を書面に代えて，下請事業者の承諾を得て，電子メール等の方法で提

供することができる（52ページ参照）。 
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  (ｲ) 例外的な書面の交付方法 

  発注書面の具体的記載事項のうち，その内容が定められないことにつき正当な理由がある事項がある場合は，

当該事項を記載せずに下請事業者に書面を交付することが認められる。ただし，記載しなかった事項の内容が定

められた後直ちに，当該事項を記載した書面を交付する義務がある。 

 

  ● 当初書面の交付方法 

発注書面の具体的記載事項のうち「その内容が定められないことにつき正当な理由がある」事項がある

場合には，当該事項を記載せずに，それ以外の事項を記載した書面（当初書面）を交付することが認められ

る。この場合には，記載しなかった事項について，内容が定められない理由及び内容を定めることとなる予

定期日を当初書面に記載しなければならない（※）。 

※ 当初書面に記載する「理由」には，内容が定められない理由を簡潔に記載すればよく，例えば「ユ

ーザーの詳細仕様が未確定であるため」といった記載が考えられる。「予定期日」には，内容を定め

ることとなる具体的な日付がわかるように記載する必要があり，例えば「○年○月○日」「発注後○

日」といった記載が考えられる。 

 ● 「正当な理由」とは 

「正当な理由」とは，取引の性質上，委託した時点では具体的記載事項の内容を定めることができない

と客観的に認められる理由であり，例えば，以下のような場合には「正当な理由がある」と認められる。具

体的記載事項の内容について決定できるにもかかわらず決定しない場合や，下請代金の額として「算定方

法」を記載することが可能である場合には「正当な理由がある」とはいえない。 

［正当な理由があると認められる例］ 

○ ソフトウェア作成委託において最終ユーザーが求める仕様が確定しておらず，正確な委託内容を決定す

ることができない場合 

○ 広告制作物の作成委託において制作物の具体的な内容が確定していない場合 

○ 放送番組の作成委託において番組の具体的な内容が確定していない場合 

○ 製造委託において，親事業者はその基本性能等の概要仕様のみを示して委託を行い，下請事業者が持つ

技術により詳細設計を行って具体的な仕様を決定していく場合 

 ● 補充書面の交付方法 

当初書面に記載されていない事項について，その内容が確定した後には，直ちに，当該事項を記載した

書面（補充書面）を交付する必要があり，遅くても納入日までには交付しなければならない。また，これら

の書面については相互の関連性が明らかになるようにする必要がある（※）。 

※ 当初書面と補充書面の注文番号を同じとしたり，補充書面上に「本文書は○年○月○日付けの○○

文書の補充書面である。」と記載したりする等，当初書面の内容を補充する書面であることが分かれ

ばよく，書式・内容は問わない。 

  ● 仮単価による発注 

    改正前の下請法においては，一定の条件を満たした場合に，正式な単価でないことを明示した上で仮単価

による発注を認めていたが，改正法では単価を決められないことについて正当な理由がある場合には単価を

記載せずに当初書面を交付することが認められていることから，そのような正当な理由があれば正式な単価

でないことを明示した上で具体的な仮単価を記載したり「０円」と表記すること等についても同様に認めら

れる。しかし，このような場合であっても，下請代金の額等が定められない理由及びそれを定めることとな
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る予定期日を当初書面に記載しなければならない。また，単価が確定した後には，直ちに，正式単価を記載

した補充書面を交付しなければならない。 

  

  ● 書面の交付義務についてのＱ＆Ａ 

Ｑ32： 当社は，下請事業者に運送委託するに当たり，年間契約を結び，下請代金は単価表に従い毎月の運送実

績に応じた額を支払うこととしたいが，下請法を遵守するために特に気を付けるべき点は何か。 

Ａ： 契約書で１年間の運送を発注し，それに３条書面の必要記載事項が全て記載されているのであれば，当

該契約書を３条書面とすることが可能である。この場合，３条書面は発注後直ちに交付しなければならな

いので，契約書の締結までに時間を要する場合には，契約とは別に３条書面を交付する必要がある。下請

代金の支払期日は，月単位の締切対象期間の末日から６０日（２か月）以内の日としなければならない。 

また，下請代金の具体的な金額が確定した場合には，当該金額を速やかに下請事業者に書面にて通知す

る必要がある。算定の根拠となる運送実績については，５条書類として記録・保存する必要があるが，下

請事業者に対しても下請代金の具体的な金額と併せて通知することが望ましい。５条書類は，毎月の運送

実績に応じて作成する必要があり，当月分の下請代金を支払い，その旨を５条書類に記録した後から２年

間保存する必要がある。 

 

Ｑ33： 情報成果物作成委託においては，委託内容のすべてを３条書面に記載することは不可能だが，どの程

度詳しく書かなければならないのか。 

Ａ： すべてを記載することは困難でも，下請事業者が発注書面を見て「給付の内容」を概ね理解できる程

度に記載することが必要である。 

また，発注書面の「給付の内容」の記載は，親事業者として下請事業者に対しやり直し等を求める根拠

となるものでもあるので，必要な限り明確化することが望ましい。 

 

Ｑ34： 発注時に書面に記載することができないことに正当な理由がある事項がある場合には，当初書面には

「理由」と「予定期日」を記載することとなったが，どの程度詳しく書く必要があるのか。また，やむ

を得ず予定期日が守られなかった場合には，下請法上問題となるのか。 

Ａ： 「理由」は，現時点で未定となっていることが正当化できる程度に明らかにし，「予定期日」は具体

的な日が特定できるよう記述する必要がある。書面に記載する時点で合理的に予測できる期日を記載する

必要があるが，結果的に予定期日が守られなくても，直ちに下請法上問題となるものではない。 

 

Ｑ35： 継続的な運送委託において，契約書を発注書面とすることは可能か。それとも個々の運送を委託する

度に発注書面を交付する必要があるのか。 

Ａ： 契約書の内容が，発注書面の具体的記載事項がすべて網羅（下請代金の額については算定方法を記載す

ることも可）されていれば，個別の役務提供の度に発注書面を交付する必要はない。 

 

Ｑ36： 下請事業者に知的財産権が発生する情報成果物作成委託において，当該知的財産権を譲渡させること

については後日契約書で明確化したいと考えているがよいか。 

Ａ： 委託した給付の内容に含んで知的財産権を譲渡させる場合には，発注書面にその旨記載し，知的財産権

の譲渡対価を含んだ下請代金の額を下請事業者との十分な協議の上で設定して発注する必要がある。なお，
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委託した給付の内容に含まず，後日，当該知的財産権については譲渡対価を支払って譲渡させるという場

合には，発注書面に知的財産権の譲渡についての記載は要しない。  

 

Ｑ37： 当社は，システム開発会社である。メーカーから改正下請法に対応した発注システムの開発を請け負

っている。３条但し書き追加に伴う３条規則改正により，特定事項の「予定期日」記載が義務付けられ

るが，次のような記載は適法か。 

①「○月○日まで」 

②「発注日から○日以内」 

③「納入日まで」 

④「納入月まで」 

Ａ： 予定期日は具体的な日が特定できるよう記述する必要がある。 

①，②は具体的であり認められる。 

③は具体的だが，本当に納入日まで決まらないのであれば認められるが，そのような実態がない場合

は認められない。また，当初書面において納入日を記載していない場合には認められない。 

④は，具体的な日を特定していないので，認められない。 

なお，すべての委託について一律の記載をすることは，真に一律の時期に特定可能となるということ

であれば可能であるが，通常は認められない。 

 

Ｑ38： 下請事業者に委託する給付の内容は定まっているのだが，ユーザー側の都合により，ユーザーへの引

渡代金は定まっていない。この場合，下請代金はユーザーへの引渡代金が定まった後で決定することに

なるが，下請法上問題ないか。 

Ａ： 下請事業者への代金の支払は親事業者が責任を負うべきものであり，ユーザーへの引渡代金が未定で

あることは理由にならない。ユーザーへの引渡代金の決定時期にかかわらず，発注時に下請代金の額を決

定し，納品後 60日までに下請代金を支払う必要がある。  

 

Ｑ39： ユーザー側の都合により，下請事業者に委託する給付の内容が定まっておらず，下請代金も給付の内

容に応じて変わることから決定できない。この場合，下請代金は給付の内容が定まった後で決定するこ

とになるが，下請法上問題ないか。 

Ａ： やむを得ない。この場合，「給付の内容」，「下請代金の額」について速やかに決定し，決まりしだ

い補充書面を交付する必要がある。 

 

Ｑ40： ＥＤＩにより発注する場合，システム上，単価欄を空欄で発注することはできないようになっている

が，どうしたらよいか。また，実際の単価ではないことを明記した上で，「０円」と表記して発注する

ことは認められるか。 

Ａ： 下請事業者と十分協議を行い，０円が実際の単価を意味していないことを明示した上で発注すること

は問題ない。 

 

Ｑ41： 仮単価は禁止されたのか。 

Ａ： 仮単価を書くことが禁止されたのではないが，仮単価を書いた場合であっても，正式な単価が記載さ

れたことにはならないので，理由と単価が決定される予定期日を記載し，単価が決定した後には直ちに補
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充書面を交付しなければならない。 

 

Ｑ42： 交通費等の諸経費を下請代金に含めて支払うこととしている場合，交通費の額が不明であるため，発

注時点では下請代金の額が確定できない。このような場合，３条書面には，交通費等の諸経費を含まな

い段階における下請代金の額と，交通費等の諸経費は親事業者が負担する旨が明記してあれば，算定方

法による下請代金の額の記載として認められるか。 

Ａ： 認められる。この場合，「作成に要した交通費，○○費，○○費の実費は当社が負担します。」など，

具体的に何に係る費用を負担するのかを明確にする必要がある。 

 

Ｑ43： 算定方法を記載できる場合には空欄では発注は認められないとのことだが，変数が複数あるなど複雑

な算定方法の場合にも，算定方法を記載しなければならないのか。 

Ａ： 算定方法が記載できるのであれば，空欄は認められない。変数が複数あっても，自動的に金額が算定

できるような算定方法を記載する必要がある。 

 

Ｑ44： 内航運送業者が船舶貸渡業者に貨物運送を委託するに当たり，契約は運航委託契約によることとし，代

金は毎月の荷主から収受する運賃実額に一定率を乗じた額とすることは下請法上問題あるか。 

Ａ： 下請法上認められる算定方法は，提供する役務の種類及び量当たりの単価があらかじめ定められている

場合に限られるので，運航委託契約による代金決定方法により発注する場合には，あらかじめ役務の種類

及び量当たりの荷主から収受する（予定の）運賃単価を下請事業者に示す必要がある。この場合，内航運

送業者が荷主から収受した運賃実額が，あらかじめ示した運賃単価による額を下回った場合においても，

船舶貸渡業者に支払う下請代金はあらかじめ示した運賃単価により算定しなければ，下請代金の減額に該

当する。 

 

Ｑ45： 知的財産権が親事業者・下請事業者のどちらに発生するのか不明確だが，契約において親事業者に帰

属することとしている。この場合も３条書面に記載する必要があるか。 

Ａ： 下請事業者に帰属する知的財産権を「給付の内容」に含んで親事業者に譲渡させるのであれば，３条

書面に記載する必要がある。 

 

Ｑ46： ３条書面は様式を問わないので契約書を３条書面とすることも可能と聞いたが，契約締結まで日数を要

する場合，どのくらいまでなら「直ちに」交付したとみなされるのか。 

Ａ： 「直ちに」とは「すぐに」という意味である。親事業者には，発注した場合「直ちに」書面を交付す

る義務があるので，契約締結までに日数を要するのであれば，発注後，直ちに，別の必要事項を記載した

書面を交付する必要がある。 

 

Ｑ47： 補充書面は，いつまでに交付する必要があるのか。 

Ａ： 当初書面に記載されなかった事項の内容が確定した後，「直ちに」交付する必要がある。 
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Ｑ48： 長期継続的な役務取引の場合には，何十年も前に年間契約を締結し，その後１年ごとの自動更新とし

ている場合があるが，３条書面をあらためて交付する必要はないか。 

Ａ： 契約中，３条書面に記載すべき事項に変更がなければ，改めて交付する必要はないが，このような場

合には，通常，契約上代金については別の書面で定めることとされていると考えられるので，この書面に

ついては代金改定時に随時交付する必要がある。 

 

Ｑ49： ＥＤＩにより発注する場合，３条規則に定める事項のうち，システム的に文字を入力・送信することが

困難な場合があるので，記号（パターンコード）化可能なものは記号により通知することとしたいが，

問題ないか。 

Ａ： 質問の場合，それぞれの事項においてそれぞれの記号が何を意味するのか（パターンコードの情報）

をあらかじめ下請事業者に文書（又は電磁的方法）で通知しておけば，記号を使用することも可能である。 

 

 【想定される違反行為事例】 

(1) 緊急を要するため，親事業者が下請事業者に口頭（電話）で発注し，その後，発注書面を交付しない場

合 

(2) 親事業者が下請事業者に対して，発注単価をコンピュータに登録してこれを帳票に印字する方法で書面

を作成しているが，新規部品の製造委託の発注時に，既に単価が決定しているにもかかわらずコンピュー

タには未登録のため，結果として書面に単価が表示されることなく発注する場合 

(3) 親事業者が下請事業者に対して，電子メールで発注することについて下請事業者の事前の承諾を得るこ

となく，書面の交付に代えて電子メールで発注する場合 

(4) 親事業者は下請事業者に対して運送を委託しているところ，下請代金の額は，下請事業者の１か月間の

運送実績に応じて定められることとなっており，下請事業者に委託した時点ではどれだけ運送するのか分

からないので具体的金額を記載することができないとして，算定方法を記載することが可能であるにもか

かわらず，当初書面に具体的金額も算定方法も記載せずに交付している場合  

(5) 親事業者は下請事業者に対して，ユーザーから開発を請け負ったソフトウェアの一部のプログラムの作

成を委託しているところ，委託した時点では，ユーザーの求める仕様が確定しておらず，正確な仕様を決

定することができないため発注の内容及び下請代金の額を定めることができないことを理由として，これ

らが確定するまで，書面を一切交付しない場合 

 

 イ 支払期日を定める義務（第 2条の 2） 

 

  親事業者は，下請事業者との合意の下に下請代金の支払期日を物品等を受領した日（役務提供委託の場合は，

下請事業者が役務の提供をした日）から起算して 60日以内でできる限り短い期間内で定める義務がある。 

 

  ● この規定が設けられたねらい 

    下請取引の性格から，親事業者が下請代金の支払期日を不当に遅く設定するおそれがあり，下請事業者の

利益を保護する必要からこの規定が設けられた。 

  ● 下請法上の下請代金の支払期日は次のとおり 

   (ｱ) 当事者間の取決めにより，下請事業者の物品等を受領した日（役務提供委託の場合は，下請事業者が役
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務の提供をした日）から起算して 60日以内に支払期日を定めた場合は，その定められた支払期日 

   (ｲ) 当事者間で支払期日を定めなかったときは，物品等を受領した日 

   (ｳ) 当事者間で合意された取決めがあっても，物品等を受領した日から起算して 60 日を超えて定めたとき

は，受領した日から起算して 60日を経過した日の前日 

 

 ウ 書類の作成・保存義務（第 5条） 

 

  親事業者は，下請事業者に対し製造委託，修理委託，情報成果物作成委託又は役務提供委託をした場合は給付

の内容，下請代金の額等について記載した書類を作成し 2年間保存する義務がある。 

 

  ● この規定が設けられたねらい 

    親事業者が書類を作成し保存することによって，下請取引に係るトラブルを未然に防止するとともに，行

政機関の検査の迅速さ，正確さを確保するためである。 

  ● 具体的記載事項 

    1．下請事業者の名称（番号，記号等による記載も可） 

    2．製造委託，修理委託，情報成果物作成委託又は役務提供委託をした日 

    3．下請事業者の給付の内容 

    4．下請事業者の給付を受領する期日（役務提供委託の場合は，役務が提供される期日・期間） 

    5．下請事業者から受領した給付の内容及びその給付を受領した日（役務提供委託の場合は，役務が提供さ

れた日・期間） 

    6．下請事業者の給付の内容について検査をした場合は，その検査を完了した日，検査の結果及び検査に合

格しなかった給付の取扱い 

    7．下請事業者の給付の内容について，変更又はやり直しをさせた場合は，その内容及び理由 

    8．下請代金の額（算定方法による記載も可※１） 

    9．下請代金の支払期日 

   10．下請代金の額に変更があった場合は，増減額及びその理由（※２） 

   11．支払った下請代金の額，支払った日及び支払手段 

   12．下請代金の支払につき手形を交付した場合は，手形の金額，手形を交付した日及び手形の満期 

   13．一括決済方式で支払うこととした場合は，金融機関から貸付け又は支払を受けることができることとし

た額及び期間の始期並びに親事業者が下請代金債権相当額又は下請代金債務相当額を金融機関へ支払っ

た日 

   14．原材料等を有償支給した場合は，その品名，数量，対価，引渡しの日，決済をした日及び決済方法 

   15．下請代金の一部を支払い又は原材料等の対価を控除した場合は，その後の下請代金の残額 

   16．遅延利息を支払った場合は，遅延利息の額及び遅延利息を支払った日 

※１ 下請代金の額として算定方法を記載した場合には，その後定まった下請代金の額及びその定まった日

を記載しなければならない。 

※２ 下請代金の額として算定方法を記載したときは，その算定方法に変更があった場合，変更後の算定方

法，その変更後の算定方法により定まった下請代金の額及び変更した理由を記載しなければならない。 

  ● 電磁的記録の作成・保存 

    以上の項目を記録した電磁的記録を作成し，保存することが認められている（52ページ参照）。 
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 ● 書面の作成・保存についてのＱ＆Ａ 

Ｑ50： 給付内容を変更した場合には５条書類に記録しなければならないが，情報成果物においては，親事業

者と下請事業者が個々に打合せしながら給付内容を確定していく場合がある。この場合，どの程度の変

更から記録しなければならないのか。 

Ａ： 個々の作業指示をすべて記載する必要はないが，少なくともそれにより下請事業者に下請代金の設定

時には想定していないような新たな費用が発生する場合には，記載し保存する必要がある。 

 

 エ 遅延利息の支払義務（第 4条の 2） 

 

  親事業者は，下請代金をその支払期日までに支払わなかったときは，下請事業者に対し，物品等を受領した日

（役務提供委託の場合は，下請事業者が役務の提供をした日）から起算して 60 日を経過した日から実際に支払

をする日までの期間について，その日数に応じ当該未払金額に年率 14.6％を乗じた額の遅延利息を支払う義務

がある。 

 

  ● この規定が設けられたねらい 

    下請取引の性格から，親事業者と下請事業者との間で自主的に遅延利息を約定することが困難であるとみ

られたので，下請事業者の利益を保護する必要からこの規定が設けられた。 

    支払遅延は法に違反する行為であり，遅延利息の支払は原状を回復するための救済措置である。遅延利息

を支払えば下請代金の支払を遅らせてよいという趣旨ではない。 

    なお，遅延利息の年率 14.6％は公正取引委員会規則（89ページ，資料 5参照）で定められている。 
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(3) 親事業者の禁止事項 

  下請取引の公正化及び下請事業者の利益保護のため，親事業者には次の 11項目の禁止事項が課せられている。

たとえ下請事業者の了解を得ていても，また，親事業者に違法性の意識がなくても，これらの規定に触れるとき

には，下請法に違反することになるので十分注意が必要である。 

       禁 止 事 項 概      要 

 ア 買いたたきの禁止 

   （第 4条第 1項第 5号） 

 類似品等の価格又は市価に比べて著しく低い下請代金を不当に

定めること 

 イ 受領拒否の禁止 

   （第 4条第 1項第 1号） 

 注文した物品等の受領を拒むこと 

 ウ 返品の禁止 

   （第 4条第 1項第 4号） 

 受け取った物を返品すること 

 エ 下請代金の減額の禁止 

   （第 4条第 1項第 3号） 

 あらかじめ定めた下請代金を減額すること 

 オ 下請代金の支払遅延の禁止 

   （第 4条第 1項第 2号） 

 下請代金を受領後 60日以内に定められた支払期日までに支払わ 

ないこと 

 カ 割引困難な手形の交付の禁止 

   （第 4条第 2項第 2号） 

 一般の金融機関で割引を受けることが困難であると認められる 

手形を交付すること 

 キ 購入・利用強制の禁止 

   （第 4条第 1項第 6号） 

 親事業者が指定する物・役務を強制的に購入・利用させること 

 ク 不当な経済上の利益の提供要請の禁止 

   （第 4条第 2項第 3号） 

 下請事業者から金銭，労務の提供等をさせること 

 

 ケ 不当な給付内容の変更及び不当なやり

直しの禁止（第 4条第 2項第 4号） 

 費用を負担せずに注文内容を変更し，又は受領後にやり直しをさ

せること 

 コ 報復措置の禁止 

   （第 4条第 1項第 7号） 

 下請事業者が親事業者の不公正な行為を公正取引委員会又は中

小企業庁に知らせたことを理由としてその下請事業者に対して，取

引数量の削減・取引停止等の不利益な取扱いをすること 

 サ 有償支給原材料等の対価の早期決済 

   の禁止 

   （第 4条第 2項第 1号） 

 有償で支給した原材料等の対価を，当該原材料等を用いた給付に

係る下請代金の支払期日より早い時期に相殺したり支払わせたり

すること 

 

 

ア 買いたたきの禁止（第 4条第 1項第 5号） 

 

  親事業者が発注に際して下請代金を決定するときに，発注した内容と同種又は類似の給付の内容（又は役務の

提供）に対して通常支払われる対価に比べて著しく低い額を不当に定めることは「買いたたき」として下請法違

反になる。 

 

  ● この規定が設けられたねらい 

    親事業者が下請事業者と下請代金を決定する際に，その地位を利用して，限度を超えた低価格を下請事業
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者に押し付けることは，下請事業者の利益を損ない，経営を圧迫することになるのでこれを防止するためで

ある。 

    （注）「下請代金の減額」との区別 

       「買いたたき」は，親事業者が下請事業者に発注する時点で生ずるものであるのに対し，「下請代

金の減額」は，いったん決定された下請代金の額を事後に減額するものである。 

  ● 「通常支払われる対価」とは 

   (ｱ) 同種又は類似の給付の内容（又は役務の提供）について実際に行われている取引の価格（すなわち，市

価のこと）をいう。 

   (ｲ) 市価の把握が困難な場合は，それと同種又は類似の給付の内容（又は役務の提供）の従来からの取引価

格をいう。 

  ● 買いたたきに該当するか否かは，次のような要素を勘案して総合的に判断される。 

   (ｱ) 下請代金の額の決定に当たり，下請事業者と十分な協議が行われたかどうかなど対価の決定方法 

   (ｲ) 差別的であるかどうかなど対価の決定内容 

   (ｳ) 「通常支払われる対価」と当該給付に支払われる対価との乖離状況 

   (ｴ) 当該給付に必要な原材料等の価格動向 

  ● 次のような方法で下請代金の額を定めることは，買いたたきに該当するおそれがある。 

(ｱ) 多量の発注をすることを前提として下請事業者に単価の見積りをさせ，その見積単価を少量の発注しか

しない場合の単価として下請代金の額を定めること 

(ｲ) 下請事業者に見積もりをさせた段階より発注内容が増えたのにも関わらず，下請代金の額の見直しをせ

ず，当初の見積価格を下請代金の額として定めること 

   (ｳ) 一律に一定比率で単価を引き下げて下請代金の額を定めること 

   (ｴ) 親事業者の予算単価のみを基準として，一方的に通常支払われる対価より低い単価で下請代金の額を定

めること 

   (ｵ) 合理的な理由がないにもかかわらず，特定の下請事業者を差別して取り扱い，他の下請事業者より低い

下請代金の額を定めること 

   (ｶ) 同種の給付について，特定の地域又は顧客向けであることを理由に，通常支払われる対価より低い単価

で下請代金の額を定めること 

   (ｷ)情報成果物作成委託において給付の内容に知的財産権が含まれている場合，当該知的財産権の対価につ

いて，下請事業者と協議することなく，一方的に通常支払われる対価より低い額を定めること 

 

  ● 買いたたきの禁止についてのＱ＆Ａ 

Ｑ51： 作業内容を下請事業者に提示し見積もりを出してもらい，それを基に価格を決定したいと思うが，見

積書が提出された後に，作業内容が当初の予定を大幅に上回ることとなった場合に，見積書を取り直さ

ずに発注すると買いたたきとなるか。 

Ａ： 親事業者が下請代金の額を定める方法としては，見積り合わせ，話合い，入札等があるが，その価格

の取決めに際し親事業者が一律に一定比率で単価を引き下げる，一方的に通常支払われる対価より低い単

価で下請代金の額を定めるなどの場合には，買いたたきに該当するおそれがある。 

     この質問の場合，下請事業者に見積もりをさせた段階より作業内容が増えたのにもかかわらず，下請代

金の額の見直しをせず，当初の見積価格を作業内容が増えた場合の下請代金の額として定めたと解釈され，

そのままにしておくと買いたたきとなるおそれがある。したがって，下請事業者から申出のあるなしにか
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かわらず，再見積りを取り単価の見直しを行う必要がある。 

 

Ｑ52： 当社の決算対策のため，発注単価を一律に引き下げても問題とならないか。 

Ａ： 個別の発注内容の違いを考慮することなく，すべての発注内容について一律に一定比率で引き下げた

単価で発注を行った場合は，買いたたきとして下請法上問題となるおそれがある。 

 

Ｑ53： 指値で下請事業者に注文を出しても問題とならないか。 

Ａ： 親事業者が，一方的に単価を指定するいわゆる指値により，通常支払われる対価より低い単価で下請

代金の額を定めることは，買いたたきとして下請法上問題となるおそれがある。 

     下請代金は，下請事業者から見積書を提出してもらった上で十分に話し合い，双方の納得のいく額とす

ることが肝要である。 

 

Ｑ54： 下請事業者に知的財産権が発生する情報成果物の作成を委託することを検討しているが，当該知的財

産権の譲渡対価の設定が困難なため，知的財産権は譲渡させるが，その対価を含めない通常の取引価格

と同じ価格で発注した場合問題となるか。 

Ａ： 情報成果物作成委託において給付の内容に知的財産権が含まれている場合，当該知的財産権の対価に

ついて，下請事業者と協議することなく，一方的に通常支払われる対価より低い額を定めることは買いた

たきに該当するものである。本件の場合，知的財産権の譲渡価格の設定が困難という理由で，一方的に情

報成果物の価格に知的財産権の譲渡対価を含まないとすることは，買いたたきとして下請法上問題となる

おそれがある。 

 

 【想定される違反行為事例】 

 (1) 親事業者による一方的な単価の引下げ等 

  ア 親事業者が，荷主から前年比５％の運送料金の引下げ要請があったことを理由として，下請事業者と協議

することなく，一方的に前年から５％引き下げた単価を定める場合 

  イ 親事業者は，自ら作成・販売するゲームソフトを構成するプログラムの作成を，下請事業者に対して下請

代金の額を定めずに委託したところ，当該プログラムの受領後に，下請事業者と十分に協議をすることなく，

通常の対価を大幅に下回る下請代金の額を定める場合 

 (2) 親事業者の予算単価のみを基準とした単価引下げによる買いたたき 

  ア 親事業者が，下請事業者と年間運送契約を結んでおり，双方に異議のない場合は自動更新されることとな

っていたところ，年度末の契約の更新の直前に，人件費，燃料費等について大幅な変更がないのに，翌年度

の契約書であるとして前年に比べて大幅に単価を引き下げた運送契約書を下請事業者に送付し，下請事業者

と十分な協議をすることなく，一方的に下請代金の額を定める場合 

イ 親事業者が，下請事業者との年間運送契約において荷物の積み下ろし作業は親事業者が行うものとしてい

たが，これを下請事業者が行うこととし，変更を通知したところ，下請事業者は，こうした作業を行うため

には従来の運送料金では対応できないとして下請代金の改定を求める見積書を提出したにもかかわらず，一

方的に親事業者の予算単価を基準として従来どおりに価格を据え置く場合 

 (3) 知的財産権の譲渡対価の買いたたき 

   親事業者が，制作を委託する放送番組について，下請事業者の著作権を親事業者に譲渡させることとし，そ
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の対価が下請代金に含まれているにもかかわらず，下請事業者と著作権の対価にかかる十分な協議を行わず，

通常の対価を大幅に下回る下請代金の額を定める場合  

 

 イ 受領拒否の禁止（第 4条第 1項第 1号） 

 

  親事業者が下請事業者に対して委託した給付の目的物について，下請事業者が納入してきた場合，親事業者は

下請事業者に責任がないのに受領を拒むと下請法違反となる。 

 

  ● この規定が設けられたねらい 

    親事業者が下請事業者に対して委託するものは，親事業者の仕様等に基づいた特殊なものが多く，親事業

者に受領を拒否されると他社への転売が不可能であり，下請事業者の利益が著しく損なわれるので，これを

防止するためである。 

  ● 受領拒否とは 

    指定した納期に下請事業者が納入する給付の目的物の受取を拒んだときは受領拒否となる。 

    また，次の行為も原則として受領拒否に含まれる。 

   (ｱ) 発注の取消し（契約の解除）をして，給付の目的物を受領しないこと（発注の取消しは「不当な給付内

容の変更」にも該当する。） 

   (ｲ) 納期を延期して，給付の目的物を受領しないこと 

   (ｳ) 発注後に，恣意的に検査基準を変更し，従来の検査基準で合格とされたものを不合格とすること 

   (ｴ) 取引の過程において，注文内容について下請事業者が提案し，確認を求めたところ，親事業者が了承し

たので，下請事業者がその内容のとおりに作成したにもかかららず，注文と異なるとすること 

  ● 下請事業者の責に帰すべき理由 

    「下請事業者の責に帰すべき理由」があるとして，受領を拒否することができるのは，次の場合に限定さ

れる。 

   (ｱ) 注文と異なるもの又は給付に瑕疵等があるものが納入された場合 

   (ｲ) 指定した納期までに納入されなかったため，そのものが不要になった場合（ただし，無理な納期を指定

している場合などは除かれる。） 

  ● 受領とは 

    下請事業者が納入したものを検査の有無にかかわらず受け取るという行為を指しており，下請事業者の納

入物品等を親事業者が事実上支配下におけば受領したことになる。 

情報成果物の作成委託においては，給付の目的物として作成された情報成果物を記録した媒体（例：CD

‐ROM）を自己の占有下に置くこと，又は情報成果物を記録した媒体がない場合には当該情報成果物を自己

の支配下に置くこと（例えば，親事業者のハードディスクに記録されること）が給付の受領となる。 

   

  ● 受領拒否の禁止についてのＱ＆Ａ 

Ｑ55： 下請事業者が，正式な発注に基づかず見込みで作成してしまった場合には，その受領を拒否しても問

題ないか。 

Ａ： 発注していないものについて受領を拒否することは問題ない。ただし，発注書面を作成せず，口頭発

注にて下請事業者に一定数量を作成させている場合には，書面の交付義務違反にとどまらず，受領拒否に

も該当する。 
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Ｑ56： 役務提供委託には受領拒否がないということだが，契約期間中に親事業者から「もういらない」と言

われても違反とならないのか。 

Ａ： 「受領拒否」ではなく，下請事業者が要した費用を負担せずに契約を打ち切ることは，「不当な給付

内容の変更」に該当する。 

 

Ｑ57： 内航海運業における給付の受領とは，積載される貨物の受領を意味するものではないと考えてよいか。 

Ａ： 「給付の内容」が貨物の運送であれば当該役務が提供されることをいい，単なる貨物の受領を指すも

のではない。 

 

Ｑ58： プログラムの作成委託において，給付の内容を確認するため，プログラムの納品に併せて下請事業者

に最低限の証拠資料（単体テスト結果報告書等）を提出させ，証拠資料の提出がない場合にはプログラ

ムを受領しないこととしたいがよいか。 

Ａ： プログラムの納品時に証拠資料の添付を義務付ける場合には，委託した給付の内容に当該証拠資料を

含むこととし，発注書面にその旨記載して発注しなければならない。ただし，この場合，当該資料の対価

を含んだ下請代金の額を下請事業者との十分な協議の上で設定して発注する必要がある。 

 

Ｑ59： 放送番組の作成委託において，コーナー番組を作成し納期に納入しようとしたが，親事業者から「緊

急の政治番組が入ったため，今はいらない」と言われるのは問題ではないか。 

Ａ： 受領拒否に該当する。 

 

 【想定される違反行為事例】 

 (1) 放送番組における番組出演者の不祥事を理由とする受領拒否 

 親事業者が下請事業者に放送番組の制作を委託し，下請事業者は放送番組の作成を既に完了したところ，親

事業者が指定した番組出演者に係る不祥事が発生したことを理由として当該番組を放送しないこととし，当該

放送番組のＶＴＲテープを受領しない場合 

 (2) 製造計画変更による受領拒否 

   親事業者（物品製造業者）が，下請事業者に対して設計図面の作成を委託したが，自社製品の製造計画が変

更になったとして当該設計図面を受領しない場合 

 (3) 最終ユーザーの広告取りやめによる受領拒否 

   親事業者（広告会社）が，下請事業者に対して広告の制作を委託したが，広告主の意向により，テレビ放送

を用いた広告を行うことを取りやめたため，既に下請事業者が制作したテレビＣＭのＶＴＲテープを受領しな

い場合 

 

 ウ 返品の禁止（第 4条第 1項第 4号） 

 

  親事業者は下請事業者から納入された物品等を受領した後に，その物品等に瑕疵があるなど明らかに下請事業

者に責任がある場合において，受領後速やかに不良品を返品するのは問題ないが，それ以外の場合に受領後に返

品すると下請法違反となる。 
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  ● この規定が設けられたねらい 

    基本的には受領拒否の禁止規定と同じねらいであり，納入した物品等を返品されることは，受領拒否の場

合と同様に下請事業者の利益が著しく損なわれるのでこれを防止するためである。 

  ● 下請事業者の責に帰すべき理由 

    検査の結果，「下請事業者の責に帰すべき理由」があるとして返品することができるのは，次の場合に限

られる。 

   (ｱ) 注文と異なる物品等が納入された場合 

   (ｲ) 汚損・き損等された物品等が納入された場合 

  ● 返品することのできる期間 

   (ｱ) 直ちに発見できる瑕疵の場合 

     通常の検査で直ちに発見できる瑕疵の場合，発見次第速やかに返品する必要がある。 

   (ｲ) 直ちに発見できない瑕疵の場合 

     通常の検査で発見できない瑕疵で，ある程度期間が経過した後に発見された瑕疵については，その瑕疵

が下請事業者に責任があるものである場合は，当該物品等の受領後 6か月以内の返品は問題ないが，6か

月を超えた後に返品すると下請法違反となる。 

     ただし，親事業者が一般消費者に対して 6か月を超えて品質保証期間を定めている場合には，その保証

期間に応じて最長 1年以内であれば親事業者は下請事業者に返品することができる。 

 

 【想定される違反行為事例】 

 (1) 情報成果物における返品 

 親事業者が，下請事業者から受領した放送番組について，毎週継続的に放送する予定であったが，視聴率が

低下したことを理由として放送を打ち切り，納入された放送番組が記録されたＶＴＲテープを下請事業者に引

き取らせる場合 

 

エ 下請代金の減額の禁止（第 4条第 1項第 3号） 

 

  親事業者は発注時に決定した下請代金を「下請事業者の責に帰すべき理由」がないにもかかわらず発注後に減

額すると下請法違反となる。 

 

   減額の名目，方法，金額の多少を問わず，また発注後いつの時点で減額しても下請法違反となる。 

  ● この規定が設けられたねらい 

    決定された契約内容を契約どおり実行することは取引の基本である。下請取引の場合でも，下請代金が決

定され，契約した後に減額が行われると直接的に下請事業者の利益を損なうことになるので，これを防止す

るためである。 

  ● 下請代金 

    下請法では，「下請代金」とは，親事業者が製造委託，修理委託，情報成果物作成委託又は役務提供委託

をした場合に「下請事業者の給付（役務提供委託をした場合には役務の提供。）に対し支払うべき代金をい

う」と規定している。下請代金には，消費税・地方消費税額も含まれる。 

  ● 下請事業者の責に帰すべき理由 

    「下請事業者の責に帰すべき理由」があるとして，下請代金の額を減じることができるのは，具体的には，
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次の場合に限定される。 

   (ｱ) 下請事業者の責に帰すべき理由（瑕疵の存在，納期遅れ等）があるとして，受領拒否，返品した場合に，

その給付に係る下請代金の額を減じるとき。 

   (ｲ) 下請事業者の責に帰すべき理由があるとして，受領拒否，返品できるのに，そうしないで，親事業者自

ら手直しをした場合に，手直しに要した費用を減じるとき 

(ｳ)瑕疵等の存在又は納期遅れによる商品価値の低下が明らかな場合に，客観的に相当と認められる額を減

じるとき 

なお，下請事業者に責に帰すべき理由があり，下請代金の支払前（受領後６０日以内）に返品する場合に

は，下請代金を支払わなくてもよい（下請事業者の責に帰すべき理由があるとして，返品できる場合につい

ては 33ページ参照）。 

親事業者の経営が苦しいことを理由として下請代金の減額を行うことが許されないのはもちろんのこと

であるが，このほかにも，親事業者が下請代金の速やかな支払等を条件として値引きを要求するようなこと

も，下請代金の減額に当たる。また，下請事業者と下請代金の減額を行うことについてあらかじめ約束がで

きているというような場合でも，その特約を理由にして下請代金の減額を行うことは許されない。 

 

  ● 違法な下請代金の減額の例 

   (ｱ) 下請事業者との間に単価の引下げについて合意が成立し単価改定された場合，その前に既に発注されて

いるものにまで新単価を遡及適用して下請代金の額を減ずること 

＜ 遡 及 適 用 の 例 ＞ 

           2 月         3 月         4 月 

       価格交渉期間（予定） 交渉期間のずれ込み 

                          単価改定日 
                        （新単価決定） 
 

             発注日★            ●納 入  ・・・【遡及適用】 

                   発注日★      ●納 入  ・・・【遡及適用】 

                        発注日☆  ●納 入 ・・・【正しい方法】 

     ※〔正しい方法〕 

      （単価改定日以降の発注分から新単価を適用すること） 

 

   (ｲ) 消費税・地方消費税額相当分を支払わないこと 

   (ｳ) 下請事業者と合意することなく，下請代金を銀行口座へ振り込む際の手数料を下請事業者に負担させ，

下請代金から差し引くこと 

   (ｴ) 親事業者からの作成に必要な材料等の支給の遅れ又は無理な納期指定によって生じた納期遅れ等を下

請事業者の責任によるものとして下請代金の額を減ずること 

   (ｵ) 下請代金の支払に際し，端数が生じた場合，端数を 1円以上の単位で切り捨てて支払うこと 

   (ｶ) 手形払を下請事業者の希望により一時的に現金払にした場合に，下請代金の額から自社の短期調達金利

相当額を超える額を減ずること 

   (ｷ) 親事業者の客先からのキャンセル，市況変化等により不要品となったことを理由に下請代金から差し引

くこと 
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   (ｸ) 販売拡大のために協力してほしいなどの名目をつけて，下請代金の何％かを代金から差し引くこと 

 

 ● 下請代金の減額の禁止についてのＱ＆Ａ 

Ｑ60： 従来からの発注単価の引き下げの検討を行っているが，その結果，単価改定が実現する場合，既に発

注済の未納入分から価格を改定しても問題ないか。 

Ａ： 下請事業者と十分な協議を行った上で合理的な理由により価格を引き下げること自体は問題ないが，

引下げ後の新単価を既に発注した分にまでさかのぼって適用すれば下請代金の減額（遡及適用）に該当す

る。したがって，単価改定日以後に発注する分から新単価を適用するようにしなければならない。 

 

Ｑ61： 当社は，毎年上期（4月～9月）及び下期（10月～3月）の 2 回単価改定を行い，各期首に提供される

役務から適用しているが，下請事業者との単価改定交渉が長引き，各期の半ばくらいの時点で合意する

ことがある。下請事業者とは各期首に提供される役務から新単価を適用するという合意が成立してお

り，期首から適用しても問題はないか 

Ａ： 新単価が適用できるのは親事業者と下請事業者との協議により単価改定が行われた時点以降に発注す

る分からである。したがって，この場合は合意日前に既に発注した分に新単価を適用するわけであるから，

下請代金の減額（遡及適用）となる。各期首から新単価を適用するのであれば，各期首に提供される役務

が発注される時点までに新単価を決定しておくことが必要となる。新単価適用時期について下請事業者と

合意が成立していることは下請代金の減額を正当化する理由とはならない。 

 

Ｑ62： 単価改定を行う場合，遡及適用に関してどういう点に気を付ければよいか。 

Ａ： 単価の引下げについて合意した日（合意日）と新単価の適用を開始することとした日（単価改定日）

が異なる場合には，合意したからといって単価改定日より前の発注について新単価を適用すると，下請代

金の減額に該当する。また，合意日から新単価を適用することとしている場合においても，下請事業者か

ら見積書が出されただけでは合意したことにならず，単価改定について双方が合意した日が合意日となる。 

なお，○月納入分から新単価を適用するというような交渉は，交渉が長引くことにより遡及適用とな

るおそれがあることから，○月発注分からという交渉を行うことが望ましい。 

 

Ｑ63： 下請事業者の了解を得た上で，下請代金を下請事業者の銀行口座に振り込む際の振込手数料を下請代

金から差し引いて支払うことは認められるか。 

Ａ： 発注前に当該手数料を下請事業者が負担する旨の書面での合意がある場合には，親事業者が負担した

実費の範囲内で当該手数料を差し引いて下請代金を支払うことが認められる。 

 

Ｑ64： 下請事業者の給付に瑕疵等があり，下請代金の支払前（受領後６０日以内）に返品する場合には，下

請代金を支払わなくてよいか。また，下請代金の支払後に返品した場合には，下請代金相当額を返却す

るよう求めてよいか。 

Ａ： 下請事業者の責に帰すべき理由があり返品が認められる場合（33 ページ参照）には，ともに下請法違

反とはならない。 
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 【想定される違反行為事例】 

  (1) 新単価の遡及適用による減額 

ア 親事業者が，下請事業者との間で毎月の役務の提供に対して下請代金を支払うこととしているところ，

契約を改定することにより，単価の引下げを行い，引き下げられた単価をさかのぼって適用し，当初の

単価で計算された下請代金と新単価で計算された下請代金との差額を翌月の下請代金の支払から一括し

て差し引く場合 

イ 親事業者が，下請事業者に対して運送委託を行っており，運賃については，発注書面に記載した単価表

によって定めているところ，発注書面に記載している単価表を改定し，当初の単価で計算された下請代

金と新単価で計算された下請代金との差額を翌月の下請代金の支払から一括して差し引く場合 

 (2) 協力金の徴収による減額 

親事業者が，下請事業者との間で年間の役務提供契約を締結しているところ，年度末に，年間の一定の

期間についてその期間は契約の対象外であったことにする旨の通知を行い，季節協力金という名目で下請代

金から差し引く場合 

 (3) 一定額の代金支払を算定方式による代金支払に変更することによる減額 

親事業者が，一定期間に運ぶ荷物の量にかかわらず一定額の代金を支払う契約を運送事業者と結んでい

るところ，運ぶべき荷物が減少したため，実際の支払については荷物の量に応じた方式に基づいて算定する

こととし，当初の下請代金の額を下回る額を支払う場合 

(4) 無理な納期指定による減額 

親事業者が，下請事業者に対してプログラムの作成を委託しているところ，作業の途中で当初指示した

仕様の変更を申し入れ，下請事業者は，プログラマーの都合がつかないことを理由に断ったが，親事業者は

一方的に仕様を変更し，下請事業者は残業してこの変更に対応しようとしたが納期に間に合わず，親事業者

が納期遅れを理由として下請代金から減額を行う場合 

  (5) 運送中の荷物が毀損したことを理由に下請代金から毀損額を上回る一定額を差し引くことよる減額 

親事業者が，自ら請け負った運送を下請事業者に再委託し，運送中の荷物が毀損したので荷主から損失

の補償を求められていると称して，損害額の算定根拠を明らかにしないまま，代金から毀損額を上回る一定

額を差し引いている場合 

(6) 親事業者の都合による減額 

新商品の総合的な販売促進業務を請け負った親事業者が，下請事業者に対してポスターに使用するデザ

インの作成を委託したが，親事業者が他の事業者に委託した他の販売促進にかかる経費に予定よりも多く出

費したため，予算が無いことを理由として下請代金の減額を行う場合 

 

 オ 下請代金の支払遅延の禁止（第 4条第 1項第 2号） 

 

  親事業者は物品等を受領した日（役務提供委託の場合は，役務が提供された日）から起算して 60 日以内に定

めた支払期日までに下請代金を全額支払わないと下請法違反となる。 

 

   支払期日は受領日（役務提供委託の場合は，役務が提供された日）を起算日として計算されるので，検査・

検収に要する日数にかかわりなく，支払期日を過ぎて未払となっている場合は支払遅延となる。 

  ● この規定が設けられたねらい 

    納入した物品等（提供した役務）の下請代金を支払期日までに支払ってもらえないと，下請事業者の資金
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繰りがつかず，従業員への賃金の支払，材料代の支払等が困難になり，最悪の場合は倒産に追い込まれるな

ど下請事業者の経営の安定が損なわれるので，これを防止するためである。 

  ● 支払遅延 

    親事業者は，給付を受領した日から 60 日以内で，かつ，できる限り短い期間内に支払期日を定めなけれ

ばならず，その定めた支払期日に下請代金を支払わなければならない。「支払期日の経過後なお支払わない

こと」は支払遅延として禁止されている。 

    支払遅延となる行為は，「支払期日」の内容によって次の 3つに分けられる。 

   (ｱ) 親事業者と下請事業者との間で支払期日が給付の受領日から 60 日以内に定められている場合は，その

定められた支払期日までに支払わないとき 

   (ｲ) 当事者間で支払期日が給付の受領日から 60日を超えて定められている場合は，受領日から 60日までに

支払わないとき（この場合，下請法に定める範囲を超えて支払期日が設定されており，それ自体に問題が

ある。） 

   (ｳ) 当事者間で支払期日が定められていない場合は，その給付の受領日に支払わないとき 

     なお，支払遅延が生じた場合，親事業者は下請事業者に対し，受領後 60 日を経過した日から支払をす

る日までの期間について，年率 14.6％（89ページ，資料 5参照）の遅延利息を支払う義務がある。 

  ● 支払制度 

    下請代金を毎月の特定日に支払うこととされている場合の具体的支払方法には，納品締切制度と検収締切

制度の２通りがある。 

    下請代金の支払については，上記いずれの支払制度を採用している場合でも，下請事業者の給付の受領後

60 日以内に支払わなければならないものであるが，継続的な取引の実態としては，例えば，毎月末までの

給付の下請代金を翌月末に支払うこと（月末締の翌月末払）となっていることがあるので，下請法の運用に

当たり，「受領後 60 日以内」の規定は「受領後 2 か月以内」として換算している。その運用は，このよう

な 1 か月締切制度を採っている場合は，締切後 30 日（1 か月）以内に支払わなければならないということ

である。 

    なお，検収締切制度においては，検収に相当日数を要する場合があるが，納品から 60 日以内に下請代金

を支払う必要があるので，支払期日の設定には注意が必要である。 

  ● やり直しをさせた場合の支払期日の起算日 

    下請事業者の給付に瑕疵があるなど，下請事業者の責に帰すべき理由があり，下請代金の支払前（受領後

60 日以内）にやり直しをさせる場合には，やり直しをさせた後の物品等を受領した日が支払期日の起算日

となる（下請事業者の責に帰すべき理由があるとして，やり直しをさせることができる場合については 45

ページ参照）。 

● 情報成果物作成委託における受領日（支払期日の起算日） 

    情報成果物作成委託では，親事業者が作成の過程で，下請事業者の作成内容の確認や今後の作業の指示等

を行うために注文品を一時的に親事業者の支配下に置く場合がある。このとき，①注文品が委託内容の水準

に達しているかどうか明らかではない場合であって，②あらかじめ親事業者と下請事業者との間で，親事業

者の支配下に置いた注文品の内容が一定の水準を満たしていることを確認した時点で受領とすることを合

意している場合には，当該時点を受領日とし，親事業者の支配下に置いた時点を直ちに受領日とはしない。

ただし，発注書面に記載した納期日に親事業者の支配下にあれば，内容の確認が終了しているかどうかにか

かわらず，当該納期日を受領日とする。 

    なお，このような取扱いとしているのは，情報成果物の場合，外形的には全く内容がわからないことから
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特に認めているものであり，製造委託，修理委託の場合には認められないので注意が必要である。 

  ● 役務提供委託における受領日（支払期日の起算日） 

(ｱ) 役務提供委託では，原則として，下請事業者が提供する個々の役務が提供された日が受領日（支払期日

の起算日）である。１つの役務が提供されるのに日数を要する場合は，役務提供が終了した日に当該役

務が提供されたこととなる。 

(ｲ) しかしながら，役務提供委託においては，一定期間の役務提供を給付の内容とすることがあるので，そ

れが個々の役務が連続して提供される役務の場合には，次の要件を満たせば，月単位で設定された締切

対象期間の末日に当該役務が提供されたものとする。 

   ① 下請代金の支払いは，月単位で設定される締切対象期間の末日までに提供した役務に対して行われる

ことがあらかじめ合意され，その旨が発注書面に明記されていること 

   ② 発注書面に，当該期間の下請代金の額（算定方式も可）が明記されていること 

   ③ 下請事業者が連続して提供する役務が同種であること 

したがって，この場合には，締切後 60日（2か月）以内に下請代金を支払わなくてはならない。 

なお，個々の役務が連続して提供される期間が１か月未満の役務提供委託の場合には，当該期間の末

日に役務が提供されたものとする。 

 ● 金融機関の休業日 

   下請代金を毎月の特定日に金融機関を利用して支払うこととしている場合に，当該支払日が金融機関の休

業日に当たってしまうことがある。このような場合，支払日が土曜日又は日曜日に当たるなど順延する期間

が２日以内である場合であって，親事業者と下請事業者との間で支払日を金融機関の翌営業日に順延するこ

とについてあらかじめ合意・書面化されている場合には，翌営業日に支払うことが認められる。 

 

  ● 支払遅延の禁止についてのＱ＆Ａ 

Ｑ65： 自動車メーカーが部品メーカーに新規部品を発注するに際し，当該部品の製造に必要な金型の発注は，

部品メーカーが金型メーカーに対し独自に行い，かかった費用については自動車メーカーが購入する部

品代金に上乗せすることは下請法上問題となるか。 

また，自動車メーカーが金型の所有権を持つ場合にはどうか。 

Ａ： 部品の製造のみを委託したのであれば，金型費用分を製造コストの一部として部品代金に上乗せして

払うことは問題ない。 

しかし，自動車メーカーが金型の所有権を持つ場合には，自動車メーカーが部品メーカーに対し金型の

製造委託をしたことになるので，金型についても受領後 60 日以内に下請代金を全額支払う必要があり，

金型代金を部品代金に上乗せして支払うことは支払遅延に該当する可能性が高い。 

 

Ｑ66： 情報成果物作成委託においては，３条書面上の納期日より前であれば，親事業者が委託した情報成果

物を支配下に置いても，一定の水準を満たしていることを確認した時点で受領したとすることを認める

とのことだが，検査終了後に受領することを認める趣旨と理解してよいか。 

Ａ： 情報成果物の場合，外見だけでは委託内容の確認ができないことから，情報成果物の作成の過程で，

親事業者が一時的に成果物を支配下に置いて，その内容を確認することを認めたものであって，検査終了

後に受領することを認める趣旨ではない。 
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Ｑ67： 情報成果物作成委託において，受領前に，委託した情報成果物が一定の水準を満たしていることを確

認したい場合には，下請事業者に対し，３条書面に記載した納期日より前に委託した情報成果物を持っ

て来るよう指示する必要があるが，下請法上問題ないか。 

Ａ： あらかじめ親事業者と下請事業者との間で，親事業者が支配下においた当該情報成果物が一定の水準

を満たしていることを確認した時点で，給付を受領したこととすることを合意している場合には，当該情

報成果物を一時的に支配下においても直ちに受領したことにはならないとされていることから，当該確認

を行うために，下請事業者に対し，３条書面に記載した納期日より前に委託した情報成果物を一時的に持

って来るよう依頼することは問題ない。 

なお，この場合，情報成果物を一時的に持って来るべきことまで３条書面に明記する必要はない。 

 

Ｑ68： 受領後に情報成果物の検査をする場合に，検査期間が 60日を超える場合があるが，検査終了後に問題

がないことを確認した上で下請代金を支払うこととして問題ないか。 

Ａ： 下請法上，検査するかどうかにかかわらず，情報成果物の受領後 60日以内に定めた支払期日までに支

払う必要がある。なお，Ｑ６９のように，委託した情報成果物が一定の水準を満たしていることを確認し

た時点で受領したこととすることを下請事業者と事前に合意している場合には，確認した時点（当該情報

成果物が３条書面に記載した納期日に親事業者の支配下にあり，内容の確認が終了していない場合には３

条書面上の納期日）が支払期日の起算日となる。 

 

Ｑ69： 受領した情報成果物に，下請事業者の責による瑕疵等が発見され，やり直しが必要な場合にも，当初

の受領日から 60日以内に支払う必要があるのか。 

Ａ： 支払期日が到来する前に瑕疵等が発見され，やり直しをさせる場合は，当初の受領日から 60日以内に

下請代金を支払う必要はない。この場合，やり直し後の情報成果物の受領日が支払期日の起算日となる。 

 

Ｑ70： 役務取引はすぐに現金払いされることが多いのに，下請法の対象となることにより，役務を提供した

後６０日後の支払とされたり，手形払いとされるなど支払条件の悪化が懸念される。このようなことは，

下請法上どのように考えられるのか。 

Ａ： 親事業者が下請法の適用を契機として，一方的に支払条件を悪化させることは，独占禁止法上の優越

的地位の濫用に該当するおそれがあるとともに，下請法上も，支払条件の悪化を見込んだ対価を下請事業

者と十分な協議の上で設定しなければ，買いたたきに該当するおそれがある。 

 

Ｑ71： 運送委託において，下請事業者からの配達報告が届いた時点を「役務を提供した日」としてよいか。 

Ａ： 「役務を提供した日」とは，当該役務が完了した日であり，報告書の届いた日ではない。 

 

Ｑ72： 期間を定めて運送業務を委託する場合において，月末締めで代金を支払うこととしているが，月末時

点で運送が完了していないもの（例えば，３１日に出発して１日に到着する運送）については，翌月末

締切分に含めて構わないか。 

Ａ： 受領の概念は，役務の場合は個々の役務が完了することが必要であることから，当該ケースの場合は

翌月末締切分に含めて構わない。 
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【想定される違反行為事例】 

 (1) 放送日を支払起算日とすることによる支払遅延 

親事業者が，放送番組の制作を下請事業者に委託し，放送日を起算日とする支払制度を採っているとこ

ろ，放送が当初の予定日より遅れるなどして受領日と放送日との間隔が開くことにより，納入後６０日を超

えて支払が行われる場合 

 (2) 使用高払方式による支払遅延 

親事業者が，毎月１本ずつ放送される放送番組の作成を下請事業者に委託しているところ，下請事業者

から数回分まとめて納入され，それを受領したにもかかわらず，放送された放送番組に対して下請代金の額

を支払う制度を採用していたため，一部についての支払が納入後６０日を超える場合 

 (3) 検収遅れによる支払遅延 

親事業者は，下請事業者にプログラムの作成を委託し，検収後支払を行う制度を採用しているところ，

納入されたプログラムの検査に３か月を要したため，支払が納入後６０日を超える場合 

 (4) ユーザーからの代金未払を理由とした支払遅延 

親事業者が，下請事業者に対してユーザー向けソフトウェアの開発を委託しているが，ユーザーからの

入金が遅れていることを理由として，下請事業者に対して，あらかじめ定めた支払期日に下請代金を支払わ

ない場合 

 

カ 割引困難な手形の交付の禁止（第 4条第 2項第 2号） 

 

  

 

  ● この規定が設けられたねらい 

    下請代金が銀行等の一般の金融機関において割引を受けることが困難な手形で支払われることにより，下

請事業者の利益が不当に害されることを防止するためである。 

  ● 一般の金融機関 

    「一般の金融機関」とは，銀行，信用金庫，信用組合，商工組合中央金庫等の預貯金の受入れと資金の融

通を併せて業とする者をいい，貸金業者は含まれない。 

● 割引困難な手形 

 「割引を受けることが困難であると認められる手形」を一律に定義することは難しいが，一般的にいえば，

その業界の商慣行，親事業者と下請事業者との取引関係，その時の金融情勢等を総合的に勘案して，ほぼ妥

当と認められる手形期間（現在の運用では繊維業は 90 日，その他の業種は 120 日）を超える長期の手形と

解される（110 ページ，資料 8参照）。 

 

 キ 購入・利用強制の禁止（第 4条第 1項第 6号） 

 

  親事業者が，下請事業者に注文した給付の内容を維持するためなどの正当な理由がないのに，親事業者の指定

する製品（含自社製品）・原材料等を強制的に下請事業者に購入させたり，サービス等を強制的に下請事業者に

利用させて対価を支払わせると購入・利用強制となり，下請法違反となる。 

 

  ● この規定が設けられたねらい 

 親事業者は下請事業者に対し下請代金を手形で支払う場合，一般の金融機関で割り引くことが困難な手形を

交付すると下請法違反となる。 
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    本号は，正当な理由がある場合を除き，親事業者が指定した物（役務）を下請事業者に強制して購入させ

ることを禁止するものであり，親事業者が自社商品やサービス等を下請事業者に押し付け販売することを防

止するためである。 

  ● 対象 

    改正前の下請法では，購入強制が提供となるのは，「物」の購入強制に限られていたが，改正下請法の施

行後は，役務の利用強制が加わり，自社が指定する保険，リース，インターネット・プロバイダ等のサービ

スの利用を強制した場合にも下請法第４条第 1号第 6号違反となる。 

自社が指定する物又は役務であるから，自社の商品のみではなく自社以外の商品の購入を強制した場合も

含まれる。例えば，自社製品の販売先である特約店，卸売店等にある自社商品，自社の取引先の商品，子会

社・関係会社の商品なども含まれる。 

  ● 強制 

    自己の指定する「物」又は「役務」を「強制して購入・利用させる」ことが禁止されているのであるから，

「強制して」ではなく任意に購入を依頼する場合は本号に該当しないが，下請取引においては，親事業者が

任意に購入を依頼したと思っても下請事業者にとっては，事実上，その依頼を拒否できない場合もあり得る

ので，実質的に下請事業者が購入を余儀なくされたか否かが判断の基準となる。 

  ● 次のような方法で下請事業者に自己の指定する物の購入・役務の利用を要請することは，購入・利用強制

に該当するおそれがある。 

   (ｱ) 購買・外注担当者等下請取引に影響を及ぼすこととなる者が下請事業者に購入・利用を要請すること 

   (ｲ) 下請事業者ごとに目標額又は目標量を定めて購入・利用を要請すること 

   (ｳ) 下請事業者に対して，応じなければ不利益な取扱いをする旨示唆して購入・利用を要請すること 

   (ｴ) 下請事業者が購入・利用する意思がないと表明したにもかかわらず，又はその表明がなくとも明らかに

購入・利用する意思がないと認められるにもかかわらず，重ねて購入・利用を要請すること 

   (ｵ) 下請事業者から購入する旨の申出がないのに，一方的に下請事業者に物を送付すること 

 

  ● 購入・利用強制の禁止についてのＱ＆Ａ 

Ｑ73： 当社（広告会社）は，この度，自社が企画したイベントチケットの販売促進を図ることとし，外注担

当者を含めて全社員に販売目標数を定めて販売していたところ，1次下請事業者の取引先である 2次下請

事業者から当該イベントチケットを買わされたとの苦情を受けた。当社としては，どのような点に気を

付ければよかったのか。 

Ａ： 親事業者が下請事業者に対し物品等を販売する場合，外注担当者などの取引に影響を及ぼす者が購入

を要請することは，事実上，下請事業者に対し購入を余儀なくさせることとなるので，購入・利用強制と

して下請法上問題とされるおそれがある。 

     したがって，今後，外注担当者等を通じて販売しないようにすべきであり，とりわけ販売目標数（ノル

マ）を定めること等は問題を生じやすいので留意する必要がある。 

 

Ｑ74： 放送局が放送番組の作成を委託するに当たり，放送局が自らのアナウンサーを起用するよう指示する

ことは，購入・利用強制に当たらないか。 

Ａ： 貴社が放送番組の作成を委託するに当たり，放送番組の質を確保するために，有償で自らのアナウン

サーを起用させたり，自らのスタジオを使用させることは，購入・利用強制には該当しない。ただし，こ

のことが発注時には明確にされておらず，この費用を負担しない（又は対価に反映しない）場合には，不
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当な給付内容の変更（又は買いたたき）に該当するおそれがある。 

 

 【想定される違反行為事例】 

  (1) 取引先の製品の購入先の紹介要請 

    広告会社である親事業者は，購買担当者を通じて，自社の取引先の映画チケットの購入先を紹介するよう

下請事業者に要請したところ，下請事業者は購入先を紹介することができず，自ら映画チケットを購入する

ことを余儀なくされる場合 

  (2) 自社の関係会社・親会社の商品の購入要請 

ア 親事業者は，下請事業者に対して放送番組の作成を委託しているところ，自社の関連会社が制作した映

画等のイベントチケットの購入を数百枚単位であらかじめ下請事業者ごとに枚数を定めて割り振り，下

請事業者に購入させる場合 

イ 家庭用電気製品製造・販売事業者の物流子会社である親事業者が，下請事業者である運送事業者に対し

て毎年末にノルマを定めて家庭用電気製品製造・販売事業者の取扱商品の購入を要請し，今後の契約を

懸念した下請事業者に当該商品を購入させる場合 

  (3) 親事業者の指定する役務の利用の協力要請 

ア 親事業者は，物品の製造委託をする際に，３条書面に代えて，インターネットのウェッブサイトを利用

した方法としたところ，下請事業者に対して，既に契約しているインターネット接続サービス提供事業

者によっても受発注が可能であるにもかかわらず，自ら指定するインターネット接続サービス提供事業

者と契約しなければ，今後，製造委託をしない旨を示唆し，既に契約しているインターネット接続サー

ビス提供事業者との契約を解除させ，当該事業者と契約させる場合 

イ 親事業者は，下請事業者に対し，自ら指定するリース会社から工作機械のリース契約を締結するよう要

請したところ，下請事業者は既に同等の性能の工作機械を保有していることから，リース契約の要請を

断ったにもかかわらず，再三要請し，リース会社とのリース契約を締結させる場合 

ウ 親事業者が，自社に出資している保険会社が扱っている船舶保険への加入を船舶貸渡契約を結んでいる

貸渡業者に対して要請し，貸渡業者は既に別の保険会社の船舶保険に加入しているため，断りたい事情

にあるにもかかわらず，度々要請し，貸渡業者に親事業者の薦める保険に加入させる場合 

エ 広告会社である親事業者が，下請事業者である広告制作会社に年始の名刺広告への参加を要請したのに

対して，下請事業者は名刺広告の効果を把握するために参加したが，効果が乏しく，翌年以降は参加し

ない旨を親事業者に伝えていたにもかかわらず，翌年から年末になると参加を前提として申込書を送付

し，再三参加を要請することにより，当該名刺広告に参加することを余儀なくさせる場合 

 

 ク 不当な経済上の利益の提供要請の禁止（第 4条第 2項第 3号） 

 

親事業者が，下請事業者に対して，自己のために金銭，役務その他の経済上の利益を提供させることによ

り，下請事業者の利益を不当に害すると下請法違反となる。 

 

  ● この規定が設けられたねらい 

    正当な理由がないのに，下請事業者が親事業者のために協賛金，従業員の派遣等の経済上の利益を提供さ

せられることにより，下請事業者の利益が不当に害されることを防止するためである。 

  ● 金銭，役務その他経済上の利益 



-44- 

「金銭，役務その他の経済上の利益」とは，協賛金，従業員の派遣等の名目の如何を問わず，下請代金の

支払とは独立して行われる金銭の提供，作業への労務の提供等を含む。 

  ● 下請事業者の利益を不当に害する 

    下請事業者が，「経済上の利益」を提供することが製造委託等を受けた物品等の販売促進につながるなど，

提供しない場合に比べて直接の利益になるものとして，自由な意思により提供する場合には「下請事業者の

利益を不当に害する」ものではない。しかし，下請事業者が「経済上の利益」を提供することが，下請事業

者にとって直接の利益となる（提供することによる利益が不利益を上回る）ことを親事業者が明確にしない

場合（虚偽の数字を示して提供させる場合も含む。）には，「下請事業者の利益を不当に害する」ものとし

て問題となる。 

  ● 次のような方法で自己のために経済上の利益の提供を要請することは，不当な経済上の利益の提供要請に

該当するおそれがある。 

(ｱ) 購買・外注担当者等下請取引に影響を及ぼすこととなる者が下請事業者に金銭・労働力の提供を要請す

ること 

   (ｲ) 下請事業者ごとに目標額又は目標量を定めて金銭・労働力の提供を要請すること 

   (ｳ) 下請事業者に対して，要請に応じなければ不利益な取扱いをする旨示唆して金銭・労働力の提供を要請

すること 

   (ｴ) 下請事業者が提供する意思がないと表明したにもかかわらず，又はその表明がなくとも明らかに提供す

る意思がないと認められるにもかかわらず，重ねて金銭・労働力の提供を要請すること 

  ● 知的財産権の譲渡における下請法第 4条第 1項第 5号（買いたたきの禁止）の規定との関係 

情報成果物等の作成に関し，下請事業者の知的財産権が発生する場合があるが，下請事業者の給付の内容

に知的財産権を含まない場合において，下請事業者に発生した知的財産権を，作成の目的たる使用の範囲を

超えて親事業者に無償で譲渡・許諾させることは，本号の対象となる。 

なお，下請事業者の給付の内容に下請事業者に発生した知的財産権を含むこととし，発注書面に明確に記

載した場合においても，当該知的財産権の対価について，下請事業者と協議することなく，一方的に通常支

払われる対価より低い額を定めることは買いたたきとして問題となるおそれがある（28ページ参照）。 

 

  ● 不当な経済上の利益の提供要請の禁止についてのＱ＆Ａ 

Ｑ75： 年末セールの販売活動の手伝いとして，下請事業者から無償で人員を派遣してもらうことを考えてい

る。当該セールでは下請事業者の製品も販売するため，下請事業者にとっても利益があるものと考える

が，これは下請法上の問題があるか。 

Ａ： 下請事業者の金銭・労働力の提供が下請事業者の直接の利益につながることの根拠を明確にしないで

提供を要請することは，本号に該当するおそれがある。よって，例えば，下請事業者が本件セールに手伝

いとして人員を派遣することでどれだけの利益が見込めるか，合理的根拠を示して明らかにし，それが派

遣することによって発生する不利益を上回ることを明確に示して，下請事業者の同意を得て人員を派遣さ

せれば，不当な経済上の利益の提供要請には該当しないが，そうでなければ下請法違反のおそれがある。 

 

Ｑ76： あらかじめ知的財産権を親事業者に譲渡させることを通知し，情報成果物に係る知的財産権の譲渡対

価が含まれるような下請代金の額を見積もってもらい，下請事業者の見積額で発注する場合には，買い

たたき又は不当な経済上の利益の提供要請には該当しないと考えてよいか。 

Ａ： 該当しない。この場合，３条書面には，知的財産権を譲渡する旨記載する必要がある。 



-45- 

 

Ｑ77： デザインの作成委託において，当初の発注内容は下請事業者に複数のデザインを提出させ，その中か

ら１つを採用し親事業者に知的財産権を譲渡させるというものであったが，納品後，採用デザインだけ

ではなく不採用デザインの知的財産権も譲渡させることとしたいがよいか。 

Ａ： 当初の発注内容にない不採用デザインの譲渡を下請事業者に無償で要求することは，本号に該当する

おそれがある。この場合，親事業者と下請事業者は双方よく話し合いの上，不採用デザインの知的財産権

に係る譲渡対価を決定する必要がある。 

 

Ｑ78： 金型の発注に当たり，製造の過程で下請事業者が作成した金型の図面を無償で提供させることは本号

の対象となるのか。 

Ａ： 金型の製造委託を行った際に，発注書面上の給付の内容に金型の図面が含まれていないにも関わらず，

金型の納入に併せて当該図面を納品するよう要請した場合には本号の適用を受けることとなる。 

   金型と併せてその図面を提供させたいという場合には，別途対価を支払って買い取るか，又はあらか

じめ発注内容には金型の図面を含むことを明らかにし，当該図面を含んだ対価を下請事業者との十分な協

議の上で設定して発注する必要がある。 

 

 【想定される違反行為事例】 

 (1) 親事業者の決算対策のための協賛金要請 

   親事業者が，年度末の決算対策として，下請事業者に対して協賛金の提供を要請し，親事業者の指定した銀

行口座に振込を行わせる場合 

 (2) 発注内容にない労務提供 

ア 親事業者が，船内荷役，清掃等の作業は契約により荷主又は親事業者の負担であるとされているにもかか

わらず，下請事業者である船舶貸渡業者にその一部を手伝わせる場合 

イ 親事業者が，自らが貨物自動車運送事業の免許を有し，顧客から商品の配送を請け負っている大規模小売

事業者であるところ，荷物の配送を委託している下請事業者に対して，店舗の営業の手伝いのために従業員

の派遣を行わせる場合 

ウ ソフトウェアの作成を下請事業者に委託している親事業者が，下請事業者の従業員を親事業者の事業所に

常駐させ，実際には当該下請事業者への発注とは無関係の事務を行わせている場合  

 (3)発注内容にない設計図等の譲渡 

 ア 親事業者が，下請事業者に金型の製造を委託しているところ，外国で製造した方が金型の製造単価が安い

ことから，下請事業者が作成した金型の図面，加工データ等を外国の事業者に渡して，当該金型を製造させ

るため，下請事業者が作成した図面，加工データ等を，対価を支払わず，提出させる場合 

 イ 親事業者が，下請事業者にデザイン画の作成を委託し，下請事業者はＣＡＤシステムで作成したデザイン

画を提出したが，後日，委託内容にないデザインの電磁的データについても，対価を支払わず，提出させる

場合 

 

 ケ 不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止（第 4条第 2項第 4号） 

 

親事業者が下請事業者に責任がないのに，発注の取消若しくは発注内容の変更を行い，又は受領後にや

り直しをさせることにより，下請事業者の利益を不当に害すると下請法違反となる。 
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  ● この規定が設けられたねらい 

    親事業者が下請事業者に対して，費用を負担せずに発注の取消しや発注内容の変更を行い，又はやり直し

をさせることは，下請事業者に当初の発注内容からすれば必要ない作業を行わせることとなり，それにより

下請事業者の利益が損なわれるので，これを防止するためである。 

  ● 「給付内容の変更」「やり直し」とは 

    「給付内容の変更」とは，給付の受領前に，発注書面に記載されている委託内容を変更し，当初の委託内

容とは異なる作業を行わせることである。発注の取消（契約の解除）も「給付内容の変更」に該当する。ま

た，「やり直し」とは，給付の受領後に，給付に関して追加的な作業を行わせることである。こうした給付

内容の変更ややり直しによって，下請事業者がそれまでに行った作業が無駄になり，あるいは下請事業者に

とって当初の委託内容にはない追加的な作業が必要となった場合に，親事業者がその費用を負担しないこと

は，下請事業者の利益を不当に害することとなるものである。 

    「給付内容の変更」又は「やり直し」のために必要な費用を親事業者が負担するなどにより，下請事業者

の利益を不当に害しないと認められる場合には，不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの問題とはなら

ない。 

    また，次の行為も原則として「給付内容の変更」又は「やり直し」に含まれる。 

(ｱ) 下請事業者の給付の受領前に，下請事業者から委託内容を明確にするよう求めがあったにもかかわらず

親事業者が正当な理由なく仕様を明確にせず，下請事業者に継続して作業を行わせ，その後，給付の内

容が委託内容と異なるとすること 

   (ｲ) 取引の過程において，委託内容について下請事業者が提案し，確認を求めたところ，親事業者が了承し

たので，下請事業者が当該内容に基づき，製造等を行ったにもかかわらず，給付内容が委託内容と異なる

とすること 

   (ｳ) 発注後に，恣意的に検査基準を変更し，従来の検査基準で合格とされたものを不合格とすること 

  ● 下請事業者の責に帰すべき理由 

    「下請事業者の責に帰すべき理由」があるとして，親事業者が費用を全く負担することなく，下請事業者

に対して「給付内容の変更」又は「やり直し」をさせることが認められるのは，次の場合に限定される。 

   (ｱ) 下請事業者の要請により給付の内容を変更する場合 

   (ｲ) 給付を受領する前に下請事業者の給付の内容を確認したところ，給付の内容が注文とは異なる又は給付

に瑕疵等があることが，発注書面に照らして合理的に判断されるので内容を変更させる場合 

   (ｳ) 発注書面に照らして，注文と異なるもの又は瑕疵等があるものが給付されたのでやり直しをさせる場合 

  ● やり直しをさせることのできる期間 

   (ｱ) 直ちに発見できる瑕疵の場合 

     通常の検査で直ちに発見できる瑕疵の場合，発見次第速やかにやり直させる必要がある。 

   (ｲ) 直ちに発見できない瑕疵の場合 

     通常の検査で発見できない瑕疵で，ある程度期間が経過した後に発見された瑕疵については，その瑕疵

が下請事業者に責任があるものである場合は，当該物品等の受領後１年以内のやり直しは問題ないが，１

年を超えた後にやり直させると下請法違反となる。 

     ただし，親事業者がユーザー等に対して１年を超えた瑕疵担保期間を契約している場合に，親事業者と

下請事業者がそれに応じた瑕疵担保期間をあらかじめ定めているのであれば，当該期間内のやり直しは問

題ない。 
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  ● 情報成果物作成委託における「給付内容の変更」「やり直し」 

    放送番組等の情報成果物作成委託において，下請事業者が作成した情報成果物が親事業者の注文を満たし

ているかどうかは，親事業者の価値判断等により評価される部分があり，事前に給付を充足する条件を明確

に発注書面に記載することが不可能な場合がある。このような場合において，親事業者が，給付の受領の前

後を問わず，発注書面上は必ずしも明確ではないが下請事業者の給付が注文と異なる又は注文した水準に至

っていないとし，やり直させたり追加の作業をさせることは，親事業者がやり直し等をさせるに至った経緯

等を踏まえ，やり直し等の費用について下請事業者と十分な協議をした上で合理的な負担割合を決定し，そ

れを負担すれば，下請法違反とならない。ただし，親事業者が一方的に負担割合を決定することにより下請

事業者に不当に不利益を与える場合には，下請法違反となる。 

なお，この場合においても，以下に該当する場合には，親事業者が費用の全額を負担することなく，下請

事業者の給付が注文と異なる又は注文した水準に至っていないことを理由としてやり直し等を要請するこ

とは認められない。 

(ｱ) 下請事業者の給付の受領前に，下請事業者から委託内容を明確にするよう求めがあったにもかかわらず

親事業者が正当な理由なく仕様を明確にせず，下請事業者に継続して作業を行わせ，その後，給付が注

文と異なる又は注文した水準に至っていないとする場合 

   (ｲ) 取引の過程において，委託内容について下請事業者が提案し，確認を求めたところ，親事業者が了承し

たので，下請事業者がそのとおりに作成したにもかかわらず，給付が注文と異なる又は注文した水準に達

していないとする場合 

   (ｳ) 発注後に，恣意的に検査基準を変更し，従来の検査基準で合格とされたものを不合格とする場合 

   (ｴ) 下請事業者の給付が注文と異なる又は注文した水準に至っていないことを直ちに発見できない場合に，

給付の受領後１年を経過した場合（ただし，親事業者がユーザー等に対して１年を超えた瑕疵担保期間

を契約している場合に，親事業者と下請事業者がそれに応じた瑕疵担保期間をあらかじめ定めている場

合を除く。） 

  ● 「書面の交付」と「取引記録の保存」 

    取引の過程で，発注書面に記載されている委託内容を変更し又は明確化した場合には，親事業者は，これ

らの内容を記載した書面を下請事業者に交付する必要があり，法第５条の規定に基づき作成・保存しなけれ

ばならない書類の一部として保存する必要がある。 

    また，情報成果物作成委託において，事前に委託内容を充足する条件を明確に発注書面に記載することが

不可能な場合に，発注書面上は必ずしも明確ではないが下請事業者の給付が注文と異なる又は注文した水準

に至っていないとし，やり直させたり追加の作業をさせた場合には，親事業者は，これらの内容を記載した

書類を保存する必要がある。 

 

● 不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止についてのＱ＆Ａ 

Ｑ79： 情報成果物作成委託においては，下請事業者が納期を守らないことがよくある。この場合，発注内容

を変更しなければ下請事業者が不利益を受けることがあり得るので，下請事業者との合意の上で納期を

変更することは違反とはならないと考えてよいか。 

Ａ： 下請事業者の要請により給付内容を変更することは，不当な給付内容の変更には該当しない。 

 

Ｑ80： 下請事業者との契約に当たり 3 年の瑕疵担保期間を契約しているが，当社のユーザーに対する瑕疵担

保期間は 1年である。この場合，下請法上問題となるか。 
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Ａ： ユーザーに対する瑕疵担保期間が 1年を超えない場合は，下請事業者の給付に瑕疵がある場合に親事業

者が費用を負担せずにやり直しを求められるのは受領後 1年までである。下請事業者との間でそれ以上に

長い瑕疵担保契約を締結することは直ちに問題となるものではないが，契約の定めにかかわらず 1年を超

えてやり直しをさせることは下請法違反となる。 

 

Ｑ81： 当社では，情報成果物の作成を委託するに当たり，下請事業者と十分な協議をした上で，当初から何

度もやり直しすることを見込んだ価格を設定している。この場合においても，３条書面に記載していな

い事項について，費用を負担しなければやり直しさせることが認められないのか。 

Ａ： 当初から下請事業者と十分な協議の上で何度もやり直しすることを見込んだ価格を設定している場合

に，当初の想定の範囲内でやり直しをさせることは問題ないが，それを理由に３条書面に記載されていな

い事項について無制限にやり直しができるものではないので，下請代金の設定時に想定していないような

費用が発生するやり直しの場合には，下請事業者と十分な協議をした上で合理的な負担割合を決定し，そ

れを負担する必要がある。 

 

Ｑ82： 親事業者が発注を取り消す際には，下請事業者が当該発注に使用するために要した費用を全額負担す

る必要があるとのことだが，例えば，下請事業者が当該発注に使用するために機器と人員を手配してい

る場合に，下請事業者に解約可能な範囲は解約してもらい，解約できずやむを得ず負担することとなっ

た部分を負担すれば問題ないと理解してよいか。 

Ａ： 親事業者が結果として下請事業者が負担することとなった費用をすべて負担すれば，不当な給付内容

の変更には該当しない。 

 

Ｑ83： 最終ユーザーへの保証期間が 10年であれば，受領から 10年後にやり直しを要求することも認められる

のか。 

Ａ： 最終ユーザーへの保証期間が 10年であり，下請事業者との間でも事前に受領から 10年の瑕疵担保期間

を定めているのであれば，その期間内に下請事業者の給付に瑕疵があることが判明した場合に，費用を負

担せずにやり直しを要求しても違法ではない。 

 

 【想定される違反行為事例】 

 (1) 発注取消による不当な給付内容の変更 

ア 親事業者が，下請事業者に部品の製造を委託し，これを受けて下請事業者が既に原材料等を調達している

にもかかわらず，輸出向け製品の売行きが悪く製品在庫が急増したという理由で，下請事業者が要した費用

を支払うことなく，部品の発注の一部を取り消す場合 

イ 親事業者が，下請事業者に清掃を委託し，下請事業者は清掃に必要な清掃機器及び人員を手配したところ，

親事業者が発注を取り消し，下請事業者が要した費用を負担しない場合 

 (2) 親事業者・最終ユーザーの担当者の確認後に納品されたものの不当なやり直し 

ア 親事業者が，テレビ番組の制作を委託していた下請事業者に対して，いったん親事業者のプロデューサー

の審査を受けて受領された番組について，これの試写を見た親事業者の役員の意見により，下請事業者に撮

り直しをさせたにもかかわらず，撮り直しに要した下請事業者の費用を負担しない場合 

イ 親事業者が，定期的に放送されるテレビＣＭの作成を下請事業者に委託したところ，完成品が納入された

後，放映されたテレビＣＭを見た広告主の担当役員から修正するよう指示があったことを理由として，親事
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業者は，下請事業者に対して，いったん広告主の担当まで了解を得て納入されたテレビＣＭについて修正を

行わせ，それに要した追加費用を負担しない場合 

(3) 親事業者の仕様変更による不当な給付内容の変更 

親事業者が，既に一定の仕様を示して下請事業者にソフトウェアの開発を委託していたが，最終ユーザーと

の打ち合わせの結果仕様が変更されたとして途中で仕様を変更し，このため下請事業者が当初の指示に基づい

て行っていた作業が無駄になったが，当初の仕様に基づいて行われた作業は納入されたソフトウェアとは関係

がないとして当該作業に要した費用を負担しない場合 

(4) 親事業者の指示不明確による不当な給付内容の変更 

親事業者が，下請事業者に対してソフトウェアの開発を委託したが，仕様についてはユーザーを交えた打合

せ会で決めることとしていたところ，決められた内容については書面で確認することをせず，下請事業者から

確認を求められても明確な指示を行わなかったため，下請事業者は自分の判断に基づいて作業を行い納入をし

ようとしたところ，決められた仕様と異なるとして下請事業者に対して無償でやり直しを求める場合 

(5) 検査基準の変更によるやり直し 

親事業者が下請事業者に対して金型の製造を委託しているところ，従来の基準では合格していた金型につい

て，検査基準を一方的に変更し，下請事業者に無償でやり直しを求める場合 

(6) 親事業者の担当者変更による不当な給付内容の変更 

親事業者が下請事業者に対してデザインの作成を委託したところ，親事業者の担当者が人事異動により交代

し，新しい担当者の指示により委託内容が変更され追加の作業が発生したが，それに要した追加費用を親事業

者が負担しない場合 

 

 コ 報復措置の禁止（第 4条第 1項第 7号） 

 

  親事業者が，下請事業者が親事業者の下請法違反行為を公正取引委員会又は中小企業庁に知らせたことを理由

として，その下請事業者に対して取引数量を減じたり，取引を停止したり，その他不利益な取扱いをすると下請

法違反となる。 

 

  ● この規定が設けられたねらい 

    下請事業者が親事業者の報復を恐れず公正取引委員会や中小企業庁に対し，親事業者の下請法違反行為を

申告できるようにすることをねらいにしている。 

 

 サ 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止（第 4条第 2項第 1号） 

 

  親事業者が下請事業者の給付に必要な半製品，部品，付属品又は原材料を有償で支給している場合に，下請事

業者の責に帰すべき理由がないのにこの有償支給原材料等を用いて製造又は修理した物品の下請代金の支払期

日より早い時期に当該原材料等の対価を下請事業者に支払わせたり下請代金から控除（相殺）すると下請法違反

となる。 

  ● この規定が設けられたねらい 

    親事業者が有償で支給した原材料等の対価を早期に決済することは，支払遅延の場合と同様，下請事業者

の受け取るべき下請代金が減少し，資金繰りが苦しくなるなど下請事業者が不利益を被ることになるので，

これを防止するためである。 
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(6) 立入検査・改善勧告・罰則等（第 6条，7条，9条～12条） 

 ア 報告・立入検査 

  (ｱ) 公正取引委員会 

    公正取引委員会は親事業者・下請事業者の双方に対し，下請取引に関する報告をさせ，立入検査を行うこ

とができる。 

  (ｲ) 中小企業庁 

    中小企業庁も親事業者・下請事業者の双方に対し，下請取引に関する報告をさせ，立入検査を行うことが

できる。 

  (ウ)当該下請取引に係る事業の所管官庁  

    親事業者又は下請事業者の営む事業を所管する官庁（例：運送･･･国土交通省，テレビ放送･･･総務省）も

所管事業を営む親事業者・下請事業者の双方に対し，下請取引に関する報告をさせ，立入検査を行うことが

できる。 

 

 イ 改善勧告等 

   公正取引委員会は，違反親事業者に対して勧告等の行政指導を行う。現行法では，勧告に従わない場合のみ，

その旨を公表していたが，改正下請法の施行後は，違反親事業者が勧告に従うか否かに関わらず公表を行うこ

とができることとなる。 

   中小企業庁は，違反親事業者に対して，行政指導を行うとともに，公正取引委員会に対し措置請求を行うこ

とができる。 

   また，当該下請取引に係る事業の所管官庁は，違反親事業者に対して，行政指導を行うとともに，公正取引

委員会又は中小企業庁に対し違反内容の通知を行うことができる。 

 

 ウ 罰則 

   次のような場合は，行為者（担当者）個人が罰せられるほか，会社も罰せられることになる（50 万円以下

の罰金）。 

  (ｱ) 書面の交付義務違反 

  (ｲ) 書類の作成及び保存義務違反 

  (ｳ) 報告徴収に対する報告拒否，虚偽報告 

  (ｴ) 立入検査の拒否，妨害，忌避 
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(7) 下請法事件処理フローチャート 

 

公 正 取 引 委 員 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勧 告 警 告 

改善報告書（又は

計画書）の提出 

・公 表 

・改善報告書（又

は計画書）の提出 

親事業者に対

する書面調査 

下請事業者に

対する書面調

査 

下請事業者等

からの申し立

て 

中小企業庁長

官からの措置

請求 

当該下請取引に係る事業の所

管官庁・関係公的機関（下請

企業振興公社等）からの通知 

親事業者に対する調査・検査 

違反事実なし等 
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中 小 企 業 庁 

 

 

                    親事業者・下請事業者      下請事業者等からの申立て 

                    に対する書面調査 

 

当該下請取引に係る事業の所管      検査対象親事業者の選定 

官庁による検査結果の通知 

親事業者に対する検査 

 

                    検査結果に基づき改善指 

                    導案件か公正取引委員会 

                    への措置請求案件かに区 

                    別 

 

                 公正取引委員会      改 善 指 導 案 件 

                 に対する措置請 

                 求案件 

公正取引委員会 

中小企業庁から          公正取引委員会 

の措置請求案件          に対する措置請    未 改 善      改 善 済 

につき勧告等           求 
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３ 電磁的方法による発注・取引記録の保存 
 

（１）関係規定 

 下請取引において，本法第３条の書面に記載すべき事項を書面に代えて電磁的方法によって提供することや

下請取引の経緯を電磁的記録として作成・保存する場合には，親事業者は以下の規定等に沿って行う必要があ

る。 

○ 下請法第３条，第５条 

○ 下請法施行令（以下「施行令」という。） 

○ 下請代金支払遅延等防止法第３条の書面の記載事項等に関する規則（以下「３条規則」という） 

○ 下請代金支払遅延等防止法第５条の書類又は電磁的記録の作成及び保存に関する規則（以下「５条規則」

という。） 

○ 下請取引における電磁的記録の提供に関する留意事項（以下「留意事項」という。） 

 

（２）書面の交付に代えることができる電磁的記録の提供の方法及びその留意点 

ア 下請事業者の承諾 

（ア）承諾の方法 

 親事業者は，下請取引において，本法第３条の書面に記載するべき事項を電磁的方法によって提供す

る場合には，あらかじめ，下請事業者に対して，使用する電磁的方法の種類（電子メール，ウェッブ等）

及び内容（word98，一太郎バージョン８以上などのファイルへの記録方法）を示して，書面又は電磁的

方法による承諾を得なければならない（法第３条第２項，施行令第２条第１項，３条規則第３条）。 

 

（イ）承諾の撤回等 

 親事業者は，下請事業者の承諾を得た後であっても，下請事業者から，書面又は電磁的方法により，

電磁的方法による提供を受けない旨の申出があった場合には，親事業者は，下請事業者の申出以降の下

請取引においては，書面に記載すべき事項を電磁的方法によって提供してはならならい。ただし，下請

事業者が，再び，電磁的方法による提供を受けることを承諾した場合には，親事業者は書面に記載すべ

き事項を電磁的方法によって提供することができる(施行令第２条第２項)。 

 

（ウ）留意事項 

親事業者が下請事業者に対して，承諾しない場合には，取引の数量を減じ，取引を停止し，取引の条

件又は実施について不利益な取扱いをすること等を示唆するなど承諾を余儀なくさせる場合には，下請

法及び独占禁止法上の問題が生じ得ることから，下請事業者の承諾を得るに当たっては，費用負担の内

容，電磁的記録の提供を受けない旨の申出を行うことができることも併せて提示することが必要となる。

なお，親事業者が今後の下請取引について書面の交付に代えて電磁的記録の提供を行うことを下請事業

者から一括して承諾を得た場合には，製造委託等をする都度承諾を得る必要はない（留意事項第２－１）。 

 

イ 書面の交付に代えることができる電磁的方法 

（ア）電磁的方法 

下請取引において書面の交付に代えることができる電磁的方法は以下のとおりであり，いずれの方法を

用いる場合であっても，下請事業者が電磁的記録を出力して書面を作成できることが必要となる（３条規

則第２条）。 

 

○ 電気通信回線を通じて送信し，下請事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル（以下「下

請事業者のファイル」という）に記録する方法（例えば，電子メール，ＥＤＩ等） 

○ 電気通信回線を通じて下請事業者の閲覧に供し，当該下請事業者のファイルに記録する方法（例え

ば，ウェッブの利用等） 

○ 下請事業者に磁気ディスク，シー・ディー・ロム等を交付する方法 
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（イ）留意事項 

ａ 電子メールにより提供する場合 

  書面の交付に代えて電子メールにより電磁的記録の提供を行う場合は，下請事業者の使用に係るメ

ールボックスに送信しただけでは提供したとはいえず，下請事業者がメールを自己の使用に係る電子

計算機に記録しなければ提供したことにはならない。例えば，通常の電子メールであれば，少なくと

も，下請事業者が当該メールを受信していることが必要となる（留意事項第１－１－（２））。 

 なお，携帯電話に電子メールを送付する方法については，携帯電話端末にメモリー機能が備わって

おり，下請事業者が所有する特定の携帯電話端末のメールアドレスに必要事項を電子メールで送付す

ることが予め合意されているなど，下請事業者のファイルに記録する方法と認められる場合には，３

条規則第２条第１項第１号イに規定する電磁的方法に該当する。 

 

ｂ 書面の交付に代えてウェッブのホームページを閲覧させる場合 

  書面の交付に代えてウェッブのホームページを閲覧させる場合は，下請事業者がブラウザ等で閲覧

しただけでは，下請事業者のファイルに記録したことにはならず，下請事業者が閲覧した事項につい

て，別途，電子メールで送信するか，ホームページにダウンロード機能を持たせるなどして下請事業

者のファイルに記録できるような方策等の対応が必要となる（留意事項第１－１－（２））。 

 

ｃ ファックスで提供する場合 

 受信と同時に書面により出力されるファックスへ送信する方法は，書面の交付に該当するが，電磁

的記録をファイルに記録する機能を有するファックスに送信する場合には，電磁的方法による提供に

該当する（留意事項第 1－１－（１））。 

 

ウ 下請法第４条及び独占禁止法上の留意事項 

（ア）費用負担 

  ａ 電磁的記録の提供に係るシステム開発費等 

 親事業者が下請事業者に電磁的記録の提供を行うため，システム開発費等親事業者が負担すべき費

用を下請事業者に負担させることは，下請法第４条第２項第３号（不当な経済上の利益の提供要請の

禁止）又は独占禁止法第１９条（一般指定第１４項 優越的地位の濫用）に違反するおそれがある。

ただし，「下請事業者の利用に応じて追加的に発生する費用」については，下請事業者が得る利益の

範囲内での負担を求める場合は，例外的に認められる（留意事項第２－２－（１））。 

「下請事業者の利用に応じて追加的に発生する費用」とは，例えば，親事業者が電子受発注に利用

しているシステムにおいて，下請事業者に対して，統計情報，商品の需要予測等の情報も提供できる

仕組となっている場合，下請事業者が，このような情報を利用することによって発生する費用などが

該当する。 

  

ｂ 電子情報機器等の購入等 

 下請事業者が電磁的記録の提供を受けるために必要な通信機器，電子計算機等の機器，ソフトウェ

ア等を購入することやインターネットプロバイダ，システムサービス事業者等からの役務の提供を受

けることがある。このような場合において，親事業者が下請事業者に対して，書面の交付に代えて電

磁的記録の提供を求めること自体は，直ちに，下請法又は独占禁止法上問題となるものではないが，

例えば，次のような場合には，下請法第４条第１項第６号（購入・利用強制の禁止）又は独占禁止法

第１９条（一般指定第１４項 優越的地位の濫用）に違反するおそれがある（留意事項第２－２－（２））。 

○ 正当な理由がないのに，自己の指定する通信機器，電子計算機等の機器，ソフトウェア等を購

入させ，又は自己の指定するインターネットプロバイダ，システムサービス事業者等からの役務

の提供を受けさせること 
○ 親事業者が提供するシステムの一部の機能しか下請事業者が利用しないにもかかわらず，その

ほとんどの機能を利用することを前提とした費用の負担を求めること 
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ｃ 通信費用等の負担 

 電磁的方法による提供に伴う通信費用を下請代金から減額するなどして下請事業者に負担させる

ことは，下請法第４条第１項第３号（減額の禁止）又は独占禁止法第１９条（一般指定第１４項 優

越的地位の濫用）に違反するおそれがある。ただし，下請事業者が親事業者から送信された電磁的

記録を受信するために要する通信費用について，あらかじめ下請事業者の承諾を受けたときは，こ

の限りではない（留意事項第２－２－（３））。 

 

（イ）電磁的方法による提供を承諾しない下請事業者等への不利益な取扱い 

   電磁的方法による提供を行うことを承諾しない下請事業者又は書面の交付に代えて電磁的記録の提供

を受けない旨の申出をした下請事業者に対し，不当に取引の条件又は実施について不利益な取扱いをす

ることは，独占禁止法第 19条（一般指定第 14項 優越的地位の濫用）に違反するおそれがある（留意事

項第２－３）。 

 

（ウ）電磁的記録の提供を行うことができなかったときの措置 

親事業者がシステムの故障等により下請事業者に対して，直ちに書面の交付に代えて電磁的方法によ

り提供を行うことができない場合は，当該下請事業者に書面を交付する必要がある。また，電磁的方法

による提供を行うに当たって，電磁的記録を送信し又は下請事業者が閲覧した場合であっても，下請事

業者のファイルに記録されなかったときは，下請法第 3 条に違反することとなるので，親事業者におい

て下請事業者のファイルに記録されたか否かを確認することが必要となる。また，電磁的方法による提

供を行うに当たって，当該電磁的記録が下請事業者のファイルに記録されなかった場合において，下請

事業者が納期までに納品できないこと等を理由に，受領を拒否したり，下請代金を減じることは，下請

法第 4条第 1項第 1号（受領拒否の禁止）及び第 3号（減額の禁止）に違反する（留意事項第２－４）。 

 

 

（３）取引記録の作成・保存の要件（第５条関係） 

 下請取引の経緯に係る電磁的記録を作成・保存する場合には，公正取引委員会等の検査に当たって，そ

の内容が容易に確認できるようにするため，以下の要件を満たす必要がある（５条規則第２条第３項）。 

○ 記録事項について訂正又は削除を行った場合には，これらの事実及び内容を確認できること 

○ 必要に応じて電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に出力することができること 

○ 下請事業者の名称等や範囲指定した発注日により，電磁的記録の記録事項の検索をすることができる

機能を有していること 
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４ 一括決済方式の概要 
 

  一括決済方式は，手形の発行量の増大に伴い手形発行・受取に係る業務量が親事業者・下請事業者双方にとっ

て大きな負担となってきたため，手形に代わる手段として考案されたもので，第 4図のとおり，手形と実質的に

同じ機能を果たすものである。 

  (注)  一括決済方式とは，下請代金の支払につき，親事業者，下請事業者及び金融機関の間の約定に基づき，

下請事業者が債権譲渡担保方式（下請事業者が，下請代金の額に相当する下請代金債権を担保として，金融

機関から当該下請代金の額に相当する金銭の貸付けを受ける方式）又はファクタリング方式（下請事業者が，

下請代金の額に相当する下請代金債権を金融機関に譲渡することにより，当該金融機関から当該下請代金の

額に相当する金銭の支払を受ける方式）若しくは併存的債務引受方式（下請事業者が，下請代金の額に相当

する下請代金債務を親事業者と共に負った金融機関から，当該下請代金の額に相当する金銭の支払を受ける

方式）により金融機関から当該下請代金の額に相当する金銭の貸付け又は支払を受けることができることと

し，親事業者が当該下請代金債権又は当該下請代金債務の額に相当する金銭を当該金融機関に支払うことと

する方式をいう。 

    債権譲渡担保方式，ファクタリング方式及び併存的債務引受方式の概要は，以下のとおりである。 

 

第１図 債権譲渡担保方式の概要 

    

①納品 

②下請代金債権発生 

                  ③債務確定通知 

 

④下請代金債権担保の  
    差し入れ（譲渡担保）    ④下請代金債権の譲渡承諾 
  

⑤当座貸越貸付        ⑥下請代金債権相当額を 
                   振込み 

⑦当座貸越貸付金の精算 

 
 
 

第２図 ファクタリング方式の概要 

 
①納品 

②下請代金債権発生 

                                     ③債務確定通知 

 

 

④下請代金債権譲渡      ④下請代金債権の譲渡承諾 

 

⑤代金支払 

                          ⑥下請代金債権の取立て 

⑦残金支払 
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第３図 併存的債務引受方式の概要 
 

①納品 

②下請代金債権発生 

                  ③債務確定通知 

 

 

                  ④下請代金債務の引受伺い    

⑥下請代金債権相当額の        ⑤下請代金債務の引受承諾 
 支払請求 

⑦代金支払 

                        ⑧代金支払通知 

                  ⑨下請代金債務相当額を 
                   支払 

   ⑩残金支払 

 

 

第４図 手形と一括決済方式の対比 

 

                売掛期間 60 日間         手形サイト 120 日（繊維業の場合は 90 日）間 

手       形   

         納品受領  債務確定  手形交付日   下請事業者の手形割引可能期間（現金化可能期間）  手形満期 

 

債権譲渡担保方式  

                 納品       債務確定       譲渡             下請事業者の借入れ期間（現金化可能期間）       下請代金債権の 

             受領        通知       承諾                                                      決済日 

                                                                                                    

ファクタリング方式 

                     納品      債務確定       譲渡           下請事業者の債権譲渡代金受取可能期間             下請代金債権の 

                   受領       通知       承諾              （現金化可能期間）                   決済日 

                                                                                       

併存的債務引受方式 

                    納品       債務確定     債務引受          下請事業者の債務引受代金受取可能期間            下請代金債務の 

                   受領        通知        承諾                 （現金化可能期間）                     決済日 

 

 

 (1) 一括決済方式は，手形と実質的に同様の機能を果たすものであり，現金に準ずる支払手段として，下請代

金の支払手段として認められるものである。一括決済方式により下請代金を支払う場合の本法第 3 条の書面

及び本法第 5条の書類の記載事項は，次のとおりである。 

   (本法第 3条の書面) 

  ① 金融機関の名称 

  ② 金融機関から貸付け又は支払を受けることができることとする額 

  ③ 下請代金債権又は下請代金債務の額に相当する金銭を当該金融機関に支払う期日 
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   一括決済方式の場合の本法第 3 条の書面への記載事項を現金払の場合又は手形払の場合の記載事項と対比

すると次のとおりである。 

現金払の場合 手形払の場合 一括決済方式の場合 

下請代金の支払期日 （下請代金の支払期日） （下請代金の支払期日） 

下請代金の額 手形の金額 下請事業者が金融機関から貸付け又は支払を受ける

ことができることとする額 

 手形の満期 下請代金債権又は下請代金債務の額に相当する金銭

を金融機関に支払う期日 

  下請事業者が貸付け又は支払を受けることができる

こととする金融機関の名称 

   （本法第 5条の書類） 

  ① 金融機関から貸付け又は支払を受けることができることとした額 

  ② 金融機関から貸付け又は支払を受けることができることとした期間の始期 

  ③ 下請代金債権又は下請代金債務の額に相当する金銭を当該金融機関に支払った日 

   一括決済方式の場合の本法第 5 条の書類への記載事項を現金払の場合又は手形払の場合の記載事項と対比

すると次のとおりである。 

現金払の場合 手形払の場合 一括決済方式の場合 

下請代金を支払った日 手形を交付した日 下請事業者が金融機関から貸付け又は支払を受ける

ことができることとした期間の始期 

支払った下請代金の額 手形の金額 下請事業者が金融機関から貸付け又は支払を受ける

ことができることとした額 

 手形の満期 下請代金債権又は下請代金債務の額に相当する金銭

を金融機関に支払った日 

 (2) 公正取引委員会では，一括決済方式が下請代金の支払手段として用いられる場合の本法及び独占禁止法の

運用の方式を明らかにしている（112 ページ，資料 9参照）。 

 また，一括決済方式はその導入のされ方，運用のされ方いかんによっては，下請事業者の取引先金融機関

の選択の幅が狭められたり，下請代金の支払条件が下請事業者にとって不利に変更されたりする等下請事業

者が不利益を受けるおそれがあるので，一括決済方式を導入する親事業者が遵守すべき事項を示し，これを

基に親事業者を指導している（113 ページ，資料 10参照）。 

 

  ● 一括決済方式についてのＱ＆Ａ 

 

 Ｑ84： 信託方式（親事業者に対する下請事業者の債権を信託銀行に信託譲渡することにより下請事業者が

信託受益権を取得し，下請事業者の要望に応じて信託銀行が当該信託受益権を投資家に販売すること

により，下請事業者が信託銀行から金銭の支払いを受ける方式）による一括決済の方式は，本法又は

独占禁止法上認められるか。 

 

  Ａ： 問のような信託を用いた一括決済方式は，「下請代金支払遅延等防止法第３条の書面の記載事項等に関

する規則」にいう「ファクタリング方式」に該当すると考えられるので，制度自体が本法又は独占禁止法

上禁止されるものではないが，実施に当たっては昭和 60 年 12 月 25 事務局長通達第 13 号（112 ページ，
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資料 9参照）及び同日付取引部長通知（113 ページ，資料 10参照）に則った形で実施される必要がある。 

 

第５図 信託を用いた一括決済方式の概要 

 
①納品 
②下請代金債権発生 

                                     ③債務確定通知 
 
 

④下請代金債権の信託 
    ⑤信託受益権の取得 

            ⑥信託受益権の譲渡 
         ⑦譲渡代金支払 

        ⑧期日代金支払 
 

                    
                         
                       ⑨売掛金元本の支払 
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資料１ 
下請代金支払遅延等防止法 

 

（ 制 定 ） 昭 和 3 1 .  6 .  1 法 律 第 1 2 0 号 

（ 改 正 ） 昭 和 3 7 .  5 . 1 5 法 律 第 1 3 5 号 

（ 改 正 ） 昭 和 3 8 .  7 . 2 0 法 律 第 1 5 7 号 

（ 改 正 ） 昭 和 4 0 .  6 . 1 0 法 律 第 1 2 5 号 

（ 改 正 ） 昭 和 4 8 . 1 0 . 1 5 法 律 第 1 1 5 号 

（ 改 正 ） 平 成 1 1 . 1 2 .  3 法 律 第 1 4 6 号 

（ 改 正 ） 平 成 1 2 . 1 1 . 2 7 法 律 第 1 2 6 号 

（ 改 正 ） 平 成 1 5 .  6 . 1 8 法 律 第  8 7 号 

 

 （目的） 

第 1 条  この法律は，下請代金の支払遅延等を防止することによつて，親事業者の下請事業者に対する取引を公正

ならしめるとともに，下請事業者の利益を保護し，もつて国民経済の健全な発達に寄与することを目的とする。 

 

 （定義） 

第 2 条 この法律で「製造委託」とは，事業者が業として行う販売若しくは業として請け負う製造（加工を含む。

以下同じ。）の目的物たる物品若しくはその半製品，部品，附属品若しくは原材料若しくはこれらの製造に用

いる金型又は業として行う物品の修理に必要な部品若しくは原材料の製造を他の事業者に委託すること及び事

業者がその使用し又は消費する物品の製造を業として行う場合にその物品若しくはその半製品，部品，附属品

若しくは原材料又はこれらの製造に用いる金型の製造を他の事業者に委託することをいう。 

２ この法律で「修理委託」とは，事業者が業として請け負う物品の修理の行為の全部又は一部を他の事業者に委

託すること及び事業者がその使用する物品の修理を業として行う場合にその修理の行為の一部を他の事業者に

委託することをいう。 

３ この法律で「情報成果物作成委託」とは，事業者が業として行う提供若しくは業として請け負う作成の目的た

る情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用する情報成果物

の作成を業として行う場合にその情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託することをいう。 

４ この法律で「役務提供委託」とは，事業者が業として行う提供の目的たる役務の提供の行為の全部又は一部を

他の事業者に委託すること（建設業（建設業法（昭和 24年法律第 100 号）第 2条第 2項に規定する建設業をい

う。以下この項において同じ。）を営む者が業として請け負う建設工事（同条第 1 項に規定する建設工事をい

う。）の全部又は一部を他の建設業を営む者に請け負わせることを除く。）をいう。 

５ この法律で「製造委託等」とは，製造委託，修理委託，情報成果物作成委託及び役務提供委託をいう。 

６ この法律で「情報成果物」とは，次に掲げるものをいう。 

 一 プログラム（電子計算機に対する指令であつて，一の結果を得ることができるように組み合わされたものを

いう。） 

 二 映画，放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成されるもの 

 三 文字，図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合により構成されるもの 

 四 前 3号に掲げるもののほか，これらに類するもので政令で定めるもの 

７ この法律で「親事業者」とは，次の各号のいずれかに該当する者をいう。 

 一 資本の額又は出資の総額が 3億円を超える法人たる事業者（政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和

24 年法律第 256 号）第 14 条に規定する者を除く。）であつて，個人又は資本の額若しくは出資の総額が 3
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億円以下の法人たる事業者に対し製造委託等（情報成果物作成委託及び役務提供委託にあつては，それぞれ

政令で定める情報成果物及び役務に係るものに限る。次号並びに次項第 1 号及び第 2 号において同じ。）を

するもの 

 二 資本の額又は出資の総額が千万円を超え 3億円以下の法人たる事業者（政府契約の支払遅延防止等に関する

法律第 14条に規定する者を除く。）であつて，個人又は資本の額若しくは出資の総額が千万円以下の法人た

る事業者に対し製造委託等をするもの 

 三 資本の額又は出資の総額が 5 千万円を超える法人たる事業者（政府契約の支払遅延防止等に関する法律第

14条に規定する者を除く。）であつて，個人又は資本の額若しくは出資の総額が 5千万円以下の法人たる事

業者に対し情報成果物作成委託又は役務提供委託（それぞれ第 1 号の政令で定める情報成果物又は役務に係

るものを除く。次号並びに次項第 3号及び第 4号において同じ。）をするもの 

 四 資本の額又は出資の総額が千万円を超え 5千万円以下の法人たる事業者（政府契約の支払遅延防止等に関す

る法律第 14条に規定する者を除く。）であつて，個人又は資本の額若しくは出資の総額が千万円以下の法人

たる事業者に対し情報成果物作成委託又は役務提供委託をするもの 

８ この法律で「下請事業者」とは，次の各号のいずれかに該当する者をいう。 

 一 個人又は資本の額若しくは出資の総額が 3億円以下の法人たる事業者であつて，前項第 1号に規定する親事

業者から製造委託等を受けるもの 

 二 個人又は資本の額若しくは出資の総額が千万円以下の法人たる事業者であつて，前項第 2号に規定する親事

業者から製造委託等を受けるもの 

 三 個人又は資本の額若しくは出資の総額が 5千万円以下の法人たる事業者であつて，前項第 3号に規定する親

事業者から情報成果物作成委託又は役務提供委託を受けるもの 

 四 個人又は資本の額若しくは出資の総額が千万円以下の法人たる事業者であつて，前項第 4号に規定する親事

業者から情報成果物作成委託又は役務提供委託を受けるもの 

９ 資本の額又は出資の総額が千万円を超える法人たる事業者から役員の任免，業務の執行又は存立について支配

を受け，かつ，その事業者から製造委託等を受ける法人たる事業者が，その製造委託等に係る製造，修理，作

成又は提供の行為の全部又は相当部分について再委託をする場合（第 7 項第 1 号又は第 2 号に該当する者がそ

れぞれ前項第 1 号又は第 2 号に該当する者に対し製造委託等をする場合及び第 7 項第 3 号又は第 4 号に該当す

る者がそれぞれ前項第 3 号又は第 4 号に該当する者に対し情報成果物作成委託又は役務提供委託をする場合を

除く。）において，再委託を受ける事業者が，役員の任免，業務の執行又は存立について支配をし，かつ，製

造委託等をする当該事業者から直接製造委託等を受けるものとすれば前項各号のいずれかに該当することとな

る事業者であるときは，この法律の適用については，再委託をする事業者は親事業者と，再委託を受ける事業

者は下請事業者とみなす。 

10  この法律で「下請代金」とは，親事業者が製造委託等をした場合に下請事業者の給付（役務提供委託をした場

合にあつては，役務の提供。以下同じ。）に対し支払うべき代金をいう。 

 

 （下請代金の支払期日）  

第 2 条の 2 下請代金の支払期日は，親事業者が下請事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず，

親事業者が下請事業者の給付を受領した日（役務提供委託の場合は，下請事業者がその委託を受けた役務の提

供をした日。次項において同じ。）から起算して，60 日の期間内において，かつ，できる限り短い期間内にお

いて，定められなければならない。 

２ 下請代金の支払期日が定められなかつたときは親事業者が下請事業者の給付を受領した日が，前項の規定に違

反して下請代金の支払期日が定められたときは親事業者が下請事業者の給付を受領した日から起算して60日を

経過した日の前日が下請代金の支払期日と定められたものとみなす。 
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 （書面の交付等）  

第 3 条 親事業者は，下請事業者に対し製造委託等をした場合は，直ちに，公正取引委員会規則で定めるところに

より下請事業者の給付の内容，下請代金の額，支払期日及び支払方法その他の事項を記載した書面を下請事業

者に交付しなければならない。ただし，これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由が

あるものについては，その記載を要しないものとし，この場合には，親事業者は，当該事項の内容が定められ

た後直ちに，当該事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。 

２ 親事業者は，前項の規定による書面の交付に代えて，政令で定めるところにより，当該下請事業者の承諾を得

て，当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法で

あつて公正取引委員会規則で定めるものにより提供することができる。この場合において，当該親事業者は，

当該書面を交付したものとみなす。 

 

 （親事業者の遵守事項）  

第 4 条 親事業者は，下請事業者に対し製造委託等をした場合は，次の各号（役務提供委託をした場合にあつては，

第 1号及び第 4号を除く。）に掲げる行為をしてはならない。 

一 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに，下請事業者の給付の受領を拒むこと。 

二 下請代金をその支払期日の経過後なお支払わないこと。 

三 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに，下請代金の額を減ずること。 

四 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに，下請事業者の給付を受領した後，下請事業者にその給付に

係る物を引き取らせること。 

五 下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代

金の額を不当に定めること。 

六 下請事業者の給付の内容を均質にし又はその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合

を除き，自己の指定する物を強制して購入させ，又は役務を強制して利用させること。 

七 親事業者が第 1 号若しくは第 2 号に掲げる行為をしている場合若しくは第 3 号から前号までに掲げる行為

をした場合又は親事業者について次項各号の一に該当する事実があると認められる場合に下請事業者が公正

取引委員会又は中小企業庁長官に対しその事実を知らせたことを理由として，取引の数量を減じ，取引を停

止し，その他不利益な取扱いをすること。 

２ 親事業者は，下請事業者に対し製造委託等をした場合は，次の各号（役務提供委託をした場合にあつては，第

1号を除く。）に掲げる行為をすることによつて，下請事業者の利益を不当に害してはならない。 

 一 自己に対する給付に必要な半製品，部品，附属品又は原材料（以下「原材料等」という。）を自己から購入

させた場合に，下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに，当該原材料等を用いる給付に対する下請代金

の支払期日より早い時期に，支払うべき下請代金の額から当該原材料等の対価の全部若しくは一部を控除し，

又は当該原材料等の対価の全部若しくは一部を支払わせること。 

 二 下請代金の支払につき，当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関（預金又は貯金の受入れ及び資金の

融通を業とする者をいう。）による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること。 

 三 自己のために金銭，役務その他の経済上の利益を提供させること。 

 四 下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに，下請事業者の給付の内容を変更させ，又は下請事業者の給付

を受領した後に（役務提供委託の場合は，下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした後に）給付をや

り直させること。 
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 （遅延利息） 

第 4 条の 2 親事業者は，下請代金の支払期日までに下請代金を支払わなかつたときは，下請事業者に対し，下請

事業者の給付を受領した日（役務提供委託の場合は，下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日）か

ら起算して 60日を経過した日から支払をする日までの期間について，その日数に応じ，当該未払金額に公正取

引委員会規則で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。 

 

 （書類等の作成及び保存）  

第 5 条 親事業者は，下請事業者に対し製造委託等をした場合は，公正取引委員会規則で定めるところにより，下

請事業者の給付，給付の受領（役務提供委託をした場合にあつては，下請事業者がした役務を提供する行為の

実施），下請代金の支払その他の事項について記載し又は記録した書類又は電磁的記録（電子的方式，磁気的

方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて，電子計算機による情報

処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）を作成し，これを保存しなければならない。 

 

（中小企業庁長官の請求） 

第 6 条  中小企業庁長官は，親事業者が第 4条第 1項第 1号，第 2号若しくは第 7号に掲げる行為をしているかど

うか若しくは同項第 3 号から第 6 号までに掲げる行為をしたかどうか又は親事業者について同条第 2 項各号の

一に該当する事実があるかどうかを調査し，その事実があると認めるときは，公正取引委員会に対し，この法

律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。 

 

 （勧告）  

第 7 条 公正取引委員会は，親事業者が第 4条第 1項第 1号，第 2号又は第 7号に掲げる行為をしていると認める

ときは，その親事業者に対し，速やかにその下請事業者の給付を受領し，その下請代金若しくはその下請代金

及び第 4 条の 1 の規定による遅延利息を支払い，又はその不利益な取扱いをやめるべきことその他必要な措置

をとるべきことを勧告するものとする。 

２ 公正取引委員会は，親事業者が第 4条第 1項第 3号から第 6号までに掲げる行為をしたと認めるときは，その

下請事業者に対し，速やかにその減じた額を支払い，その下請事業者の給付に係る物を再び引き取り，その下

請代金の額を引き上げ，又はその購入させた物を引き取るべきことその他必要な措置をとるべきことを勧告す

るものとする。 

３ 公正取引委員会は，親事業者について第 4条第 2項各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは，そ

の親事業者に対し，速やかにその下請事業者の利益を保護するため必要な措置をとるべきことを勧告するもの

とする。 

 

（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係） 

第 8 条  私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22年法律第 54 号）第 48 条，第 49 条，第 53 条

の3及び第54条の規定は，公正取引委員会が前条第1項から第3項までの規定による勧告をした場合において，

親事業者がその勧告に従つたときに限り，親事業者のその勧告に係る行為については，適用しない。 

 

 （報告及び検査）  

第 9 条 公正取引委員会は，親事業者の下請事業者に対する製造委託等に関する取引（以下単に「取引」という。）

を公正ならしめるため必要があると認めるときは，親事業者若しくは下請事業者に対しその取引に関する報告

をさせ，又はその職員に親事業者若しくは下請事業者の事務所若しくは事業所に立ち入り，帳簿書類その他の

物件を検査させることができる。 



-64- 

２  中小企業庁長官は，下請事業者の利益を保護するため特に必要があると認めるときは，親事業者若しくは下請

事業者に対しその取引に関する報告をさせ，又はその職員に親事業者若しくは下請事業者の事務所若しくは事

業所に立ち入り，帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

３  親事業者又は下請事業者の営む事業を所管する主務大臣は，中小企業庁長官の第六条の規定による調査に協力

するため特に必要があると認めるときは，所管事業を営む親事業者若しくは下請事業者に対しその取引に関す

る報告をさせ，又はその職員にこれらの者の事務所若しくは事業所に立ち入り，帳簿書類その他の物件を検査

させることができる。 

４  前 3項の規定により職員が立ち入るときは，その身分を示す証明書を携帯し，関係人に提示しなければならな

い。 

５  第 1項から第 3項までの規定による立入検査の権限は，犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならな

い。 

 

 （罰則）  

第 10 条 次の各号のいずれかに該当する場合には，その違反行為をした親事業者の代表者，代理人，使用人その

他の従業者は，50万円以下の罰金に処する。 

 一  第 3条第 1項の規定による書面を交付しなかつたとき。 

 二  第 5条の規定による書類若しくは電磁的記録を作成せず，若しくは保存せず，又は虚偽の書類若しくは電磁

的記録を作成したとき。 

 

第 11 条 第 9 条第 1 項から第 3 項までの規定による報告をせず，若しくは虚偽の報告をし，又は検査を拒み，妨

げ，若しくは忌避した者は，50万円以下の罰金に処する。 

 

第 12 条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人，使用人その他従業者が，その法人又は人の業務に関し，前

2条の違反行為をしたときには，行為者を罰するほか，その法人又は人に対して各本条の刑を科する。 

 

   附 則 抄 

１ この法律は，公布の日から起算して 30日を経過した日から施行する。 

   附 則（昭和 37年法律第 135 号） 

 この法律は，公布の日から起算して 30日を経過した日から施行する。 

   附 則（昭和 38年法律第 157 号） 

 この法律は，公布の日から起算して 30日を経過した日から施行する。 

   附 則（昭和 40年法律第 125 号） 

１ この法律は，公布の日から起算して 30日を経過した日から施行する。 

２  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。 

   附 則（昭和 48年法律第 115 号）抄 

 （施行期日） 

１ この法律は，〔中略〕，公布の日から起算して 30日を経過した日から施行する。 

 （経過措置） 

５ 第 9条の規定の施行前にした行為に対する下請代金支払遅延等防止法の罰則の適用については，なお従前の例

による。 

   附 則（平成 11年法律第 146 号）抄 
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 （施行期日） 

第 1条  この法律は，〔中略〕，公布の日から起算して 3月を経過した日から施行する。 

 （下請代金支払遅延等防止法の一部改正に伴う経過措置） 

第 6条  第 8条の規定の施行前に同条の規定による改正前の下請代金支払遅延等防止法（以下この条において「旧

法」という。）第 3 条の製造委託又は修理委託をした場合における第 8 条の規定による改正後の下請代金支払

遅延等防止法（次項において「新法」という。）第 3 条の規定による書面の交付については，なお従前の例に

よる。 

２  第8条の規定の施行前に旧法第5条の製造委託又は修理委託をした場合における新法第5条の規定による書類

の作成又は保存については，なお従前の例による。 

３  第 8条の規定の施行前に旧法第 3条，第 4条又は第 5条の規定に違反した行為に係る中小企業庁長官による措

置の求め，公正取引委員会による勧告及び公表並びに公正取引委員会，中小企業庁長官又は主務大臣による報

告の命令及び検査については，なお従前の例による。 

 （罰則に関する経過措置） 

第 14 条  この法律（附則第１条ただし書に規定する規定については，当該規定。以下この条において同じ。）の

施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後

にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。 

   附 則（平成 12年法律第 126 号）抄 

 （施行期日） 

第 1 条  この法律は，公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日(平成 13 年 4 月 1 日)

から施行する。 

 （罰則に関する経過措置） 

第 2条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。 

   附 則（平成 15年法律第 87号）抄 

 （施行期日） 

第 1条 この法律は，公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし，

第十条及び第十一条の改正規定は，公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 

 （経過措置） 

第 2条 この法律による改正後の下請代金支払遅延等防止法（以下「新法」という。）の規定は，この法律の施行

前にした新法第 2条第 1項の製造委託（金型の製造に係るものに限る。），同条第 3項の情報成果物作成委託及

び同条第 4項の役務提供委託に該当するものについては，適用しない。 

第 3条 新法第 3条第 1項の規定は，この法律の施行後にした製造委託等について適用し，この法律の施行前にし

た製造委託又は修理委託については，なお従前の例による。 

第 4条 新法第 4条第 1項第 6号（役務を強制して利用させることに係る部分に限る。）並びに第 2項第 3号及び

第 4号の規定は，この法律の施行前にした製造委託又は修理委託については，適用しない。 

 （罰則に関する経過措置） 

第5条 この法律の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における

この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。 
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資料２ 
下請代金支払遅延等防止法施行令 

 

（制定）平成 13. 1. 4 政令第  5 号 

（改正）平成 15.10. 3 政令第 452 号 

 

（法第 2 条第 7 項第 1 号の政令で定める情報成果物及び役務） 

第 1 条 下請代金支払遅延等防止法（以下「法」という。）第 2条第 7項第 1号の政令で定める情報成果物は，プ

ログラムとする。 

２ 法第 2条第 7項第 1号の政令で定める役務は，次に掲げるものとする。 

 一 運送 

 二 物品の倉庫における保管 

 三 情報処理 

 

 （情報通信の技術を利用する方法） 

第 2 条 親事業者は，法第 3条第 2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは，公正取引委員

会規則で定めるところにより，あらかじめ，当該下請事業者に対し，その用いる同項前段に規定する方法（以

下「電磁的方法」という。）の種類及び内容を示し，書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 

２ 前項の規定による承諾を得た親事業者は，当該下請事業者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提

供を受けない旨の申出があったときは，当該下請事業者に対し，法第 3 条第 2 項に規定する事項の提供を電磁

的方法によってしてはならない。ただし，当該下請事業者が再び前項の規定による承諾をした場合は，この限

りでない。 

 

   附 則  

１ この政令は，書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律（平成 12 年

法律第 126 号）の施行の日（平成 13年 4月 1日）から施行する。 

   附 則  

１ この政令は，下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律の施行の日（平成 16 年 4 月 1 日）から施行す

る。 
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資料３ 
下請代金支払遅延等防止法第 3 条の 
書面の記載事項等に関する規則 

 
（全部改正）平成 15.12.11 公正取引委員会規則第 7 号 

 

 下請代金支払遅延等防止法（昭和 31年法律第 120 号）第三条の規定に基づき，下請代金支払遅延等防止法第 3

条の書面の記載事項等に関する規則（昭和 60年公正取引委員会規則第 3号）の全部を改正する規則を次のように

定める。 

 平成 15年 12 月 11 日 

公正取引委員会委員長 竹島 一彦 

 

下請代金支払遅延等防止法第 3条の書面の記載事項等に関する規則 

 

第 1 条 下請代金支払遅延等防止法 （以下「法」という。）第 3条の書面には，次に掲げる事項を明確に記載し

なければならない。 

 一 親事業者及び下請事業者の商号，名称又は事業者別に付された番号，記号その他の符号であって親事業者

及び下請事業者を識別できるもの 

 二 製造委託，修理委託，情報成果物作成委託又は役務提供委託（以下「製造委託等」という。）をした日，

下請事業者の給付（役務提供委託の場合は，提供される役務。以下同じ。）の内容並びにその給付を受領す

る期日（役務提供委託の場合は，下請事業者が委託を受けた役務を提供する期日（期間を定めて提供を委託

するものにあっては，当該期間））及び場所   

 三 下請事業者の給付の内容について検査をする場合は，その検査を完了する期日 

 四 下請代金の額及び支払期日 

 五 下請代金の全部又は一部の支払につき手形を交付する場合は，その手形の金額及び満期 

 六 下請代金の全部又は一部の支払につき，親事業者，下請事業者及び金融機関の間の約定に基づき，下請事

業者が債権譲渡担保方式（下請事業者が，下請代金の額に相当する下請代金債権を担保として，金融機関か

ら当該下請代金の額に相当する金銭の貸付けを受ける方式）又はファクタリング方式（下請事業者が，下請

代金の額に相当する下請代金債権を金融機関に譲渡することにより，当該金融機関から当該下請代金の額に

相当する金銭の支払を受ける方式）若しくは併存的債務引受方式（下請事業者が，下請代金の額に相当する

下請代金債務を親事業者と共に負った金融機関から，当該下請代金の額に相当する金銭の支払を受ける方

式）により金融機関から当該下請代金の額に相当する金銭の貸付け又は支払を受けることができることとす

る場合は，次に掲げる事項 

  イ 当該金融機関の名称 

  ロ 当該金融機関から貸付け又は支払を受けることができることとする額 

  ハ 当該下請代金債権又は当該下請代金債務の額に相当する金銭を当該金融機関に支払う期日 

 七 製造委託等に関し原材料等を親事業者から購入させる場合は，その品名，数量，対価及び引渡しの期日並

びに決済の期日及び方法 

２ 前項第 4 号の下請代金の額について，具体的な金額を記載することが困難なやむを得ない事情がある場合に

は，下請代金の具体的な金額を定めることとなる算定方法を記載することをもって足りる。 

３ 法第 3条第 1項ただし書の規定に基づき，製造委託等をしたときに書面に記載しない事項（以下「特定事項」

という。）がある場合には，特定事項以外の事項のほか，特定事項の内容が定められない理由及び特定事項の
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内容を定めることとなる予定期日を，製造委託等をしたときに交付する書面（以下「当初書面」という。）に

記載しなければならない。 

 

第 2 条 法第 3条第 2項の公正取引委員会規則で定める方法は，次に掲げる方法とする。 

 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 

イ 親事業者の使用に係る電子計算機と下請事業者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通

じて送信し，受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

ロ 親事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信

回線を通じて下請事業者の閲覧に供し，当該下請事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに

当該事項を記録する方法（法第 3 条第 2 項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない

旨の申出をする場合にあっては，親事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録

する方法） 

二 磁気ディスク，シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくこ

とができる物をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法 

２ 前項に掲げる方法は，下請事業者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるも

のでなければならない。 

３ 第 1 項第 1 号の「電子情報処理組織」とは，親事業者の使用に係る電子計算機と，下請事業者の使用に係る

電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 

 

第 3 条 下請代金支払遅延等防止法施行令 （平成 13年政令第 5号）第 2 条第 1 項の規定により示すべき方法の

種類及び内容は，次に掲げる事項とする。 

一 前条第 1項に規定する方法のうち親事業者が使用するもの 

二 ファイルへの記録の方式 

 

第 4 条 第 1条第 1 項各号に掲げる事項が一定期間における製造委託等について共通であるものとしてこれを明

確に記載した書面によりあらかじめ下請事業者に通知されたときは，当該事項については，その期間内におけ

る製造委託等に係る法第 3 条の書面への記載は，その通知したところによる旨を明らかにすることをもって足

りる。 

２ 法第 3条第 2 項の規定に基づき書面の交付に代えて電磁的方法により提供する場合には，第 1 条第 1 項各号

に掲げる事項が一定期間における製造委託等について共通であるものとして，あらかじめ，書面により通知さ

れ，又は電磁的方法により提供されたときは，当該事項については，その期間内における製造委託等に係るフ

ァイルへの記録は，当該事項との関連性を確認することができるよう記録することをもって足りる。 

 

第 5 条 法第 3条第 1 項ただし書の規定に基づき，特定事項の内容を記載した書面を交付するときは，当初書面

との関連性を確認することができるようにしなければならない。 

 

   附 則 

１ この規則は，平成 16年 4月 1日から施行する。 

２ この規則による改正後の下請代金支払遅延等防止法第 3 条の書面の記載事項等に関する規則の規定は，この

規則の施行前にした下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律（平成 15 年法律第 87 号）による改正後

の下請代金支払遅延等防止法第 2条第 1 項の製造委託（金型の製造に係るものに限る。），同条第 3 項の情報

成果物作成委託及び同条第 4項の役務提供委託に該当するものについては，適用しない。 



-69- 

３ この規則の施行前にした製造委託又は修理委託については，なお従前の例による。 
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資料４ 
下請代金支払遅延等防止法第 3 条に規定する書面に係る参考例 

 

１ 下請代金支払遅延等防止法第 3条に規定する書面（発注書面，3条書面）には，「下請代金支払遅延等防止法

第 3条の書面の記載事項等に関する規則（3条規則）」に定める事項をすべて記載する必要があるが，その様式

には特に制約はないので，それぞれの親事業者において，発注，納品，経理等の個々の下請取引の内容に即した

ものを作成することが可能である。また，親事業者と下請事業者の間で取り交わされる契約書等の内容が，3条

規則で定める事項をすべて網羅している場合には，当該契約書等を 3条書面とすることが可能であるので，別に

書面を作成する必要はない。 

 

２ 一般に，発注書面の様式としては， 

 ① 3 条規則に定めるすべての記載事項を 1つの様式に含める場合 

 ② 下請代金の額の記載を算定方法による場合 

 ③ 当初書面に記載することができない特定事項がある場合 

 ④ 共通記載事項に係る文書をあらかじめ下請事業者に交付しておく場合 

 が考えられる。このそれぞれについて，情報成果物作成委託及び役務提供委託における発注書面の参考例を作成

したので，発注書面の作成に当たり参考とされたい。 

 

３ なお，これらの書面が印紙税法上の課税文書になるか否かは，当事者間（親事業者と下請事業者との間）にお

いて請負契約等の成立を証する目的で作成する文書に該当するか否かにより判断することとなる。 

  参考例は，そのいずれも単に親事業者から下請事業者に対して，一方的に取引条件等を通知するとともに，そ

の作業を依頼するために作成される文書（いわゆる「発注書」）であって，下請契約の成立を証明する文書には

該当しないことから，課税文書には該当しない。 

(注) これらの書面に請負契約等の課税事項が追加記載される場合には，課税文書となる場合があるので留意する

こと。例えば，下請事業者が署名又は押印の上返送する若しくは「承諾した」旨の記載をした上返送する場

合には，依頼文書（発注書）に対して承諾文書（請書）を作成・交付したこととなることから，この場合の

承諾文書（請書）が印紙税法上の課税文書となり，下請事業者が印紙税の納税義務者となる。 
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（書式例１）情報成果物作成委託の発注書面の例（規則で定める事項を１つの書式に含めた場合） 

 

                     注 文 書 

                                      平成○年○月○日 

           殿 

                                       ○○○株式会社  

 品名及び規格・仕様等 

 

 

 

 

 
 

 納期         納入場所                 検査完了期日 

 

 

 数量（単位） 単価（円）  代金（円）     支払期日      支払方法    

 

 

 

○ 本注文書の金額は，消費税・地方消費税抜きの金額です。支払期日には法定税率による消費税額・

地方消費税額分を加算して支払います。 

 

 

注：1．発注する数量が１個の場合は，「数量」と「単価」欄は不要。 

 

  2．(1) 下請代金については，本体価格だけでなく，消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）

の額も明示することが望ましく，例えば次のような記載方法がある。 

        ① 本体価格と消費税等額分を区分してそれぞれの額を記載する。 

        ② 本体価格を記載するとともに同単価に消費税等額分（基本的には，消費税等の税率を乗じて算出し

た額）を加算した額を下請代金として支払う旨を記載する。 

       また，いわゆる内税方式として消費税及び地方消費税込みの下請代金を記載する場合には，その旨を

明確に記載する必要がある。 

    (2) 下請代金から，下請代金を下請事業者の金融機関口座へ振り込む際の手数料を差し引いて支払う場合

には，その旨を記載する必要がある。 

 

  3．それぞれの記載事項についての留意点や記載例は，次のとおり。 

『納 期』 注文品を受領する期日を具体的に記入する。社内作業の場合は，その作業を完了する期日を記入する。 

『納入場所』 注文品を受領する場所を具体的に記入する。 

     （例）  ア．弊社本社○○課 

          イ．弊社○○工場○○係 

情報成果物作成委託の参考例 
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          ウ．○○市○○町○○ ○○株式会社○○課（他社に納入させる場合） 

『品名及び規格・仕様等』 注文品や作業等の内容が十分に理解できるように記入する（仕様書，図面，検査基準

等を別に交付している場合は，そのことを付記する。）。 

下請事業者の知的財産権を発注の内容に含み譲渡・許諾させる場合には，譲渡・許諾

の範囲を記載する必要がある。 

（例）「当社の発注の作成過程において発生する貴社の○○権については，発注の内容に

含み，当社が譲渡を受けるものとします。」 

『検査完了期日』 検収締切制度，納品締切制度にかかわらず，検査を行う場合は必ず記入しなければならない。

検査完了の年月日を記入する代わりに，「納品後○日」としてもかまわない。 

『支払期日』 下請代金の支払年月日を具体的に記入することが望ましいが，支払制度を記入しても差し支えない

なお，「支払条件」として，「支払期日」と次の「支払方法」とを合わせて記入してもかまわない。 

     （例）  ア．毎月○日納品締切，翌月○日支払 

          イ．検収締切日毎月○日，支払日翌月○日 

          ウ．納品締切日毎月○日 

               手形支払日翌月○日 

               現金支払日翌月〇日 

『支払方法』 下請代金を金融機関への口座振込により支払う場合には，その旨記入する。支払期日が金融機関の

休業日に当たる場合に当該金融機関の翌営業日に支払うこととする場合には（ただし，順延期間が

２日以内の場合に限られる。），その旨記入する。 

下請代金の支払手段として手形を交付しようとする場合には，その額又は支払額に占める割合及

び支払手形の満期日を記入する。満期日に代えて振出日から満期日までの日数（期間）を記入して

もかまわない。 

下請代金の支払手段として一括決済方式を用いる場合には，①下請事業者がこの方式により下請

代金の額に相当する金銭の貸付け又は支払を受けることができる金融機関の名称，②当該貸付け又

は支払を受けることができる額又は支払額に占める割合，③この方式により支払う下請代金の額に

相当する金銭を親事業者が金融機関に支払う日を記載する。 

     （例）  ア．全額現金払（口座振込による。支払期日が金融機関の休業日に当たる場合，順延期間が

２日以内の場合には当該金融機関の翌営業日に支払う。） 

          イ．手形割合○％，手形期間○日 

          ウ．現金○％，手形○％（手形期間○日，総額○万円未満のときは全額現金払） 

          エ．支払総額○万円以上のときは手形払，期間○日 

          オ．支払総額○万円未満全額現金 

            支払総額○万円以上のときは， 手形○％（期間○日） 

                           残額現金 

          カ．現金○％ 

            一括決済方式○％（金融機関名，金融機関との決済期日○年○月○日） 

                  又は（金融機関名，決済は支払期日から起算して○日目） 
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（書式例２）情報成果物作成委託の発注書面の例（算定方法による場合） 

  (1)発注書面の例 

 

                     注 文 書 

                                      平成○年○月○日 

           殿 

                                       ○○○株式会社  

 品名及び規格・仕様等 

 

 

 

 

 
 

 納期         納入場所                 検査完了期日 

 

 

 支払期日       支払方法    

 

 

 

○ 本注文書の金額は，消費税・地方消費税抜きの金額です。支払期日には法定税率による消費税額・

地方消費税額分を加算して支払います。 

○ 代金については，別添の単価表に基づき算定された金額に，作成に要した交通費，○○費，○○費

の実費を加えた額を支払います。 

 

注：1．(1) 下請代金については，本体価格だけでなく，消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）

の額も明示することが望ましく，例えば次のような記載方法がある。 

     ① 本体価格と消費税等額分を区分してそれぞれの額を記載する。 

     ② 本体価格を記載するとともに同単価に消費税等額分（基本的には，消費税等の税率を乗じて算出した

額）を加算した額を下請代金として支払う旨を記載する。 

       また，いわゆる内税方式として消費税及び地方消費税込みの下請代金を記載する場合には，その旨を

明確に記載する必要がある。 

   (2) 下請代金から，下請代金を下請事業者の金融機関口座へ振り込む際の手数料を差し引いて支払う場合に

は，その旨を記載する必要がある。 

 

  2．それぞれの記載事項についての留意点や記載例は，次のとおり。 

『納 期』 注文品を受領する期日を具体的に記入する。社内作業の場合は，その作業を完了する期日を記入する。 

『納入場所』 注文品を受領する場所を具体的に記入する。 

     （例）  ア．弊社本社○○課 

          イ．弊社○○工場○○係 
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          ウ．○○市○○町○○ ○○株式会社○○課（他社に納入させる場合） 

『品名及び規格・仕様等』 注文品や作業等の内容が十分に理解できるように記入する（仕様書，図面，検査基準

等を別に交付している場合は，そのことを付記する。）。 

下請事業者の知的財産権を発注の内容に含み譲渡・許諾させる場合には，譲渡・許諾

の範囲を記載する必要がある。 

（例）「当社の発注の作成過程において発生する貴社の○○権については，発注の内容に

含み，当社が譲渡を受けるものとします。」 

『検査完了期日』 検収締切制度，納品締切制度にかかわらず，検査を行う場合は必ず記入しなければならない。

検査完了の年月日を記入する代わりに，「納品後○日」としてもかまわない。 

『支払期日』 下請代金の支払年月日を具体的に記入することが望ましいが，支払制度を記入しても差し支えない

なお，「支払条件」として，「支払期日」と次の「支払方法」とを合わせて記入してもかまわない。 

     （例）  ア．毎月○日納品締切，翌月○日支払 

          イ．検収締切日毎月○日，支払日翌月○日 

          ウ．納品締切日毎月○日 

               手形支払日翌月○日 

               現金支払日翌月〇日 

『支払方法』 下請代金を金融機関への口座振込により支払う場合には，その旨記入する。支払期日が金融機関の

休業日に当たる場合に当該金融機関の翌営業日に支払うこととする場合には（ただし，順延期間が

２日以内の場合に限られる。），その旨記入する。 

下請代金の支払手段として手形を交付しようとする場合には，その額又は支払額に占める割合及

び支払手形の満期日を記入する。満期日に代えて振出日から満期日までの日数（期間）を記入して

もかまわない。 

下請代金の支払手段として一括決済方式を用いる場合には，①下請事業者がこの方式により下請

代金の額に相当する金銭の貸付け又は支払を受けることができる金融機関の名称，②当該貸付け又

は支払を受けることができる額又は支払額に占める割合，③この方式により支払う下請代金の額に

相当する金銭を親事業者が金融機関に支払う日を記載する。 

     （例）  ア．全額現金払（口座振込による。支払期日が金融機関の休業日に当たる場合，順延期間が

２日以内の場合には当該金融機関の翌営業日に支払う。） 

          イ．手形割合○％，手形期間○日 

          ウ．現金○％，手形○％（手形期間○日，総額○万円未満のときは全額現金払） 

          エ．支払総額○万円以上のときは手形払，期間○日 

          オ．支払総額○万円未満全額現金 

            支払総額○万円以上のときは， 手形○％（期間○日） 

                           残額現金 

          カ．現金○％ 

            一括決済方式○％（金融機関名，金融機関との決済期日○年○月○日） 

                  又は（金融機関名，決済は支払期日から起算して○日目） 
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※汎用例 

別 添 

 

 

 

 

ﾊﾟﾀｰﾝ 内容等 単価 

１ 基本作業○○     円 

２ ランクＡ技術者 １H    円 

３ ランクＢ技術者 １H    円 

４ ランクＣ技術者 １H    円 
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 (2)下請代金が確定した後に親事業者が下請事業者に通知する書面 
 
 

支払代金通知書（案） 
 
 
 
 ○月分の    代金は下記のとおりとなりましたので，通知します。 
 
 

委託内容 単 価 回 数 代 金 

    

    

    

    

 
                     

 合 計 
 

消費税等 
 

支払額 
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（書式例３）情報成果物作成委託の発注書面の例（当初書面に記載することができない特定事項がある場合） 

 (1) 当初書面の記載例 

 

                     注 文 書 

                                      平成○年○月○日 

           殿 

                                       ○○○株式会社 

 品名及び規格・仕様等 

  品名「○○」 

  詳細仕様は未定（後日交付する「○○仕様書」による。） 

  

 納期            納入場所          検査完了期日 

  未定            弊社本社○○課       納品後○日 

 

 代金（円）         支払期日          支払方法    

  未定            毎月○日納品締切      全額現金払 

                翌月○日支払                 

 ・ 未定の事項の内容が定められない理由     ユーザーの仕様が未確定 

 ・ 未定の事項の内容を定めることとなる予定期日 平成○年○月○日 

 

 

注： 当初書面に記載することができない特定事項がある場合には，当初書面には，特定事項の内容が定められな

い理由と特定事項の内容を定めることとなる具体的な予定期日を記載する必要がある。 
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 (2) 補充書面の記載例 

 

                     注 文 書 

                                      平成○年○月○日 

           殿 

                                       ○○○株式会社 

 品名及び規格・仕様等 

  「○○仕様書」のとおり 

  

 納期            納入場所          検査完了期日 

  平成○年○月○日    

 

 代金（円）         支払期日          支払方法    

  ○○○○ 円             

 

・ 本注文書の金額は，消費税・地方消費税抜きの金額です。支払期日には法定税率による消費税額・

地方消費税額分を加算して支払います。 

・ 本注文書は，平成○年○月○日付け注文書の記載事項を補充するものです。 

 

 

注： 補充書面には，当初書面との関連性を確認することができるようにする必要がある（関連付けについては，

当初書面の交付日付でなくても，当初書面と補充書面の注文番号を同じとするなど，当初書面の内容を補充す

る書面であることが分かる記載があればよく，書式・内容は問わない。）。 
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（書式例４）情報成果物作成委託の発注書面の例（共通記載事項がある場合） 

 (1) 発注書面の例 

 

                     注 文 書 

                                      平成○年○月○日 

           殿 

                                       ○○○株式会社  

 品名及び規格・仕様等 

 

 

 

 

 
 

 納期                    納入場所    

 

 

 数量（単位）        単価（円）           代金（円）   

 

 

 

・ 本注文書の金額は，消費税・地方消費税抜きの金額です。支払期日には法定税率による消費税額・

地方消費税額分を加算して支払います。 

 ・ 支払期日・方法等は平成○年○月○日付け「支払方法等について」によります。 

 

 

注： 「支払方法等について」の書面（契約書，規定等これと同性格のものを含む。以下同じ。）を別途交付する

ときは，個々の注文書に「その他の取引条件についてはその文書による」旨を明記する必要がある。 

     （例）  ア．支払条件等は○年○月○日付け「支払方法等について」による。 

          イ．支払条件等は○年○月○日交付の当社支払規定による。 

          ウ．支払条件等は現行「支払方法等について」のとおりとする。 

 

     （悪い例）ア．支払条件等は別途通知のとおり。（通常，別途通知形式の文書がいくつもあり，不明確 

           である。） 

          イ．その他当社規定による。（何の規定か不明確である。） 
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  (2) 共通記載事項に係る文書の記載例 

 

                                      平成○年○月○日 

 

           殿 

                                       ○○○株式会社 

 

支払方法等について 

 

  当社が今後発注する場合の支払方法等については下記のとおりとしたいので，御承諾ください。なお， 

 御承諾の場合は，御連絡ください。 

 

                       記 

 

 1．支払制度     納品毎月○日締切 翌月○日払 

 

 2．支払方法     支払総額○円未満現金 

                     現金○％ 

             〃  ○円以上 手形○％ 手形期間○日 

                     一括決済方式○％ 

                     （金融機関名 決済は支払期日から起算して○日目） 

 

 3．検査完了期日   納品後○日 

 

 4．実施期間     平成○年○月○日から，本通知の内容に変更があり新たに通知するまでの間（新た

な通知の実施期間の開始日の前日まで） 

 

                                          以 上 

 

 

注：１.「支払方法等について」の内容に変更があった場合，当該変更部分のみ通知するのではなく，全体を通知

し直す必要がある。 

  ２．なお，親事業者から「支払方法等について」の承諾の通知を求められた場合，下請事業者がその通知を文

書で行うこととすると，その承諾書が印紙税課税文書となる。 
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（書式例 1）役務提供委託の発注書面の例（規則で定める事項を 1つの書式に含めた場合） 

 

作 業 依 頼 書 

 

           殿 

 

                                  ○○○株式会社  

 注文年月日      委託内容                 委託期間（日） 

                                   

     

     

場所 

    

代金（円） 支払期日 支払方法 

 

 ○本注文書の単価は，消費税・地方消費税抜きの単価です。支払期日には法定税率による消費税額 

 ・地方消費税額分を加算して決済します。 

 

 

注：1．(1) 下請代金については，本体価格だけでなく，消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）

の額も明示することが望ましく，例えば次のような記載方法がある。 

     ① 本体価格と消費税等額分を区分してそれぞれの額を記載する。 

     ② 本体価格を記載するとともに同単価に消費税等額分（基本的には，消費税等の税率を乗じて算出した

額）を加算した額を下請代金として支払う旨を記載する。 

       また，いわゆる内税方式として消費税及び地方消費税込みの下請代金を記載する場合には，その旨を

明確に記載する必要がある。 

   (2) 下請代金から，下請代金を下請事業者の金融機関口座へ振り込む際の手数料を差し引いて支払う場合に

は，その旨を記載する必要がある。 

 

  2．それぞれの記載事項についての留意点や記載例は，次のとおり。 

『委託期間（日）』 役務を提供する期間（日）を具体的に記入する。 

     （例）   ○月○○日～○○月○○日 

『場所』 役務を提供する場所を具体的に記入する。 

     （例）  ア．ビルメンテナンスの委託の場合・・・㈱○○本社ビル 

          イ．イベントの委託の場合・・・日比谷公会堂 

          ウ．情報処理サービスの委託の場合・・・弊社本社○○課 

     なお，委託内容に委託場所が記されている場合には，委託場所の記載は不要である。 

     （例）  運送の委託の場合・・・ 

委託内容：貨物積込先 ○○㈱（○○区○○町所在）→取卸先：△△㈱（△△市△△町所在） 

     また，委託内容から場所の特定が不可能な委託内容の場合には，場所の記載は要しない。 

役務提供委託の参考例 
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     （例）  委託内容：○○商品のサポートサービス業務（場所が記載できない。） 

 

『委託内容』 委託内容が十分に理解できるように記入する（仕様書等の別に詳細に内容を記した書面を交付して

いる場合は，そのことを付記する。）。 

『支払期日』 下請代金の支払年月日を具体的に記入することが望ましいが，支払制度を記入しても差し支えない

なお，「支払条件」として，「支払期日」と次の「支払方法」とを合わせて記入してもかまわない。 

     （例）  ア．毎月○日締切，翌月○日支払 

          イ．締切日毎月○日 

               手形支払日翌月○日 

               現金支払日翌月〇日 

 

『支払方法』 下請代金を金融機関への口座振込により支払う場合には，その旨記入する。支払期日が金融機関の

休業日に当たる場合に当該金融機関の翌営業日に支払うこととする場合には（ただし，順延期間が

２日以内の場合に限られる。），その旨記入する。 

下請代金の支払手段として手形を交付しようとする場合には，その額又は支払額に占める割合及

び支払手形の満期日を記入する。満期日に代えて振出日から満期日までの日数（期間）を記入して

もかまわない。 

下請代金の支払手段として一括決済方式を用いる場合には，①下請事業者がこの方式により下請

代金の額に相当する金銭の貸付け又は支払を受けることができる金融機関の名称，②当該貸付け又

は支払を受けることができる額又は支払額に占める割合，③この方式により支払う下請代金の額に

相当する金銭を親事業者が金融機関に支払う日を記載する。 

     （例）  ア．全額現金払（口座振込による。支払期日が金融機関の休業日に当たる場合，順延期間が

２日以内の場合には当該金融機関の翌営業日に支払う。） 

          イ．手形割合○％，手形期間○日 

          ウ．現金○％，手形○％（手形期間○日，総額○万円未満のときは全額現金払） 

          エ．支払総額○万円以上のときは手形払，期間○日 

          オ．支払総額○万円未満全額現金 

            支払総額○万円以上のときは， 手形○％（期間○日） 

                           残額現金 

          カ．現金○％ 

            一括決済方式○％（金融機関名，金融機関との決済期日○年○月○日） 

                  又は（金融機関名，決済は支払期日から起算して○日目） 
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（書式例２）連続的な役務委託における発注書面の例（算定方法による場合） 

  (1)発注書面の例 

 

作 業 依 頼 書 

 

 

           殿 

 

                                  ○○○株式会社  

 

 注文年月日      委託内容・場所              委託期間    

             （別添のとおり） 

     

支払期日 支払方法 

 

○本注文書の単価は，消費税・地方消費税抜きの単価です。支払期日には法定税率による消費税額・

地方消費税額分を加算して決済します。 

○代金については，別添の単価表に基づき算定された金額に，提供に要した交通費，○○費，○○費

の実費を加えた額を支払います。 

 

注：1．(1) 下請代金については，本体価格だけでなく，消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）

の額も明示することが望ましく，例えば次のような記載方法がある。 

     ① 本体価格と消費税等額分を区分してそれぞれの額を記載する。 

     ② 本体価格を記載するとともに同単価に消費税等額分（基本的には，消費税等の税率を乗じて算出した

額）を加算した額を下請代金として支払う旨を記載する。 

       また，いわゆる内税方式として消費税及び地方消費税込みの下請代金を記載する場合には，その旨を

明確に記載する必要がある。 

   (2) 下請代金から，下請代金を下請事業者の金融機関口座へ振り込む際の手数料を差し引いて支払う場合に

は，その旨を記載する必要がある。 

   (3)下請代金の支払が月単位で設定される締切対象期間の末日までに提供した役務に対して行われる場合に

は，その旨を記載する必要がある（「支払期日」欄に「毎月○締切，翌月（翌々月）○日支払」と記載

することで可。 

 

  2．それぞれの記載事項についての留意点や記載例は，次のとおり。 

『委託期間』 役務を提供する期間を具体的に記入する。 

     （例）   ○月○○日～○○月○○日 

『場所』 役務を提供する場所を具体的に記入する。 

     （例）  ア．ビルメンテナンスの委託の場合・・・㈱○○本社ビル 
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          イ．イベントの委託の場合・・・日比谷公会堂 

          ウ．情報処理サービスの委託の場合・・・弊社本社○○課 

       なお，委託内容に記載されている内容に委託場所が記されている場合には，委託場所の記載は不要

である。 

     （例）  運送の委託の場合・・・ 

委託内容：貨物積込先 ○○㈱（○○区○○町所在）→取卸先：△△㈱（△△市△△町所在） 

       また，委託内容から場所の特定が不可能な場合には，場所の記載は要しない。 

     （例）   委託内容：○○商品のサポートサービス業務（場所が記載できない。） 

 

『委託内容』 委託内容が十分に理解できるように記入する（仕様書等の別に詳細に内容を記した書面を交付して

いる場合は，そのことを付記する。）。 

『支払期日』 下請代金の支払年月日を具体的に記入することが望ましいが，支払制度を記入しても差し支えない 

なお，「支払条件」として，「支払期日」と次の「支払方法」とを合わせて記入してもかまわない。 

     （例）  ア．毎月○日締切，翌月○日支払 

          イ．締切日毎月○日 

               手形支払日翌月○日 

               現金支払日翌月〇日 

 

『支払方法』 下請代金を金融機関への口座振込により支払う場合には，その旨記入する。支払期日が金融機関の

休業日に当たる場合に当該金融機関の翌営業日に支払うこととする場合には（ただし，順延期間が

２日以内の場合に限られる。），その旨記入する。 

下請代金の支払手段として手形を交付しようとする場合には，その額又は支払額に占める割合及

び支払手形の満期日を記入する。満期日に代えて振出日から満期日までの日数（期間）を記入して

もかまわない。 

下請代金の支払手段として一括決済方式を用いる場合には，①下請事業者がこの方式により下請

代金の額に相当する金銭の貸付け又は支払を受けることができる金融機関の名称，②当該貸付け又

は支払を受けることができる額又は支払額に占める割合，③この方式により支払う下請代金の額に

相当する金銭を親事業者が金融機関に支払う日を記載する。 

     （例）  ア．全額現金払（口座振込による。支払期日が金融機関の休業日に当たる場合，順延期間が

２日以内の場合には当該金融機関の翌営業日に支払う。） 

          イ．手形割合○％，手形期間○日 

          ウ．現金○％，手形○％（手形期間○日，総額○万円未満のときは全額現金払） 

          エ．支払総額○万円以上のときは手形払，期間○日 

          オ．支払総額○万円未満全額現金 

            支払総額○万円以上のときは， 手形○％（期間○日） 

                           残額現金 

          カ．現金○％ 

            一括決済方式○％（金融機関名，金融機関との決済期日○年○月○日） 

                  又は（金融機関名，決済は支払期日から起算して○日目） 
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※汎用例 

別 添 

 

 

 

 

ﾊﾟﾀｰﾝ 処理内容等 場所 単価 

１ ○○作業 弊社本社○○課 １H    円 

２ △△作業（ランクＡ） 弊社○○事務所 １H    円 

３ △△作業（ランクＢ）  同 上 １H    円 

４ △△作業（ランクＣ）  同 上 １H    円 
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※運送委託の例 

別 添 

 

 

 

 

ﾊﾟﾀｰﾝ 運送区間等 車種 運送料 備考 

１ 集荷配達業務（○○エリア内） ２トン １日    円 8H以上の業務は 1H

当たり○○円割増 

２ 東京～大阪間輸送業務（往復） １０トン １運行   円  

３ 東京～静岡～浜松間輸送（片道） １０トン １運行   円  
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 (2)下請代金が確定した後に親事業者が下請事業者に通知する書面 
 
 

支払代金通知書（案） 
 
 
 
 ○月分の    代金は下記のとおりとなりましたので，通知します。 
 
 

委託内容 単 価 回 数 代 金 

    

    

    

    

 
                     

 合 計 
 

消費税等 
 

支払額 
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（書式例３）連続的な役務提供委託の発注書面の例（更に共通記載事項がある場合） 

(1) 発注書面の例 

 

作 業 依 頼 書 

 

平成  年  月  日 

 

           殿 

 

                                  ○○○株式会社  

 委託内容              場所           委託期間（日） 

 

 

     

 ○本注文書の単価は，消費税・地方消費税抜きの単価です。支払期日には法定税率による消費税額 

・ 地方消費税額分を加算して決済します。 

○支払代金・期日・方法等は平成○年○月○日付け「支払方法等について」によります。 

 

 

注： 「支払方法等について」の書面（契約書，規定等これと同性格のものを含む。以下同じ。）を別途交付する

ときは，個々の注文書に「その他の取引条件についてはその文書による」旨を明記する必要がある。 

     （例）  ア．支払条件等は○年○月○日付け「支払方法等について」による。 

          イ．支払条件等は○年○月○日交付の当社支払規定による。 

          ウ．支払条件等は現行「支払方法等について」のとおりとする。 

 

     （悪い例）ア．支払条件等は別途通知のとおり。（通常，別途通知形式の文書がいくつもあり，不明確 

           である。） 

          イ．その他当社規定による。（何の規定か不明確である。） 
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  (2) 共通記載事項に係る文書の記載例 

 

                                      平成○年○月○日 

 

           殿 

                                       ○○○株式会社 

支払方法等について 

 

  当社が今後発注する場合の支払方法等については下記のとおりとしたいので，御承諾ください。なお， 

 御承諾の場合は，御連絡ください。 

 

                       記 

 

 1．支払制度     毎月○日締切 翌月○日払 

  

2．支払方法     支払総額○円未満現金 

                     現金○％ 

             〃  ○円以上 手形○％ 手形期間○日 

                     一括決済方式○％ 

                     （金融機関名 決済は支払期日から起算して○日目） 

 

3．支払代金     下記に基づき算定された金額に，提供に要した交通費，○○費，○○費の実費を

加えた額を支払います。 

 

ﾊﾟﾀｰﾝ 処理内容等 場所 単価 

１ ○○作業 弊社本社○○課 １H    円 

２ △△作業（ランクＡ） 弊社○○事務所 １H    円 

３ △△作業（ランクＢ）  同 上 １H    円 

４ △△作業（ランクＣ）  同 上 １H    円 

  

4．実施期間     平成○年○月○日から，本通知の内容に変更があり新たに通知するまでの間（新たな

通知の実施期間の開始日の前日まで） 

 

                                          以 上 

 

注：１.「支払方法等について」の内容に変更があった場合，当該変更部分のみ通知するのではなく，全体を通知

し直す必要がある。 

  2．なお，親事業者から「支払方法等について」の承諾の通知を求められた場合，下請事業者がその通知を文

書で行うこととすると，その承諾書が印紙税課税文書となる。   
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資料 5 
下請代金支払遅延等防止法第 4 条の 2 の 
規定による遅延利息の率を定める規則 

  

（制定）昭和 37．5．15 公正取引委員会規則第１号 

（改正）昭和 45．5． 8 公正取引委員会規則第１号 

 

下請代金支払遅延等防止法（昭和 31年法律第 120 号）第 4条の 2の規定に基づき，この規則を定める。 

 

 

下請代金支払遅延等防止法第 4条の 2の規定による遅延利息の率を定める規則 

下請代金支払遅延等防止法第 4 条の 2 の規定による下請代金の支払遅延に対する遅延利息の率は，年 14.6 パーセ

ントとする。 

 

   附 則 

この規則は，昭和 37年 6月 14 日から施行する。 

  附 則（昭和 45年公正取引委員会規則第 1号） 

この規則は，公布の日から施行する。 
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資料６ 
 

下請代金支払遅延等防止法第五条の書類 
又は電磁的記録の作成及び保存に関する規則 

 
（全部改正）平成 15.12.11 公正取引委員会規則第 8号 

 

 下請代金支払遅延等防止法（昭和 31年法律第 120 号）第 5条の規定に基づき，下請代金支払遅延等防止法第五

条の書類又は電磁的記録の作成及び保存に関する規則（昭和 60年公正取引委員会規則第 4号）の全部を改正す

る規則を次のように定める。 

 平成 15年 12 月 11 日 

公正取引委員会委員長 竹島 一彦 

 

   下請代金支払遅延等防止法第 5条の書類又は電磁的記録の作成及び保存に関する規則 

 

第 1 条 下請代金支払遅延等防止法（以下「法」という。）第 5 条の書類又は電磁的記録には，次に掲げる事項

を明確に記載し又は記録しなければならない。 

 一 下請事業者の商号，名称又は事業者別に付された番号，記号その他の符号であって下請事業者を識別でき

るもの 

 二 製造委託，修理委託，情報成果物作成委託又は役務提供委託（以下「製造委託等」という。）をした日，

下請事業者の給付（役務提供委託の場合は，役務の提供。以下同じ。）の内容及びその給付を受領する期日

（役務提供委託の場合は，下請事業者がその委託を受けた役務の提供をする期日（期間を定めて提供を委託

するものにあっては，当該期間），並びに受領した給付の内容及びその給付を受領した日（役務提供委託の

場合は，下請事業者からその役務が提供された日（期間を定めて提供されたものにあっては，当該期間）） 

 三 下請事業者の給付の内容について検査をした場合は，その検査を完了した日，検査の結果及び検査に合格

しなかった給付の取扱い 

 四 下請事業者の給付の内容を変更させ，又は給付の受領後に（役務提供委託の場合は，下請事業者がその委

託を受けた役務の提供をした後に）給付をやり直させた場合には，その内容及びその理由 

 五 下請代金の額及び支払期日並びにその額に変更があった場合は増減額及びその理由 

 六 支払った下請代金の額，支払った日及び支払手段 

 七 下請代金の全部又は一部の支払につき手形を交付した場合は，その手形の金額，手形を交付した日及び手

形の満期 

 八 下請代金の全部又は一部の支払につき，親事業者，下請事業者及び金融機関の間の約定に基づき，下請事

業者が債権譲渡担保方式（下請事業者が，下請代金の額に相当する下請代金債権を担保として，金融機関か

ら当該下請代金の額に相当する金銭の貸付けを受ける方式）又はファクタリング方式（下請事業者が，下請

代金の額に相当する下請代金債権を譲渡することにより，当該金融機関から当該下請代金の額に相当する金

銭の支払を受ける方式）若しくは併存的債務引受方式（下請事業者が，下請代金の額に相当する下請代金債

務を親事業者と共に負った金融機関から，当該下請代金の額に相当する金銭の支払を受ける方式）により金

融機関から当該下請代金の額に相当する金銭の貸付け又は支払を受けることができることとした場合は，次

に掲げる事項 

  イ 当該金融機関から貸付け又は支払を受けることができることとした額及び期間の始期 

  ロ 当該下請代金債権又は当該下請代金債務の額に相当する金銭を当該金融機関に支払った日 
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 九 製造委託等に関し原材料等を親事業者から購入させた場合は，その品名，数量，対価及び引き渡しの日並

びに決済をした日及び決済の方法 

 十 下請代金の一部を支払い又は下請代金から原材料等の対価の全部若しくは一部を控除した場合は，その後

の下請代金の残額 

 十一 遅延利息を支払った場合は，その遅延利息の額及び遅延利息を支払った日 

２ 法第 3 条の書面において下請代金の額として算定方法を記載した場合は，前項第 5 号の下請代金の額につい

て，当該算定方法及びこれにより定められた具体的な金額並びに当該算定方法に変更があったときは変更後の

算定方法，当該変更後の算定方法により定められた具体的な金額及びその理由を明確に記載し又は記録しなけ

ればならない。 

３ 法第 3条第 1項ただし書の規定に基づき，製造委託等をしたときに書面に記載しない事項（以下「特定事項」

という。）がある場合には，特定事項の内容が定められなかった理由，特定事項の内容を記載した書面を交付

した日及びそれに記載した特定事項の内容を明確に記載し又は記録しなければならない。 

４ 第 1 項から第 3 項までに掲げる事項は，その相互の関係を明らかにして，それぞれ別の書類又は電磁的記録

に記載又は記録をすることができる。 

 

第 2 条 前条第 1項から第 3 項までに掲げる事項の記載又は記録は，それぞれその事項に係る事実が生じ，又は

明らかになったときに，速やかに当該事項について行わなければならない。 

２ 前条第 1 項から第 3 項までに掲げる事項を書類に記載する場合には，下請事業者別に記載しなければならな

い。 

３ 前条第 1 項から第 3 項までに掲げる事項について記録した電磁的記録を作成し，保有する場合には，次に掲

げる要件に従って作成し，保存しなければならない。 

 一 前条第 1 項から第 3 項までに掲げる事項について訂正又は削除を行った場合には，これらの事実及び内容

を確認することができること。 

 二 必要に応じ電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に出力することができること。 

 三 電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能（次に掲げる要件を満たすものに限る。）を有して

いること。 

  イ 前条第 1項第 1号に掲げる事項を検索の条件として設定することができること。 

  ロ 製造委託等をした日については，その範囲を指定して条件を設定することができること。 

 

第 3 条 法第 5条の書類又は電磁的記録の保存期間は，第 1条第 1 項から第 3 項までに掲げる事項の記載又は記

録を終った日から 2年間とする。 

 

附 則 

１ この規則は，平成 16年 4月 1日から施行する。 

２ この規則による改正後の下請代金支払遅延等防止法第 5 条の書類又は電磁的記録の作成及び保存に関する規

則の規定は，この規則の施行前にした下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律（平成 15 年法律第 87

号）による改正後の下請代金支払遅延等防止法第 2 条第 1 項の製造委託（金型の製造に係るものに限る。），

同条第 3項の情報成果物作成委託及び同条第 4項の役務提供委託に該当するものについては，適用しない。 

３ この規則の施行前にした製造委託又は修理委託については，なお従前の例による。 
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資料７ 
下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準 

 

          （全部改正）平成 15.12.11 公正取引委員会事務総長通達第 18号  

 

第１ 運用に当たっての留意点 

 １ 下請代金支払遅延等防止法（以下「法」という。）の運用に当たっては，違反行為の未然防止が重要である

ことにかんがみ，特に次のような点に留意する必要がある。 

(1) 下請取引において親事業者が遵守しなければならない行為のうち，受領拒否の禁止，下請代金の減額の禁

止，返品の禁止並びに不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止は，発注時に下請事業者との間で取

り決めた取引条件及び支払条件を，下請事業者の責に帰すべき理由がある場合を除き，誠実に履行すること

を求めているものである。 

したがって，これらの違反行為の未然防止の観点からも，発注時の取引条件等を明確にする書面（法第３

条の規定に基づき下請事業者に交付しなければならない書面。以下「３条書面」という。）の交付を徹底さ

せることとする。 

(2) 買いたたきの禁止，購入・利用強制の禁止及び経済上の利益の提供要請の禁止については，これらの違反

行為が，下請代金の決定に当たって下請事業者と十分協議を尽くさないこと，あるいは下請取引に影響を及

ぼすこととなる者が下請事業者に物の購入，役務の利用や経済上の利益の提供を要請すること等によって発

生することが多いことにかんがみ，違反行為を未然に防止する観点から，親事業者に対し，下請代金の決定，

物の購入，役務の利用要請や経済上の利益の提供要請をする際に配慮すべき事項についても指導することと

する。 

(3) 違反行為の未然防止のためには，法遵守のための親事業者の社内体制の整備が不可欠であることにかん

がみ，親事業者に対し，経営責任者を中心とする遵法管理体制を確立するとともに，遵法マニュアル等を

作成し，これを購買・外注担当者をはじめ社内に周知徹底するよう指導することとする。 

 

２ 違反事件については，迅速かつ適正な処理に努め，違反行為が認められた場合には，親事業者に対して，下

請事業者が被った不利益の原状回復措置を講じるよう指導するとともに，必要があれば，親事業者に対し，経

営責任者を中心とする遵法管理体制を確立するとともに，遵法マニュアル等を作成し，これを購買・外注担当

者をはじめ社内に周知徹底するよう指導する等の再発防止措置を講じさせる等効果的な対応を図ることとす

る。 

なお，どのような行為が違反となるかの判断の参考として，第３（親事業者の書面交付の義務）及び第４（親

事業者の禁止行為）の各項に違反行為事例及び想定される違反行為事例を掲げているが，これらは代表的なも

のであって，これら以外は問題とならないということではないので留意する必要がある。 
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第２ 法の対象となる取引 

法の対象となる取引は，第２条第１項から第４項に定める「製造委託」，「修理委託」，「情報成果物作

成委託」及び「役務提供委託」の４種類の委託取引である。 

法第２条第７項に規定される一定の資本金要件に該当する法人事業者が，法第２条第８項に規定される一

定の資本金要件に該当する法人事業者及び個人事業者に対し上記の委託をする場合，下請法上の「親事業者」

として法が適用される。また，法第２条第８項に規定される一定の資本金要件に該当する法人事業者及び個

人事業者が，法第２条第７項に規定される一定の資本金要件に該当する法人事業者から上記の委託を受ける

場合，下請法上の「下請事業者」として法が適用される。 

なお，この法律で「委託」とは，事業者が，他の事業者に対し，給付に係る仕様，内容等を指定して物品

等の製造（加工を含む。）若しくは修理，情報成果物の作成又は役務の提供を依頼することをいう。 

 

 １ 製造委託 

(1)「製造委託」とは，「事業者が業として行う販売若しくは業として請け負う製造の目的物たる物品若しく

はその半製品，部品，附属品若しくは原材料若しくはこれらの製造に用いる金型又は業として行う物品の修

理に必要な部品若しくは原材料の製造を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用し又は消費する

物品の製造を業として行う場合にその物品若しくはその半製品，部品，附属品若しくは原材料又はこれらの

製造に用いる金型の製造を他の事業者に委託すること」をいう（法第２条第１項）。 

(2) この法律で「業として」とは，事業者が，ある行為を反復継続的に行っており，社会通念上，事業の遂行

とみることができる場合を指す（修理委託，情報成果物作成委託及び役務提供委託においても同様である。）。 

(3)「製造」とは，原材料たる物品に一定の工作を加えて新たな物品を作り出すことをいい，「加工」とは，

原材料たる物品に一定の工作を加えることによって，一定の価値を付加することをいう。 

「物品」とは，動産をいい，不動産は含まれない。 

「半製品」とは，目的物たる物品の製造過程における中間状態にある製造物をいい，「部品」とは，目的

物たる物品にそのままの状態で取り付けられ，物品の一部を構成することとなる製造物をいう。 

「附属品」とは，目的物たる物品にそのまま取り付けられたり目的物たる物品に附属されることによって，

その効用を増加させる製造物をいい，「原材料」とは，目的物たる物品を作り出すための基になる資材（原

料・材料）をいう。 

「これらの製造に用いる金型」とは，「物品若しくはその半製品，部品，附属品若しくは原材料」の製造

を行うために使用する当該物品等の外形をかたどった金属製の物品をいう。なお，金型の製造を委託した親

事業者が，それを用いて自ら物品等の製造を行う場合に限らず，更に別の事業者に対しその金型を用いて製

造するよう委託する場合の金型も含む。 

(4) 製造委託には，次の４つの類型がある。 

類型１－１ 事業者が業として行う販売の目的物たる物品若しくはその半製品，部品，附属品若しくは

原材料又はこれらの製造に用いる金型の製造を他の事業者に委託すること。 

（例） 

○ 自動車製造業者が，販売する自動車を構成する部品の製造を部品製造業者に委託すること。 

○ 大規模小売業者が，自社のプライベートブランド商品の製造を食品加工業者に委託すること。 

○ 出版社が，販売する書籍の印刷を印刷業者に委託すること。 

○ 電気器具製造業者が，販売する電気器具を構成する部品の製造に用いる金型の製造を金型製造業者

に委託すること。 

  

類型１－２ 事業者が業として請け負う製造の目的物たる物品若しくはその半製品，部品，附属品若し

くは原材料又はこれらの製造に用いる金型の製造を他の事業者に委託すること。 

（例） 

○ 精密機械製造業者が，製造を請け負う精密機械の部品の製造を部品製造業者に委託すること。 

○ 建築材製造業者が，製造を請け負う建築材の原材料の製造を原材料製造業者に委託すること。 

○ 金属製品製造業者が，製造を請け負う金属製品の製造に用いる金型の製造を金型製造業者に委託す

ること。 
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類型１－３ 事業者が業として行う物品の修理に必要な部品又は原材料の製造を他の事業者に委託する

こと。 

    （例）  

○ 家電製品製造業者が，消費者向けに家電製品の修理を行うために必要な部品の製造を部品製造業者

に委託すること。 

○ 工作機械製造業者が，自社で使用する工作機械の修理に必要な部品の製造を部品製造業者に委託す

ること。 

  

類型１－４ 事業者がその使用し又は消費する物品の製造を業として行う場合にその物品若しくはその

半製品，部品，附属品若しくは原材料又はこれらの製造に用いる金型の製造を他の事業者に委

託すること。 

（例）  

○ 輸送用機器製造業者が，自社の工場で使用する輸送用機器を自社で製造している場合に，当該輸送

用機器の部品の製造を部品製造業者に委託すること。 

○ 工作機器製造業者が，自社の工場で使用する工具を自社で製造している場合に，一部の工具の製造

を他の工作機械製造業者に委託すること。 

 

２ 修理委託 

(1)「修理委託」とは，「事業者が業として請け負う物品の修理の行為の全部又は一部を他の事業者に委託す

ること及び事業者がその使用する物品の修理を業として行う場合にその修理の行為の一部を他の事業者に

委託すること」をいう（法第２条第２項）。 

(2)「修理」とは，元来の機能を失った物品に一定の工作を加え，元来の機能を回復させることをいう。 

「請け負う物品の修理」には，事業者が販売する物品について保証期間中にユーザーに対して行われる修

理も含まれる。 

(3) 修理委託には，次の２つの類型がある。 

類型２－１ 事業者が業として請け負う物品の修理の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること。 

（例） 

○ 自動車ディーラーが，請け負う自動車修理を修理業者に委託すること。 

○ 船舶修理業者が，請け負う船舶修理を他の船舶修理業者に委託すること。 

 

類型２―２ 事業者がその使用する物品の修理を業として行う場合にその修理の行為の一部を他の事業

者に委託すること。 

（例） 

○ 製造業者が，自社の工場で使用している工具の修理を自社で行っている場合に，その修理の一部を

修理業者に委託すること。 

○ 工作機械製造業者が，自社の工場で使用している工作機械の修理を自社で行っている場合に，その

修理の一部を修理業者に委託すること。 

 

３ 情報成果物作成委託 

  (1)「情報成果物作成委託」とは，「事業者が業として行う提供若しくは業として請け負う作成の目的たる情報

成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用する情報成果物の

作成を業として行う場合にその情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること」をい

う（法第２条第３項）。 

(2)「情報成果物」とは，次に掲げるものをいう。 

① プログラム（電子計算機に対する指令であって，一の結果を得ることができるように組み合わされた

ものをいう。）（法第２条第６項第１号） 

例：テレビゲームソフト，会計ソフト，家電製品の制御プログラム，顧客管理システム 
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② 映画，放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成されるもの（法第２条第６項第２号） 

例：テレビ番組，テレビＣＭ，ラジオ番組，映画，アニメーション 

③ 文字，図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合により構成されるもの（法

第２条第６項第３号） 

例：設計図，ポスターのデザイン，商品・容器のデザイン，コンサルティングレポート，雑誌広告 

④ 前三号に掲げるもののほか，これらに類するもので政令で定めるもの（法第２条第６項第４号） 

現時点において，政令で定めているものはない。 

(3) 情報成果物の「提供」とは，事業者が，他者に対し情報成果物の販売，使用許諾を行うなどの方法により，

当該情報成果物を他者の用に供することをいい，情報成果物それ自体を単独で提供する場合のほか，物品

等の附属品（例：家電製品の取扱説明書の内容，ＣＤのライナーノーツ）として提供する場合，制御プロ

グラムとして物品に内蔵して提供する場合，商品の形態，容器，包装等に使用するデザインや商品の設計

等を商品に化体して提供する場合等も含む。 

「業として行う提供」とは，反復継続的に社会通念上，事業の遂行とみることができる程度に行っている

提供のことをいい，純粋に無償の提供であれば，これに当たらない。 

「事業者がその使用する情報成果物の作成を業として行う場合」とは，事業者が，自らの事業のために用

いる情報成果物の作成を反復継続的に社会通念上，事業の遂行とみることができる程度に行っている場合

をいい，例えば，①事務用ソフトウェア開発業者が社内で使用する会計用ソフトを自ら作成する場合，②

ビデオ制作会社が自社の社員研修用のビデオを自ら作成する場合がこれに該当する。他方，社内にシステ

ム部門があっても作成を委託しているソフトウェアと同種のソフトウェアを作成していない場合等，単に

作成する能力が潜在的にあるにすぎない場合は作成を「業として」行っているとは認められない。  

(4)「情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること」とは，情報成果物の作成のうち，

①情報成果物それ自体の作成，②当該情報成果物を構成することとなる情報成果物の作成を，他の事業者

に委託することをいう。 

 

（例） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 事業者が提供等する情報成果物の作成においては，情報成果物の作成に必要な役務の提供の行為を他の事

業者に委託する場合がある。この場合，当該役務が，委託事業者が他者に提供する目的たる役務である場合

には，第２条第４項の「役務提供委託」に該当するが，当該役務が専ら自ら用いる役務である場合には，当

情報成果物 構成することとなる情報成果物 

ゲームソフト （例） 
・プログラム 
・映像データ 
・ＢＧＭ等の音響データ 
・シナリオ 
・キャラクターデザイン 

放送番組 （例） 
・コーナー番組 
・番組のタイトルＣＧ 
・ＢＧＭ等の音響データ 
・脚本 
・オリジナルテーマ曲の楽譜 

アニメーション （例） 
・セル画，背景美術等 
・ＢＧＭ等の音響データ 
・脚本 
・絵コンテ 
・キャラクターデザイン 
・オリジナルテーマ曲の楽譜 
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該委託取引は，本法の対象とならない（下記の「４ 役務提供委託」を参照）。 

(6) 情報成果物作成委託には，次の３つの類型がある。 

類型３―１ 事業者が業として行う提供の目的たる情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業

者に委託すること。 

（例） 

○ ソフトウェア開発業者が，消費者に販売するゲームソフトのプログラムの作成を他のソフトウェア開

発業者に委託すること。 

○ ソフトウェア開発業者が，ユーザーに提供する汎用アプリケーションソフトの一部の開発を他のソフ

トウェア開発業者に委託すること。 

○ 放送事業者が，放送するテレビ番組の制作を番組制作業者に委託すること。 

○ パッケージソフトウェア販売業者が，販売するソフトウェアの内容に係る企画書の作成を他のソフト

ウェア業者に委託すること。 

○ 家電製品製造業者が，消費者に販売する家電製品に内蔵する制御プログラムの開発をソフトウェア開

発業者に委託すること。 

○ 家電製品製造業者が，消費者に販売する家電製品の取扱説明書の内容の作成を他の事業者に委託する

こと。 

 

類型３－２ 事業者が業として請け負う作成の目的たる情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の

事業者に委託すること。 

（例） 

○ 広告会社が，広告主から制作を請け負うテレビＣＭを広告制作業者に委託すること。 

○ ソフトウェア開発業者が，ユーザーから開発を請け負うソフトウェアの一部の開発を他のソフトウェ

ア開発業者に委託すること。 

○ デザイン業者が，作成を請け負うポスターデザインの一部の作成を他のデザイン業者に委託すること。 

○ テレビ番組制作業者が，制作を請け負うテレビ番組のＢＧＭ等の音響データの制作を他の音響制作業

者に委託すること。 

○ テレビ番組制作業者が，制作を請け負うテレビ番組に係る脚本の作成を脚本家に委託すること。 

○ 建築設計業者が，施主から作成を請け負う建築設計図面の作成を他の建築設計業者に委託すること。 

○ 工作機械製造業者が，ユーザーから製造を請け負う工作機械に内蔵するプログラムの開発をソフトウ

ェア開発業者に委託すること。 

 

類型３―３ 事業者がその使用する情報成果物の作成を業として行う場合にその情報成果物の作成の行

為の全部又は一部を他の事業者に委託すること。 

 （例） 

○ 事務用ソフトウェア開発業者が，自社で使用する会計用ソフトウェアの一部の開発を他のソフトウェ

ア開発業者に委託すること。 

○ デザイン業者が，コンペ（試作競技）に参加するに当たり，デザインの作成を他のデザイン業者に委

託すること。 

 

４ 役務提供委託 

(1)「役務提供委託」とは，「事業者が業として行う提供の目的たる役務の提供の行為の全部又は一部を他の事

業者に委託すること（建設業（建設業法（昭和二十四年法律第百号）第二条第二項に規定する建設業をいう。）

を営む者が業として請け負う建設工事（同条第一項に規定する建設工事をいう。）の全部又は一部を他の建

設業を営む者に請け負わせることを除く。）」をいう（法第２条第４項）。 

(2)「業として行う提供の目的たる役務」のうち「業として行う提供」とは，反復継続的に社会通念上事業の遂

行とみることができる程度に行っている提供のことをいい，純粋に無償の提供であればこれに当たらない。

また，「提供の目的たる役務」とは，委託事業者が他者に提供する役務のことであり，委託事業者が自ら用

いる役務はこれに該当しないので，自ら用いる役務を他の事業者に委託することは，法にいう「役務提供委
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託」に該当しない。他の事業者に役務の提供を委託する場合に，その役務が他者に提供する役務の全部若し

くは一部であるか，又は自ら用いる役務であるかは，取引当事者間の契約や取引慣行に基づき判断する。 

(3) 役務提供委託の類型は，次のとおりである。 

類型４－１ 事業者が業として行う提供の目的たる役務の提供の行為の全部又は一部を他の事業者に委託

すること。 

（例） 

○ 貨物自動車運送業者が，請け負った貨物運送のうちの一部の経路における運送を他の貨物自動車運送

業者に委託すること。 

○ 貨物自動車運送業者が，貨物運送に併せて請け負った梱包を梱包業者に委託すること。 

○ 貨物利用運送事業者が，請け負った貨物運送のうちの一部を他の運送事業者に委託すること。 

○ 内航運送業者が，請け負う貨物運送に必要な船舶の運航を他の内航運送業者又は船舶貸渡業者に委託

すること。 

○ 自動車ディーラーが，請け負う自動車整備の一部を自動車整備業者に委託すること。 

○ ビルメンテナンス業者が，請け負うメンテナンスの一部たるビルの警備を警備業者に委託すること。 

○ 広告会社が，広告主から請け負った商品の総合的な販売促進業務の一部の行為である商品の店頭配布

をイベント会社に委託すること。 

○ ビル管理会社が，ビルオーナーから請け負うビルメンテナンス業務をビルメンテナンス業者に委託す

ること。 

○ ソフトウェアを販売する事業者が，当該ソフトウェアの顧客サポートサービスを他の事業者に委託す

ること。 

 

第３ 親事業者の書面交付の義務 

１ ３条書面の記載事項 

(1) ３条書面に記載すべき事項は，「下請代金支払遅延等防止法第３条の書面の記載事項等に関する規則」

（以下「３条規則」という。）第１条第１項に定められており，親事業者は，これらの事項について明確に

記載しなければならない。 

親事業者は，製造委託等をした都度，３条規則第１条第１項に定められた事項（以下「必要記載事項」と

いう。）を３条書面に記載し，交付する必要があるが，必要記載事項のうち，一定期間共通である事項（例：

支払方法，検査期間等）について，あらかじめこれらの事項を明確に記載した書面により下請事業者に通知

している場合には，これらの事項を製造委託等をする都度交付する書面に記載することは要しない。この場

合，当該書面には，「下請代金の支払方法等については○年○月○日付けで通知した文書によるものであ

る」等を記載することにより，当該書面と共通事項を記載した書面との関連性を明らかにする必要がある。 

(2) ３条書面に記載する「下請代金の額」は，下請事業者の給付（役務提供委託をした場合にあっては，役務

の提供。以下同じ。）に対し支払うべき代金の額であり，３条書面には具体的な金額を明確に記載すること

が原則であるが，３条規則第１条第２項に基づき，「具体的な金額を記載することが困難なやむを得ない事

情がある場合」には「具体的な金額を定めることとなる算定方法」を記載することも認められている。この

算定方法は，下請代金の額の算定の根拠となる事項が確定すれば，具体的な金額が自動的に確定することと

なるものでなければならず，下請代金の具体的な金額を確定した後，速やかに，下請事業者に通知する必要

がある。 

「具体的な金額を記載することが困難なやむを得ない事情」があり，具体的な金額ではなく「具体的な

金額を定めることとなる算定方法」を記載することが認められる場合とは，例えば，次のような場合であ

る。 

○ 原材料費等が外的な要因により変動し，これに連動して下請代金の額が変動する場合 

○ プログラム作成委託において，プログラム作成に従事した技術者の技術水準によってあらかじめ定め

られている時間単価及び実績作業時間に応じて下請代金の総額が支払われる場合 

○ 一定期間を定めた役務提供であって，当該期間における提供する役務の種類及び量に応じて下請代金

の額が支払われる場合（ただし，提供する役務の種類及び量当たりの単価があらかじめ定められている

場合に限る。） 
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(3) ３条書面に記載する「下請事業者の給付の内容」とは，親事業者が下請事業者に委託する行為が遂行さ

れた結果，下請事業者から提供されるべき物品及び情報成果物（役務提供委託をした場合にあっては，下

請事業者から提供されるべき役務）であり，３条書面には，その品目，品種，数量，規格，仕様等を明確

に記載する必要がある。 

また，主に，情報成果物作成委託に係る作成過程を通じて，情報成果物に関し，下請事業者の知的財産

権が発生する場合において，親事業者は，情報成果物を提供させるとともに，作成の目的たる使用の範囲

を超えて知的財産権を自らに譲渡・許諾させることを「下請事業者の給付の内容」とすることがある。こ

の場合は，親事業者は，３条書面に記載する「下請事業者の給付の内容」の一部として，下請事業者が作

成した情報成果物に係る知的財産権の譲渡・許諾の範囲を明確に記載する必要がある。 

 

２ ３条書面の交付の時期 

(1) 親事業者は，下請事業者に対して製造委託等をした場合は，「直ちに」書面を交付しなければならない。

ただし，必要記載事項のうち「その内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては，そ

の記載を要しないものとし，この場合には，親事業者は，当該事項の内容が定められた後直ちに，当該事

項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない」とされており，必要記載事項のうち，その内

容が定められないことについて正当な理由があり記載しない事項（以下「特定事項」という。）がある場

合には，これらの特定事項以外の事項を記載した書面（以下「当初書面」という。）を交付した上で，特

定事項の内容が定まった後には，直ちに，当該特定事項を記載した書面（以下「補充書面」という。）を

交付しなければならない。また，これらの書面については相互の関連性が明らかになるようにする必要が

ある。 

(2) 「その内容が定められないことについて正当な理由がある」とは，取引の性質上，製造委託等をした時

点では必要記載事項の内容について決定することができないと客観的に認められる理由がある場合であ

り，次のような場合はこれに該当する。ただし，このような場合であっても，親事業者は，特定事項があ

る場合には，特定事項の内容が定められない理由及び特定事項の内容を定めることとなる予定期日を当初

書面に記載する必要がある。また，これらの特定事項については，下請事業者と十分な協議をした上で，

速やかに定めなくてはならず，定めた後は，「直ちに」，当該特定事項を記載した補充書面を下請事業者

に交付しなければならない。 

○ ソフトウェア作成委託において，委託した時点では最終ユーザーが求める仕様が確定しておらず，下

請事業者に対する正確な委託内容を決定することができない等のため，「下請事業者の給付の内容」，

「下請代金の額」，「下請事業者の給付を受領する期日」又は「受領場所」が定まっていない場合 

○ 広告制作物の作成委託において，委託した時点では制作物の具体的内容が決定できない等のため，

「下請事業者の給付の内容」，「下請代金の額」又は「下請事業者の給付を受領する期日」が定まって

いない場合 

○ 修理委託において，故障箇所とその程度が委託した時点では明らかでないため，「下請事業者の給付

の内容」，「下請代金の額」又は「下請事業者の給付を受領する期日」が定まっていない場合 

○ 過去に前例のない試作品等の製造委託であるため，委託した時点では，「下請事業者の給付の内容」

又は「下請代金の額」が定まっていない場合 

○ 放送番組の作成委託において，タイトル，放送時間，コンセプトについては決まっているが，委託し

た時点では，放送番組の具体的な内容については決定できず，「下請代金の額」が定まっていない場合 

(3) 親事業者は，製造委託等をした時点で，必要記載事項の内容について決定できるにもかかわらず，これ

を決定せず，これらの事項の内容を記載しない当初書面を交付することは認められない。また，下請代金

の額として「具体的な金額を定めることとなる算定方法」を３条書面に記載することが可能である場合に

は，下請代金の額について「その内容が定められないことについて正当な理由がある」とはいえず，３条

書面に算定方法を記載し，交付する必要がある。 

 

３ 電磁的方法による提供 

親事業者は，法第３条第２項に基づき，３条書面の交付に代えて，電磁的方法により，委託内容，下請代

金の額等の必要記載事項の提供を行うことが認められているが，この場合には，親事業者は下請事業者に対
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して，事前に，電磁的方法の種類及び内容を示し，書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

また，親事業者は，３条書面に代えて電磁的方法による場合には，下請事業者に不利益を与えないようにす

るため，「下請取引における電磁的記録の提供に関する留意事項」（平成１３年３月３０日）を踏まえる必

要がある。 

 

〈書面交付に係る違反行為事例〉 

① 緊急を要するため，親事業者が下請事業者に口頭（電話）で発注し，その後，注文書を交付しない場合 

② 親事業者が下請事業者に対して，発注単価をコンピュータに登録してこれを帳票に印字する方法で書面

を作成しているが，新規部品の製造委託の発注時に，既に単価が決定しているにもかかわらずコンピュー

タには未登録のため，結果として書面に単価が表示されることなく発注する場合 

③ 親事業者が下請事業者に対して，電子メールで発注することについて下請事業者の事前の承諾を得るこ

となく，書面の交付に代えて電子メールで発注する場合 

④ 親事業者は下請事業者に対して，原材料Ａ金属の加工を委託しているところ，下請代金の額は，下請事

業者が原材料Ａ金属を購入した日のＡ金属○○市場の終値に使用した数量を乗じた金額に加工賃を加えて

定められることとなっており，下請事業者に委託した時点では，下請事業者が購入するＡ金属の終値が分

からないので具体的金額を記載することができないとして算定方法を記載することが可能であるにもかか

わらず，当初書面に具体的金額も算定方法も記載せずに交付している場合  

⑤ 親事業者は下請事業者に対して，ユーザーから開発を請け負ったソフトウェアの一部のプログラムの作

成を委託しているところ，委託した時点では，ユーザーの求める仕様が確定しておらず，正確な仕様を決

定することができないため発注の内容及び下請代金の額を定めることができないことを理由として，これ

らが確定するまで，書面を一切交付しない場合 

 

第４ 親事業者の禁止行為 

１ 受領拒否 

(1) 法第４条第１項第１号で禁止されている受領拒否とは，「下請事業者の責に帰すべき理由がないのに，

下請事業者の給付の受領を拒むこと」である。 

ア 「給付の受領」とは，物品の製造又は修理委託においては，給付の内容について検査をするかどうかを

問わず，親事業者が下請事業者の給付の目的物を受け取り，自己の占有下に置くことである。 

イ 情報成果物の作成委託における「給付の受領」とは，情報成果物を記録した媒体がある場合には，給

付の目的物として作成された情報成果物を記録した媒体を自己の占有下に置くことであり，また，情報

成果物を記録した媒体がない場合には，当該情報成果物を自己の支配下に置くことであり，例えば，当

該情報成果物が親事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されることである。 

ウ 「受領を拒む」とは，下請事業者の給付の全部又は一部を納期に受け取らないことであり，納期を延期

すること又は発注を取り消すことにより発注時に定められた納期に下請事業者の給付の全部又は一部を

受け取らない場合も原則として受領を拒むことに含まれる。 

(2) 下請事業者の責に帰すべき理由」があるとして下請事業者の給付の受領を拒むことが認められるのは，

次のア及びイの場合に限られる。 

ア 下請事業者の給付の内容が３条書面に明記された委託内容と異なる場合又は下請事業者の給付に瑕疵

等がある場合 

なお，次のような場合には委託内容と異なること又は瑕疵等があることを理由として受領を拒むこと

は認められない。 

(ｱ) ３条書面に委託内容が明確に記載されておらず，又は検査基準が明確でない等のため，下請事業者

の給付の内容が委託内容と異なることが明らかでない場合 

(ｲ) 検査基準を恣意的に厳しくして，委託内容と異なる又は瑕疵等があるとする場合 

(ｳ) 取引の過程において，委託内容について下請事業者が提案し，確認を求めたところ，親事業者が了

承したので，下請事業者が当該内容に基づき，製造等を行ったにもかかわらず，給付内容が委託内容

と異なるとする場合 

イ 下請事業者の給付が３条書面に明記された納期に行われない場合 
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なお，次のような場合には，納期遅れを理由として受領を拒むことは認められない。 

(ｱ) ３条書面に納期が明確に記載されていない等のため，納期遅れであることが明らかでない場合 

(ｲ) 下請事業者の給付について親事業者が原材料等を支給する場合において，親事業者の原材料等の支

給が発注時に取り決めた引渡日より遅れた場合 

(ｳ) 納期が下請事業者の事情を考慮しないで一方的に決定されたものである場合 

 

〈製造委託，修理委託における違反行為事例〉 

 1－1 親事業者は，下請事業者に部品の製造を委託し，これを受けて下請事業者が既に受注部品を完成させて

いるにもかかわらず，自社の生産計画を変更したという理由で，下請事業者に納期の延期を通知し，当初

の納期に受領しなかった。 

1－2 親事業者は，下請事業者に部品の製造を委託し，これを受けて下請事業者が生産を開始したところ，

親事業者はその後設計変更したとして当初委託した規格とは異なる規格のものを納付するよう指示した。

この下請事業者が既に完成させた旨を伝えると，親事業者は，当初委託した部品は不要であるとして，同

社が生産した部品の受領を拒否した。 

1－3 親事業者は，当初，発注日の１週間後を納期としていたが急に発注日から 2 日後に納入するよう下請

事業者に申し入れた。下請事業者は，従業員の都合がつかないことを理由に断ったが親事業者は下請事業

者の事情を考慮しないで一方的に納期を指示した。そこで下請事業者は，従業員を残業させて間に合わせ

ようと努めたが，期日までに納入できなかった。親事業者は，納期遅れを理由に，下請事業者が生産した

部品の受領を拒否した。 

 

〈情報成果物作成委託において想定される違反行為事例〉 

 1－4 親事業者が下請事業者に放送番組の制作を委託し，下請事業者は放送番組の作成を既に完了したところ，

親事業者が指定した番組出演者に係る不祥事が発生したことを理由として当該番組を放送しないことと

し，当該放送番組のＶＴＲテープを受領しない場合 

1－5 親事業者（物品製造業者）が，下請事業者に対して設計図面の作成を委託したが，自社製品の製造計

画が変更になったとして当該設計図面を受領しない場合 

1－6 親事業者（広告会社）が，下請事業者に対して広告の制作を委託したが，広告主の意向により，テレ

ビ放送を用いた広告を行うことを取りやめたため，既に下請事業者が制作したテレビＣＭのＶＴＲテープ

を受領しない場合 

 

２ 支払遅延 

(1) 法第４条第１項第２号で禁止されている支払遅延とは，「下請代金を支払期日の経過後なお支払わない

こと」である。「支払期日」は法第２条の２により，下請代金の支払期日は，「給付を受領した日（役務

提供委託の場合は，下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日。次項において同じ。）から起算

して，６０日の期間内において，かつ，できる限り短い期間内において，定められなければならない」と

されている。「支払期日」を計算する場合の起算日は「給付を受領した日」であることから，納入以後に

行われる検査や最終ユーザーへの提供等を基準として支払期日を定める制度を採っている場合には，制度

上支払遅延が生じることのないよう，納入以後に要する期間を見込んだ支払制度とする必要がある。 

(2) 物品の製造委託において，下請事業者が親事業者の指定する倉庫に製造委託を受けた部品を預託し，親

事業者は当該部品を倉庫から出庫し，使用する方式を採用することがある。このような方式の下では，下

請事業者が，３条書面記載の受領日以前に，親事業者の指定する倉庫に製造委託を受けた部品を預託する

場合には，預託された日が支払期日の起算日となる。しかし，例えば，下請事業者が倉庫に預託した部品

のうち，３条書面記載の納期日前に預託された部品については，親事業者又は倉庫事業者を占有代理人と

して，下請事業者が自ら占有していることとし，３条書面記載の納期日に，同記載の数量の部品の所有権

が親事業者に移転することがあらかじめ書面で合意されていれば，倉庫に預託した部品のうち，３条書面

記載の受領日前の預託数量については，実際の預託日にかかわらず，３条書面記載の納期日（ただし，親

事業者が当該納期日前に出庫し，使用した場合にはおいては，出庫した日）に受領があったものとして取

り扱い，「支払期日」の起算日とする（ただし，このような方式の下では，支払遅延のほか，受領拒否，
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買いたたき等の規定に抵触しないよう留意する必要がある。）。 

(3) また，情報成果物作成委託においては，親事業者が作成の過程で，委託内容の確認や今後の作業につい

ての指示等を行うために，情報成果物を一時的に自己の支配下に置くことがある。親事業者が情報成果物

を支配下に置いた時点では，当該情報成果物が委託内容の水準に達し得るかどうか明らかではない場合に

おいて，あらかじめ親事業者と下請事業者との間で，親事業者が支配下に置いた当該情報成果物が一定の

水準を満たしていることを確認した時点で，給付を受領したこととすることを合意している場合には，当

該情報成果物を支配下に置いたとしても直ちに「受領」したものとは取り扱わず，支配下に置いた日を「支

払期日」の起算日とはしない。ただし，３条書面に明記された納期日において，親事業者の支配下にあれ

ば，内容の確認が終わっているかどうかを問わず，当該期日に給付を受領したものとして，「支払期日」

の起算日とする。 

(4) 役務提供委託にあっては，「支払期日」の起算日は，「下請事業者がその委託を受けた役務の提供をし

た日（役務提供に日数を要する場合は役務提供が終了した日）」であり，原則として，下請事業者が提供

する個々の役務に対して「支払期日」を設定する必要がある。ただし，個々の役務が連続して提供される

役務であって，次の要件を満たすものについては，月単位で設定された締切対象期間の末日に当該役務が

提供されたものとして取り扱う。 

○ 下請代金の額の支払は，下請事業者と協議の上，月単位で設定される締切対象期間の末日までに提供

した役務に対して行われることがあらかじめ合意され，その旨が３条書面に明記されていること。 

○ ３条書面において当該期間の下請代金の額が明記されていること，又は下請代金の具体的な金額を定

めることとなる算定方式（役務の種類・量当たりの単価があらかじめ定められている場合に限る。）が

明記されていること。 

○ 下請事業者が連続して提供する役務が同種のものであること。 

 

〈製造委託，修理委託における違反行為事例〉 

2－1 親事業者は，毎月末日納入締切，翌月末日支払とする支払制度を採っていたが，検査完了をもって納

入があったものとみなし，当月末日までに納入されたものであっても検査完了が翌月となった場合には翌

月に納入があったものとして計上していたため，一部の給付に対する下請代金の支払が，下請事業者の給

付を受領してから６０日を超えて支払われていた。 

2－2 親事業者は，一部の材料について，緊急時の受注に対応するためとして，常に一定量を納入させこれ

を倉庫に保管し，同社が使用した分についてのみ，下請代金の額として支払の対象とする使用高払方式を

採っていたため，納入されたものの一部について支払遅延が生じていた。 

 

〈情報成果物作成委託，役務提供委託において想定される違反行為事例〉 

 2－3 親事業者が，放送番組の制作を下請事業者に委託し，放送日を起算日とする支払制度を採っているとこ

ろ，放送が当初の予定日より遅れるなどして受領日と放送日が開くことにより，納入後６０日を超えて支

払が行われる場合 

2－4 親事業者が，毎月１本ずつ放送される放送番組の作成を下請事業者に委託しているところ，下請事業

者から数回分まとめて納入され，それを受領したにもかかわらず，放送された放送番組に対して下請代金

の額を支払う制度を採用していたため，一部についての支払が納入後６０日を超える場合 

2－5 親事業者は，下請事業者にプログラムの作成を委託し，検収後支払を行う制度を採用しているところ，

納入されたプログラムの検査に３か月を要したため，支払が納入後６０日を超える場合 

2－6 親事業者が，下請事業者に対してユーザー向けソフトウェアの開発を委託しているが，ユーザーから

の入金が遅れていることを理由として，下請事業者に対して，あらかじめ定めた支払期日に下請代金を支

払わない場合 

 

３ 下請代金の減額 

(1) 法第４条第１項第３号で禁止されている下請代金の減額とは，「下請事業者の責に帰すべき理由がない

のに，下請代金の額を減ずること」である。 

    下請代金の額を「減ずること」には，親事業者が下請事業者に対して， 
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ア 消費税・地方消費税額相当分を支払わないこと。 

イ 下請代金の総額はそのままにしておいて，数量を増加させること。 

ウ 支払手段としてあらかじめ「手形支払」と定めているのを一時的に現金で支払う場合において，手形

払の場合の下請代金の額から短期の自社調達金利相当額を超える額を差し引くこと。 

エ 下請事業者と合意することなく，下請代金を下請事業者の銀行口座へ振り込む際の手数料を下請事業

者に負担させ，下請代金から差し引くこと。 

等も含まれる。 

    なお，ボリュームディスカウント等合理的理由に基づく割戻金（例えば，親事業者が，一の下請事業者に

対し，一定期間内に一定数量を超える発注を達成した場合に，当該下請事業者が親事業者に支払うことと

なる割戻金）であって，あらかじめ，当該割戻金の内容を取引条件とすることについて合意がなされ，そ

の内容が書面化されており，当該書面における記載と発注書面に記載されている下請代金の額とを合わせ

て実際の下請代金の額とすることが合意されており，かつ，発注書面と割戻金の内容が記載されている書

面との関連付けがなされている場合には，当該割戻金は下請代金の減額には当たらない。 

(2)「下請事業者の責に帰すべき理由」があるとして下請代金の額を減ずることが認められるのは，次のア及

びイの場合に限られる。 

ア 「１ 受領拒否」（２）又は「４ 返品」（２）にいう下請事業者の責に帰すべき理由があるとして，

下請事業者の給付の受領を拒んだ場合又は下請事業者の給付を受領した後その給付に係るものを引き取

らせた場合（減ずる額は，その給付に係る下請代金の額に限られる。） 

イ 「１ 受領拒否」（２）又は「４ 返品」（２）にいう下請事業者の責に帰すべき理由があるとして

受領を拒むこと又は給付を受領した後その給付に係るものを引き取らせることができるのに，下請事業

者の給付を受領し，又はこれを引き取らせなかった場合において，委託内容に合致させるために親事業

者が手直しをした場合又は瑕疵等の存在若しくは納期遅れによる商品価値の低下が明らかな場合（減ず

る額は，客観的に相当と認められる額に限られる。） 

 

〈製造委託，修理委託における違反行為事例〉 

 3－1 親事業者は，下請事業者から納品される部品を使って製作した製品を国内向け及び輸出向けに販売して

いるところ，輸出向けの製品に用いる部品については，「輸出特別処理」と称して，発注価格（国内向け

製品に用いる部品の発注価格と同一）から一定額を差し引いて下請代金を支払った。 

3－2 親事業者は，「製品を安値で受注した」との理由であらかじめ定められた下請代金からー定額を減額

した。 

3－3 親事業者は，４月と１０月との年２回，下請単価の改定を行っているところ，従来は，単価改定時の

２か月前頃から改定交渉を開始していたが，上記の単価改定については，需要見通し作業が遅れたため下

請事業者への発注量が決まらず，このため下請事業者との単価改定交渉の開始が遅れ，単価の引下げにつ

いての合意をみたのが，新決算期に入った４月２０日であった。引下げ後の新単価は，合意日(４月２０

日）以降に発注する分について適用すべきであるところ，同社は合意日前に発注した分について新単価を

適用することにより旧単価と新単価の差額分を減額した。 

3－4 親事業者は，１か月分の下請代金を納品締切日（月末）から９０日後に現金で支払っていたが，下請

法違反であるとの指摘を受け，６０日間早めて翌月末に支払うこととした。同社は，その後，支払期間を

早めたことを理由として下請代金から一定額を減じて支払った。 

3－5 親事業者は，サイト１２０日の手形を交付することによって下請代金を支払っていたが，支払期日に

現金での支払を希望する下請事業者に対しては，下請代金から親事業者の短期の調達金利相当額を超える

額を割引料として減じて支払った。 

3－6 親事業者は，自社工場が水害を被ったことを理由に損害回復協力金として下請代金から一定額を６か

月間にわたって減額した。 

3－7 親事業者は，月末納品締切翌月末現金支払で下請代金を支払っているところ，業界他社は４か月(１２

０日）サイトの手形で支払っているとして，下請代金からー定額を差し引いて支払った。 

3－8 親事業者は，当初，発注日の１週間後を納期としていたが，急に発注日から 2 日後に納入するよう下

請事業者に申し入れた。下請事業者は，従業員の都合がつかないことを理由に断ったが，親事業者は下請
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事業者の事情を考慮しないで一方的に納期を指示した。そこで下請事業者は，従業員を残業させて間に合

わせようと努めたが，期日までに納入できなかった。下請事業者がその翌日納品したところ，親事業者は

受領したが，納期遅れを理由として下請代金を減額した。 

3－9 親事業者は，販売拡大と新規販売ルートの獲得を目的としたキャンペーンの実施に際し，下請事業者

に対して，下請代金の総額はそのままにして，現品を添付させて納入数量を増加させることにより，下請

代金を減額した。 

 

〈情報成果物作成委託，役務提供委託において想定される違反行為事例〉 

3－10 親事業者が，下請事業者との間で毎月の役務の提供に対して下請代金を支払うこととしているところ，

契約を改定することにより，単価の引下げを行い，引き下げられた単価をさかのぼって適用し，当初の単

価で計算された下請代金と新単価で計算された下請代金との差額を翌月の下請代金の支払から一括して

差し引く場合 

3－11 親事業者が，下請事業者との間で年間の役務提供契約を締結しているところ，年度末に，年間の一定の

期間についてその期間は契約の対象外であったことにする旨の通知を行い，季節協力金という名目で下請

代金から差し引く場合 

3－12 親事業者が，下請事業者に対して運送委託を行っており，運賃については，発注書面に記載した単価表

によって定めているところ，発注書面に記載している単価表を改定し，当初の単価で計算された下請代金

と新単価で計算された下請代金との差額を翌月の下請代金の支払から一括して差し引く場合 

3－13 親事業者が，一定期間に運ぶ荷物の量にかかわらず一定額の代金を支払う契約を運送事業者と結んでい

るところ，運ぶべき荷物が減少したため，実際の支払については荷物の量に応じた方式に基づいて算定す

ることとし，当初の下請代金の額を下回る額を支払う場合 

3－14 親事業者が，下請事業者に対してプログラムの作成を委託しているところ，作業の途中で当初指示した

仕様の変更を申し入れ，下請事業者は，プログラマーの都合がつかないことを理由に断ったが，親事業者

は一方的に仕様を変更し，下請事業者は残業してこの変更に対応しようとしたが納期に間に合わず，親事

業者が納期遅れを理由として下請代金から減額を行う場合 

3－15 親事業者が，自ら請け負った運送を下請事業者に再委託し，運送中の荷物が毀損したので荷主から損失

の補償を求められていると称して，損害額の算定根拠を明らかにしないまま，代金から毀損額を上回る一

定額を差し引いている場合 

3－16 新商品の総合的な販売促進業務を請け負った親事業者が，下請事業者に対してポスターに使用するデザ

インの作成を委託したが，親事業者が他の事業者に委託した他の販売促進にかかる経費に予定よりも多く

出費したため，予算が無いことを理由として下請代金の減額を行った場合 

 

４ 返品 

(1) 法第４条第１項第４号で禁止されている返品とは，「下請事業者の責に帰すべき理由がないのに，下請

事業者の給付を受領した後，下請事業者にその給付に係る物を引き取らせること」である。 

(2)「下請事業者の責に帰すべき理由」があるとして，下請事業者の給付を受領した後に下請事業者にその給

付に係る物を引き取らせることが認められるのは，下請事業者の給付の内容が３条書面に明記された委託

内容と異なる場合若しくは下請事業者の給付に瑕疵等がある場合において，当該給付を受領後速やかに引

き取らせる場合又は給付に係る検査をロット単位の抜取りの方法により行っている継続的な下請取引の場

合において当該給付受領後の当該給付に係る下請代金の最初の支払時までに引き取らせる場合に限られる。

ただし，給付に係る検査をロット単位の抜取りの方法により行っている継続的な下請取引の場合において

当該給付受領後の当該給付に係る下請代金の最初の支払時までに引き取らせる場合にあっては，あらかじ

め，当該引取りの条件について合意がなされ，その内容が書面化され，かつ，当該書面と発注書面との関

連付けがなされていなければならない。 

    なお，次のような場合には委託内容と異なること又は瑕疵等があることを理由として下請事業者にその給

付に係るものを引き取らせることは認められない。 

ア ３条書面に委託内容が明確に記載されておらず，又は検査基準が明確でない等のため，下請事業者の

給付の内容が委託内容と異なることが明らかでない場合 



-105- 

イ 検査基準を恣意的に厳しくして，委託内容と異なる又は瑕疵等があるとする場合 

ウ 給付に係る検査を下請事業者に文書により明確に委任している場合において当該検査に明らかな手落

ちの認められる給付について，受領後６か月を経過した場合 

エ 委託内容と異なること又は瑕疵等のあることを直ちに発見することができない給付について，受領後

６か月（下請事業者の給付を使用した親事業者の製品について一般消費者に対し６か月を超える保証期

間を定めている場合においては，それに応じて最長１年）を経過した場合 

 

〈製造委託，修理委託における違反行為事例〉 

4－1 親事業者は，自己のブランドを付した衣料品を下請事業者に作らせ納入させているところ，シーズン

終了時点で売れ残った分を下請事業者に引き取らせた。 

4－2 親事業者は，染加工を下請事業者に委託しているところ，下請事業者の納品したものをいったん受領

した後，以前には問題としていなかったような色むらを指摘して，下請事業者に引き取らせた。 

4－3 親事業者は，下請事業者から納入された機械部品を受領し，１０か月後に瑕疵があるとの理由で下請

事業者にこれを引き取らせた。 

 

〈情報成果物作成委託において想定される違反行為事例〉 

4－4 親事業者が，下請事業者から受領した放送番組について，毎週継続的に放送する予定であったが，視

聴率が低下したことを理由として放送を打ち切り，納入された放送番組が記録されたＶＴＲテープを下

請事業者に引き取らせる場合 

 

５ 買いたたき 

(1) 法第４条第１項第５号で禁止されている買いたたきとは，「下請事業者の給付の内容と同種又は類似の

内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること」である。 

「通常支払われる対価」とは，当該給付と同種又は類似の給付について当該下請事業者の属する取引地域

において一般に支払われる対価（以下「通常の対価」という。）をいう。ただし，通常の対価を把握する

ことができないか又は困難である給付については，例えば，当該給付が従前の給付と同種又は類似のもの

である場合には，従前の給付に係る単価で計算された対価を通常の対価として取り扱う。 

買いたたきに該当するか否かは，下請代金の額の決定に当たり下請事業者と十分な協議が行われたかどう

か等対価の決定方法，差別的であるかどうか等の決定内容，通常の対価と当該給付に支払われる対価との乖

離状況及び当該給付に必要な原材料等の価格動向等を勘案して総合的に判断する。 

(2) 次のような方法で下請代金の額を定めることは，買いたたきに該当するおそれがある。 

ア 多量の発注をすることを前提として下請事業者に見積りをさせ，その見積価格の単価を少量の発注し

かしない場合の単価として下請代金の額を定めること。 

イ 一律に一定比率で単価を引き下げて下請代金の額を定めること。 

ウ 親事業者の予算単価のみを基準として，一方的に通常の対価より低い単価で下請代金の額を定めるこ

と。 

エ 合理的な理由がないにもかかわらず特定の下請事業者を差別して取り扱い，他の下請事業者より低い

下請代金の額を定めること。 

オ 同種の給付について，特定の地域又は顧客向けであることを理由に，通常の対価より低い単価で下請

代金の額を定めること。 

 

〈製造委託，修理委託における違反行為事例〉 

5－1 親事業者は，単価の決定に当たって，下請事業者に１個，５個及び１０個製作する場合の見積書を提

出させた上，１０個製作する場合の単価（この単価は１個製作する場合の通常の対価を大幅に下回るも

のであった。）で１個発注した。 

5－2 親事業者は，国際競争力を強化するためにはコストダウンをする必要があるとして主要な部品につい

て一律に一定率引き下げた額を下請単価と定めたため，対象部品の一部の単価は通常の対価を大幅に下

回るものとなった。 
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5－3 親事業者は，下請代金の額を定めずに部品を発注し，納品された後に下請事業者と協議することなく,

通常の対価相当と認められる下請事業者の見積価格を大幅に下回る単価で下請代金の額を定めた。 

5－4 親事業者は，下請事業者との間で単価等の取引条件については年間取決めを行っているが，緊急に短

い納期で発注する場合は別途単価を決めることとしていた。親事業者は，週末に発注し週明け納入を指

示した。下請事業者は，深夜勤務，休日出勤により納期に間に合わせ，当該加工費用は人件費が相当部

分を占めることから年間取決め単価に深夜・休日勤務相当額を上乗せした下請単価で見積書を提出した。

しかし，親事業者は，下請事業者と十分な協議をすることなく，一方的に，通常の対価相当と認められ

る下請事業者の見積価格を大幅に下回る年間取決め単価で下請代金の額を定めた。 

5－5 親事業者は，従来，週一回であった配送を毎日に変更するよう下請事業者に申し入れた。下請事業者

は，配送頻度が大幅に増加し，これに伴って１回当たりの配送量が小口化した場合は，運送費等の費用

がかさむため従来の配送頻度の場合の下請単価より高い単価になるとしてこの単価で見積書を提出した。

しかし，親事業者は，下請事業者と十分な協議をすることなく，一方的に，通常の対価相当と認められ

る下請事業者の見積価格を大幅に下回る単価で下請代金の額を定めた。 

 

〈情報成果物作成委託，役務提供委託において想定される違反行為事例〉 

5－6 親事業者が，荷主から前年比５％の運送料金の引下げ要請があったことを理由として，下請事業者と

協議することなく，一方的に前年から５％引き下げた単価を定める場合 

5－7 親事業者は，自ら作成・販売するゲームソフトを構成するプログラムの作成を，下請事業者に対して

下請代金の額を定めずに委託したところ，当該プログラムの受領後に，下請事業者と十分に協議をする

ことなく，通常の対価を大幅に下回る下請代金の額を定める場合 

5－8 親事業者が，下請事業者と年間運送契約を結んでおり，双方に異議のない場合は自動更新されること

となっていたところ，年度末の契約の更新の直前に，人件費，燃料費等について大幅な変更がないのに，

翌年度の契約書であるとして前年に比べて大幅に単価を引き下げた運送契約書を下請事業者に送付し，

下請事業者と十分な協議をすることなく，一方的に下請代金の額を定める場合 

5－9 親事業者が，下請事業者との年間運送契約において荷物の積み下ろし作業は親事業者が行うものとし

ていたが，これを下請事業者が行うこととし，変更を通知したところ，下請事業者は，こうした作業を

行うためには従来の運送料金では対応できないとして下請代金の改定を求める見積書を提出したにもか

かわらず，親事業者は下請事業者と十分な協議をすることなく，従来どおりに価格を据え置く場合 

5－10 親事業者が，制作を委託した放送番組について，下請事業者が有する著作権を親事業者に譲渡させるこ

ととしたが，その代金は下請代金に含まれているとして，下請事業者と著作権の対価にかかる十分な協

議を行わず，通常の対価を大幅に下回る下請代金の額を定める場合 

 

６ 購入・利用強制 

(1) 法第４条第１項第６号で禁止されている購入・利用強制とは，「下請事業者の給付の内容を均質にし，

又はその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き，自己の指定する物を強制し

て購入させ，又は役務を強制して利用させること」により，下請事業者にその対価を負担させることであ

る。 

「自己の指定する物」とは，原材料等だけでなく,親事業者又は関連会社等が販売する物であって，下請事

業者の購入の対象として特定した物がすべて含まれる。また，「役務」とは，親事業者又は関連会社等が提

供するものであって，下請事業者の利用の対象となる役務がすべて含まれる。 

「強制して」購入させる又は利用させるとは，物の購入又は役務の利用を取引の条件とする場合，購入又

は利用しないことに対して不利益を与える場合のほか，下請取引関係を利用して，事実上，購入又は利用を

余儀なくさせていると認められる場合も含まれる。 

(2) 次のような方法で下請事業者に自己の指定する物の購入又は役務の利用を要請することは，購入・利用

強制に該当するおそれがある。 

ア 購買・外注担当者等下請取引に影響を及ぼすこととなる者が下請事業者に購入又は利用を要請するこ

と。 

イ 下請事業者ごとに目標額又は目標量を定めて購入又は利用を要請すること。 
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ウ 下請事業者に対して，購入又は利用しなければ不利益な取扱いをする旨示唆して購入又は利用を要請

すること。 

エ 下請事業者が購入若しくは利用する意思がないと表明したにもかかわらず，又はその表明がなくとも

明らかに購入若しくは利用する意思がないと認められるにもかかわらず，重ねて購入又は利用を要請す

ること。 

オ 下請事業者から購入する旨の申出がないのに，一方的に物を下請事業者に送付すること。 

 

〈製造委託，修理委託における違反行為事例〉 

6－1 親事業者は，自社製品のセールスキャンペーンに当たり，各工場の購買・外注担当部門等を通じて下

請事業者に対し，下請事業者ごとに目標額を定めて，自社製品の購入を要請し，購入させた。 

6－2 親事業者は，自社製品拡販運動を実施するに当たり，自社工場入口に「当社製車両以外構内乗入れは

御遠慮下さい。」と表示した看板を立て，下請事業者が納入のため他社製車両で乗り入れる都度「他社

製車両乗入れ願」を提出させるとともに，納入カード・納品書に「納入は当社の車でお願いします。」

と表示して，下請事業者に自社製車両の購入を要請し，購入させた。 

6－3 親事業者は，自社製品の販促キャンペーンを実施するに当たり，下請事業者も販売の対象とし，購買・

外注担当者を通じて下請事業者に自社製品の購入を再三要請し，購入させた。 

6－4 親事業者は，自社の取扱部品の販売キャンペーンとして，購買・外注担当者と協力工場との会議の席

上及び協力工場の製品納入時に，当該部品の販売先の紹介を要請するとともに，下請事業者の紹介先の

購入実績を購買・外注窓口に貼り出すこと等により，紹介先のない下請事業者に自ら購入することを余

儀なくさせた。 

6－5 親事業者は，物品の製造委託をする際に，３条書面に代えて，インターネットのウェッブサイトを利

用した方法としたところ，下請事業者に対して，既に契約しているインターネット接続サービス提供事

業者によっても受発注が可能であるにもかかわらず，自ら指定するインターネット接続サービス提供事

業者と契約しなければ，今後，製造委託をしない旨を示唆し，既に契約しているインターネット接続サ

ービス提供事業者との契約を解除させ，当該事業者と契約させた。 

6－6 親事業者は，下請事業者に対し，自ら指定するリース会社から工作機械のリース契約を締結するよう

要請したところ，下請事業者は既に同等の性能の工作機械を保有していることから，リース契約の要請

を断ったにもかかわらず，再三要請し，リース会社とのリース契約を締結させた。 

 

〈情報成果物作成委託，役務提供委託において想定される違反行為事例〉 

6－7 親事業者が，自社に出資している保険会社が扱っている船舶保険への加入を船舶貸渡契約を結んでい

る貸渡業者に対して要請し，貸渡業者は既に別の保険会社の船舶保険に加入しているため，断りたい事

情にあるにもかかわらず，度々要請し，貸渡業者に親事業者の薦める保険に加入させる場合 

6－8 親事業者は，下請事業者に対して放送番組の作成を委託しているところ，自社の関連会社が制作した

映画等のイベントチケットの購入を数百枚単位であらかじめ下請事業者ごとに枚数を定めて割り振り，

下請事業者に購入させる場合 

6－9 広告会社である親事業者が，広告制作会社に年始の名刺広告への参加を要請したのに対して，名刺広

告の効果を把握するために参加したが，効果が乏しく，翌年以降は参加しない旨を親事業者に伝えてい

たにもかかわらず，翌年から年末になると参加を前提として申込書を送付し，再三参加を要請すること

により，当該名刺広告に参加することを余儀なくさせる場合 

6－10 家庭用電気製品製造・販売事業者の物流子会社である親事業者が，下請事業者である運送事業者に対し

て毎年末にノルマを定めて家庭用電気製品製造・販売事業者の取扱い商品の購入を要請し，今後の契約

を懸念した下請事業者に当該商品を購入させる場合 

 

７ 不当な経済上の利益の提供要請 

(1) 法第４条第２項第３号で禁止される不当な経済上の利益の提供要請とは，親事業者が下請事業者に対し

て「自己のために金銭，役務その他の経済上の利益を提供させること」により，「下請事業者の利益を不

当に害」することである。 
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(2)「金銭，役務その他の経済上の利益」とは，協賛金，協力金等の名目のいかんを問わず，下請代金の支払

とは独立して行われる金銭の提供，作業への労務の提供等を含むものである。 

親事業者が下請事業者に「経済上の利益」の提供を要請する場合には，当該「経済上の利益」を提供す

ることが製造委託等を受けた物品等の販売促進につながるなど下請事業者にとっても直接の利益となる場

合もあり得る。「経済上の利益」が，その提供によって得ることとなる直接の利益の範囲内であるものと

して，下請事業者の自由な意思により提供する場合には，「下請事業者の利益を不当に害」するものであ

るとはいえない。 

他方，親事業者と下請事業者との間で，負担額及びその算出根拠，使途，提供の条件等について明確に

なっていない「経済上の利益」の提供等下請事業者の利益との関係が明らかでない場合，親事業者の決算

対策等を理由とした協賛金等の要請等下請事業者の直接の利益とならない場合は，法第４条第２項第３号

に該当する。 

(3) また，親事業者が，「６ 購入・利用強制」(2)のような方法で，下請事業者に経済上の利益の提供を要

請することは，法第４条第２項第３号に該当するおそれがある。 

(4) 情報成果物等の作成に関し，下請事業者の知的財産権が発生する場合において，親事業者が，委託した

情報成果物等に加えて，無償で，作成の目的たる使用の範囲を超えて当該知的財産権を親事業者に譲渡・

許諾させることは，法第４条第２項第３号に該当する。 

 

〈想定される違反行為事例〉 

7－1 親事業者が，下請事業者に対して年度末の決算対策として，協賛金の提供を要請し，親事業者の指定

した銀行口座に振込みを行わせている場合 

7－2 親事業者が，船内荷役，清掃等の作業は契約により荷主又は親事業者の負担であるとされているにも

かかわらず，下請事業者である船舶貸渡業者にその一部を手伝わせる場合 

7－3 親事業者が，自らが貨物自動車運送事業の免許を有し，顧客から商品の配送を請け負っている大規模

小売事業者であるところ，荷物の配送を委託している下請事業者に対して，店舗の営業の手伝いのため

に従業員の派遣を行わせる場合 

7－4 ソフトウェアの作成を下請事業者に委託している親事業者が，下請事業者の従業員を親事業者の事業

所に常駐させ，実際には当該下請事業者への発注とは無関係の事務を行わせている場合 

7－5 親事業者が，下請事業者に金型の製造を委託しているところ，外国で製造した方が金型の製造単価が

安いことから，下請事業者が作成した金型の図面，加工データ等を外国の事業者に渡して，当該金型を

製造させるため，下請事業者が作成した図面，加工データ等を対価を支払わず，提出させる場合 

7－6 親事業者が，下請事業者にデザイン画の作成を委託し，下請事業者はＣＡＤシステムで作成したデザ

イン画を提出したが，後日，委託内容にないデザインの電磁的データについても，対価を支払わず，提

出させる場合 

 

８ 不当な給付内容の変更及び不当なやり直し 

(1) 法第４条第２項第４号で禁止されている不当な給付内容の変更及び不当なやり直しとは，親事業者が下

請事業者に対して「下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに，下請事業者の給付の内容を変更させ，

又は受領後に（役務提供委託の場合は，下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした後に）給付をや

り直させること」により，「下請事業者の利益を不当に害」することである。 

(2)「下請事業者の給付の内容を変更させること」とは，給付の受領前に，３条書面に記載されている委託内

容を変更し，当初の委託内容とは異なる作業を行わせることである。また，「受領後に給付をやり直させ

ること」とは，給付の受領後に，給付に関して追加的な作業を行わせることである。こうした給付内容の

変更ややり直しによって，下請事業者がそれまでに行った作業が無駄になり，あるいは下請事業者にとっ

て当初の委託内容にはない追加的な作業が必要となった場合に，親事業者がその費用を負担しないことは

「下請事業者の利益を不当に害」することとなるものである。 

やり直し等のために必要な費用を親事業者が負担するなどにより，下請事業者の利益を不当に害しない

と認められる場合には，不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの問題とはならない。 

(3)「下請事業者の責めに帰すべき理由」があるとして，親事業者が費用を全く負担することなく，下請事業
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者に対して給付の内容を変更させることが認められるのは，下請事業者の要請により給付の内容を変更す

る場合，若しくは給付を受領する前に親事業者が下請事業者の給付の内容を確認したところ，下請事業者

の給付の内容が３条書面に明記された委託内容とは異なること又は下請事業者の給付に瑕疵等があること

が合理的に判断される場合に限られる。また，「下請事業者の責めに帰すべき理由」があるとして，親事

業者が費用を全く負担することなく，受領後に給付をやり直させることが認められるのは，下請事業者の

給付の内容が３条書面に明記された委託内容と異なる場合又は下請事業者の給付に瑕疵等がある場合に限

られる。 

なお，次の場合には，親事業者が費用の全額を負担することなく，下請事業者の給付の内容が委託内容

と異なること又は瑕疵等があることを理由として給付内容の変更又はやり直しを要請することは認められ

ない。 

ア 下請事業者の給付の受領前に，下請事業者から委託内容を明確にするよう求めがあったにもかかわら

ず親事業者が正当な理由なく仕様を明確にせず，下請事業者に継続して作業を行わせ，その後，給付の

内容が委託内容と異なるとする場合 

イ 取引の過程において，委託内容について下請事業者が提案し，確認を求めたところ，親事業者が了承

したので，下請事業者が当該内容に基づき，製造等を行ったにもかかわらず，給付内容が委託内容と異

なるとする場合 

ウ 検査基準を恣意的に厳しくして委託内容と異なる又は瑕疵等があるとする場合 

エ 委託内容と異なること又は瑕疵等のあることを直ちに発見することができない給付について，受領後

１年を経過した場合（ただし，親事業者の瑕疵担保期間が１年を超える場合において，親事業者と下請

事業者がそれに応じた瑕疵担保期間を定めている場合を除く。） 

(4) 情報成果物作成委託においては，親事業者の価値判断等により評価される部分があり，事前に委託内容

として給付を充足する十分条件を明確に３条書面に記載することが不可能な場合がある。このような場合

には，親事業者がやり直し等をさせるに至った経緯等を踏まえ，やり直し等の費用について下請事業者と

十分な協議をした上で合理的な負担割合を決定し，当該割合を負担すれば，やり直し等をさせることは下

請法上問題とならない。ただし，親事業者が一方的に負担割合を決定することにより下請事業者に不当に

不利益を与える場合には，「不当なやり直し」等に該当する。 

なお，この場合においても，(3)ア，イ，ウ及びエに該当する場合には，親事業者が費用の全額を負担す

ることなく，下請事業者の給付の内容が委託内容と異なること又は瑕疵等があることを理由として給付内

容の変更又はやり直しを要請することは認められない。 

(5) 当初の委託内容と異なる作業を要請することが新たな製造委託等をしたと認められる場合には，委託内

容，下請代金の額等の必要記載事項を記載した３条書面を改めて交付する必要がある。 

また，親事業者は下請事業者に対して製造委託等をする際には，委託内容を満たしているか否か双方で

争いが生じることのないよう，委託内容を明確に記載する必要があり，製造委託等をした時点では委託内

容が確定せず，３条書面に記載していない場合であっても，委託内容が定められた後，直ちに委託内容を

明確に記載した書面を交付する必要がある。また，取引の過程で，３条書面に記載された委託内容が変更

され，又は明確化されることもあるので，このような場合には，親事業者は，これらの内容を記載した書

面を下請事業者に交付する必要があり，法第５条の規定に基づき作成・保存しなければならない書類の一

部として保存する必要がある。 

 

〈想定される違反行為事例〉 

8－1 親事業者が，下請事業者に部品の製造を委託し，これを受けて下請事業者が既に原材料等を調達して

いるにもかかわらず，輸出向け製品の売行きが悪く製品在庫が急増したという理由で，下請事業者が要

した費用を支払うことなく，発注した部品の一部の発注を取り消す場合 

8－2 親事業者が，テレビ番組の制作を委託していた下請事業者に対して，いったん親事業者のプロデュー

サーの審査を受けて受領された番組について，これの試写を見た親事業者の役員の意見により，下請事

業者に撮り直しをさせたにもかかわらず，撮り直しに要した下請事業者の費用を負担しない場合 

8－3 親事業者が，既に一定の仕様を示して下請事業者にソフトウェアの開発を委託していたが，最終ユー

ザーとの打ち合わせの結果仕様が変更されたとして途中で仕様を変更し，このため下請事業者が当初の
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指示に基づいて行っていた作業が無駄になったが，当初の仕様に基づいて行われた作業は納入されたソ

フトウェアとは関係がないとして当該作業に要した費用を負担しない場合 

8－4 親事業者が，下請事業者に対してソフトウェアの開発を委託したが，仕様についてはユーザーを交え

た打合せ会で決めることとしていたところ，決められた内容については書面で確認することをせず，下

請事業者から確認を求められても明確な指示を行わなかったため，下請事業者は自分の判断に基づいて

作業を行い納入をしようとしたところ，決められた仕様と異なるとして下請事業者に対して無償でやり

直しを求める場合 

8－5 親事業者が下請事業者に対して金型の製造を委託しているところ，従来の基準では合格していた金型

について，検査基準を一方的に変更し，下請事業者に無償でやり直しを求める場合 

8－6 親事業者が，定期的に放送されるテレビＣＭの作成を下請事業者に委託したところ，完成品が納入さ

れた後，放映されたテレビＣＭを見た広告主の担当役員から修正するよう指示があったことを理由とし

て，親事業者は，下請事業者に対して，いったん広告主の担当まで了解を得て納入されたテレビＣＭに

ついて修正を行わせ，それに要した追加費用を負担しない場合 

8－7 親事業者が，下請事業者に清掃を委託し，下請事業者は清掃に必要な清掃機器及び人員を手配したと

ころ，親事業者が発注を取り消し，下請事業者が要した費用を負担しない場合 

8－8 親事業者が下請事業者に対してデザインの作成を委託したところ，親事業者の担当者が人事異動によ

り交代し，新しい担当者の指示により委託内容が変更され追加の作業が発生したが，それに要した追加

費用を親事業者が負担しない場合 

 

    

附 則 

この通達は平成 16年 4月 1日から施行する。 
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資料 8－(1) 
41 公取下第 169 号 

41 企 庁第 339 号 

昭和 41年 3月 11 日 

（繊維以外の業種）殿 

公正取引委員会事務局長 竹 中 喜満太 

中 小 企 業 庁 長 官 山 本 重 信 

 

下請代金の支払手形のサイト短縮について 

 

上記のことについては，かねてより強く要請してきたところであるが，遺憾ながら最近の状況をみると必ずし

も改善されているとは認められません。 

政府としては，このような事態に対処して下請代金支払遅延等防止法の趣旨にそい，下請取引の適正化をはか

るために，下請代金の支払に係る手形のサイトの短縮について下記により措置を講じることにしました。 

ついては貴会においても政府の方針を十分ご了知のうえ，さん下の工業会およびその所属親事業者に対し，周

知徹底するとともに，さらに積極的に下請取引の適正化をはかるようご指導をお願いします。 

 

記 

 

手形サイトは業種業態に応じかなりの長短があるので，今後実情に即した標準を定める方針であるが，（繊維

以外の業種）については，さしあたり，親事業者は，下請代金の支払のために振り出す手形のサイトを原則として

120 日以内とし，さらに経済情勢の好転に即応しつつ短縮するよう努力することとする。 

上記のサイトを越える手形を振り出している親事業者に対しては，実情聴取のうえ業種業態に応じ所要の改善

指導を行なうとともに下請事業者の利益を不当に侵害している親事業者に対しては，下請代金支払遅延等防止法に

基づき必要かつ適切な措置をとるものとする。 

なお，親事業者は，手形サイトの短縮にあたつて，現金支払率の低下，支払期日の延長，外注量の削減等取引

条件を悪化させてはならない。また，現在 120 日未満のサイトの手形を交付している親事業者は，これを維持する

よう努めることとする。 
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資料 8－(2) 
41 公取下第 233 号 

41 企 庁第 467 号 

昭和 41年 3月 31 日 

（繊  維  業）  殿 

公正取引委員会事務局長   竹  中  喜満太 

中 小 企 業 庁 長 官   山  本  重  信 

 

下請代金の支払手形のサイト短縮について 

 

上記のことについては，かねてより強く要請してきたところであるが，遺憾ながら最近の状況をみると必ずし

も改善されているとは認められません。 

政府としては，このような事態に対処して下請代金支払遅延等防止法の趣旨にそい，下請取引の適正化をはか

るために，下請代金の支払に係る手形のサイトの短縮について下記により措置を講じることにしました。 

ついては貴会においても政府の方針を十分ご了知のうえ，さん下の所属親事業者に対し，周知徹底させるとと

もに，さらに積極的に下請取引の適正化をはかるようご指導をお願いします。 

 

記 

 

繊維工業については，さしあたり，親事業者は，下請代金の支払のために振り出す手形のサイトを原則として

90 日以内とし，さらに経済情勢の好転に即応しつつ短縮するよう努力することとする。 

上記のサイトを越える手形を振り出している親事業者に対しては，実情聴取のうえ所要の改善指導を行なうと

ともに下請事業者の利益を不当に侵害している親事業者に対しては，下請代金支払遅延等防止法に基づき必要かつ

適切な措置をとるものとする。 

なお，親事業者は，手形サイトの短縮にあたつて，現金支払率の低下，支払期日の延長，外注量の削減等取引

条件を悪化させてはならない。また，現在 90 日未満のサイトの手形を交付している親事業者は，これを維持する

よう努めることとする。 
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資料 9 
 

一括決済方式が下請代金の支払手段として用いられる場合の 
下請代金支払遅延等防止法及び独占禁止法の運用について 

 

（昭和 60年 12 月 25 日事務局長通達第 13号） 

改正 平成 11年 7月 1日事務総長通達第 16号 

公正取引委員会事務局長 

 

親事業者，下請事業者及び金融機関の間の約定に基づき，下請事業者が債権譲渡担保方式又はファクタリング

方式若しくは併存的債務引受方式により金融機関から当該下請代金の額に相当する金銭の貸付け又は支払を受け

ることができることとし，親事業者が当該下請代金債権又は当該下請代金債務の額に相当する金銭を当該金融機関

に支払うこととする方式（以下「一括決済方式」という。）により下請代金を支払う場合の下請代金支払遅延等防

止法（以下「下請法」という。）第 3条の書面の記載事項及び同法第 5条の書類の記載事項については，下請代金

支払遅延等防止法第 3 条の書面の記載事項等に関する規則（昭和 60 年公正取引委員会規則第 3 号）及び下請代金

支払遅延等防止法第 5 条の書類の作成及び保存に関する規則（昭和 60 年公正取引委員会規則第 4 号）で定められ

たところであるが，一括決済方式が下請代金の支払手段として用いられる場合の下請法及び独占禁止法の運用の方

針は下記のとおりであるので，事務処理にあたつては，これにより適切に処理されたい。 

 

記 

 

１  一括決済方式により下請代金を支払う場合の下請法第 2条の 2（下請代金の支払期日）等に規定する下請代金

の「支払期日」は，下請事業者が金融機関から下請代金の額に相当する金銭の貸付け又は支払を受けることが

できることとする期間の始期とする。したがつて，この期間の始期は，親事業者が下請事業者の給付を受領し

た日から起算して，60 日の期間内において，かつ，できる限り短い期間内において，定められなければならな

いこととなる。 

2  一括決済方式により下請代金を支払う場合に，下請事業者が金融機関から当該下請代金の額に相当する金銭の

全額について貸付け又は支払を受けることができないときは，下請法第 4条第 1項第 2号（下請代金の支払遅延

の禁止）の規定に違反するものとして扱う。 

3  一括決済方式により下請代金を支払うこととする場合に，不当に，下請事業者に対し，一括決済方式による下

請代金の支払に応じることを強制し，又は一括決済方式による下請代金の支払に応じないことを理由として取

引の条件又は実施について不利な取扱いをするときは，独占禁止法第 19条（不公正な取引方法の禁止）の規定

に違反するおそれがあるものとして扱う。 
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資料 10 
一括決済方式が下請代金の支払手段として 
用いられる場合の指導方針について 

 

（昭和 60年 12 月 25 日取引部長通知） 

改正 平成 11年 7月 1日取引部長通知                 

公正取引委員会事務局取引部長 

 

一括決済方式（昭和 60年 12 月 25 日付け事務局長通達第 13号の「一括決済方式」をいう。）を下請代金の支払

手段として用いる場合には，下請事業者の利益を保護する観点から，親事業者に対し，下記の事項を遵守し，かつ，

3から 9までに掲げる事項については一括決済方式に関する契約において明確にするよう指導されたい。 

 

記 

 

 （加入の自由及び不利益変更の禁止） 

１ 一括決済方式への加入は，下請事業者の自由な意思によることとし， 

ア 加入した下請事業者に対し，支払条件を従来に比して実質的に不利となるよう変更しないこと及び一括決済

方式に変更することによって生じる費用を負担させないこと。 

イ 加入しない下請事業者に対し，これを理由として不当に取引の条件又は実施について不利な取扱いをしない

こと。 

 （三者契約） 

2 親事業者，下請事業者及び金融機関（組合員に対する事業資金の貸付けを行う中小企業等協同組合及び商工組

合を含む。）の間の三者契約（金融機関が複数となる契約を含む。）によること。 

 （脱退の自由） 

3 契約期間は１年以内とし，かつ，契約期間の中途においても相当の予告期間をおいて解約できるものとするこ

と。 

なお，契約を自動更新とする場合には，当分の間，下請事業者に対して文書により更新の意思の有無を確認す

ること。 

 （手形の交付） 

4 一括決済方式に加入した下請事業者が下請代金の一部につき手形による支払を希望する場合には，手形により

支払うこと。 

 （親事業者の下請代金支払義務） 

5 下請代金の支払期日に金融機関から一括決済方式により支払う下請代金の全額について下請事業者が貸付け又

は支払を受けられるものとし，下請事業者が当該金銭の貸付け又は支払を受けられなくなったときは，自らその

全額を支払うこと。 

 （支払期日） 

6 下請事業者が金融機関から下請代金の額に相当する金銭の貸付け又は支払を受けることができることとする期

間の始期は，親事業者が下請代金債権の担保差し入れ若しくは譲渡を承諾する期日又は金融機関が下請代金債務

を親事業者と共に負うことを承諾する期日と一致するようにすること。 

 （決済期間） 
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7 下請代金の支払期日から下請代金債権の額に相当する金銭を金融機関に支払う期日までの期間（手形の交付日

から手形の満期までの期間に相当）は，120 日以内（繊維業の場合は 90日以内）とすること。 

 （担保追徴の禁止等） 

8 一括決済方式のうち債権譲渡担保方式により下請代金の支払を行う場合には，下請事業者が当該下請代金債権

以外のものを担保とする必要がないようにすること。当該貸付けに係る金銭が預金として拘束されることのない

ようにすること。また，一括決済方式に係る下請事業者の口座は，この方式専用のものとすること。 

 （償還請求権の放棄） 

9 一括決済方式のうちファクタリング方式及び併存的債務引受方式により下請代金の支払を行う場合には，理由

のいかんを問わず，金融機関が下請事業者に当該下請代金の額に相当する金銭を支払った後にその返還を求める

ことのないようなものとすること。 

 （決済状況の把握） 

10 公正取引委員会等の下請代金支払遅延等防止法第 9条の規定に基づく調査に際し，一括決済方式による下請代

金の支払状況に関する報告をすることができるよう，金融機関からこれに関する資料の提供を受けられるように

しておくこと。 

 （貸付けが受けられる金融機関） 

11 債権譲渡担保方式による場合には，下請事業者が従来取引している金融機関からもこの方式による貸付けが受

けられるように配慮すること。 

 

 

 

 



-116- 

資料 11 

下請取引における電磁的記録の提供に関する留意事項 

 

平成13年3月30日          

公 正 取 引 委 員 会          

 

 平成 12 年 11 月に成立した「書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法

律」によって下請代金支払遅延等防止法（以下「下請法」という。）が改正された（平成 13 年 4 月 1 日施行）。

この改正に伴い，「下請代金支払遅延等防止法施行令」を制定するとともに，「下請代金支払遅延等防止法第 3条

の書面の記載事項等に関する規則」及び「下請代金支払遅延等防止法第 5条の書類の作成及び保存に関する規則」

を改正したところである。 

 今般の下請法の改正に伴い，下請法第 3条第 1項の書面の交付に代えて電磁的記録の提供を行うことが可能とな

るなど，下請法の適用を受ける取引（以下「下請取引」という。）において情報通信の技術を利用した受注及び発

注（以下「電子受発注」という。）ができることが下請法上明確になったことから，下請取引において電子受発注

が活用されることが予想されるところである。このため，下請法第 3条第 1項の書面の交付に代えて行うことがで

きる電磁的記録の提供の方法に関する留意事項を取りまとめた。 

 また，例えば，親事業者が下請事業者に一方的に電子受発注を押し付けたり，親事業者から下請事業者に不当な

費用負担を押し付けられるのではないかとの懸念がある。このため，電子受発注に伴って，下請事業者の利益を害

するような行為その他下請法の趣旨に反する行為が行われることのないよう，下請法及び独占禁止法上の留意事項

を取りまとめた。 

 なお，本留意事項の策定に伴い，「親事業者が磁気記録媒体等の交付等によって発注を行う場合及び下請取引の

経緯を磁気記録媒体等に記録し保存する場合の指導方針について」（昭和 60 年 12 月 25 日取引部長通知）は廃止

する。 

 

第 1 電磁的記録の提供の方法に関する留意事項 

 1 電磁的記録の提供の方法 

   下請法第 3条第 1項の書面の交付に代えて行うことができる電磁的記録の提供の方法は，以下のいずれかの

方法であって，下請事業者がファイルへの記録を出力することによって書面を作成することができるものをい

う。 

  (1)  電気通信回線を通じて送信し，下請事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル（以下「下請事

業者のファイル」という。）に記録する方法（例えば，電子メール，取引データをまとめてファイルとして

一括送信する方法（ＥＤＩ等），電磁的記録をファイルに記録する機能を有するファックス等に送信する方

法等） 

   （注 1）受信と同時に書面により出力されるファックスへ送信する方法は，書面の交付に該当する。 

   （注 2）電子計算機とは，内部にＣＰＵ（中央演算装置）やメモリーを有し，電気通信回線を通じて電磁的

記録を受信できるものをいう。 

 

  (2)  電気通信回線を通じて下請事業者の閲覧に供し，当該下請事業者のファイルに記録する方法（例えば，ウ

ェッブのホームページを利用する方法等） 
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  (3) 下請事業者に磁気ディスク，シー・ディー・ロム等を交付する方法 

 

 2 電子メール等による電磁的記録の提供に係る留意事項 

  (1)  書面の交付に代えて電子メールにより電磁的記録の提供を行う場合は，下請事業者の使用に係るメールボ

ックスに送信しただけでは提供したとはいえず，下請事業者がメールを自己の使用に係る電子計算機に記録

しなければ提供したことにはならない。例えば，通常の電子メールであれば，少なくとも，下請事業者が当

該メールを受信していることが必要となる。また，携帯電話に電子メールを送信する方法は，電磁的記録が

下請事業者のファイルに記録されないので，下請法で認められる電磁的記録の提供に該当しない。  

 

  (2)  書面の交付に代えてウェッブのホームページを閲覧させる場合は，下請事業者がブラウザ等で閲覧しただ

けでは，下請事業者のファイルに記録したことにはならず，下請事業者が閲覧した事項について，別途，電

子メールで送信するか，ホームページにダウンロード機能を持たせるなどして下請事業者のファイルに記録

できるような方策等の対応が必要となる。 

 

第 2 下請取引における電子受発注に伴う下請法及び独占禁止法上の留意事項 

 1 下請事業者の承諾 

   親事業者が書面の交付に代えて電磁的記録の提供を行う場合，事前に，下請事業者の承諾を得ることが必要

となるが，親事業者が下請事業者に対して，承諾しない場合には，取引の数量を減じ，取引を停止し，取引の

条件又は実施について不利益な取扱いをすること等を示唆するなど承諾を余儀なくさせることも懸念される。

このような場合には，下請法及び独占禁止法上の問題が生じ得ることから，下請事業者の承諾を得るに当たっ

ては，費用負担の内容，電磁的記録の提供を受けない旨の申出を行うことができることも併せて提示すること

が必要となる。 

   なお，親事業者が今後の下請取引について書面の交付に代えて電磁的記録の提供を行うことを下請事業者か

ら一括して承諾を得た場合には，製造委託又は修理委託をする都度承諾を得る必要はない。 

 

 2 費用負担 

  (1) 電磁的記録の提供に係るシステム開発費等 

    親事業者が下請事業者に電磁的記録の提供を行うため，システム開発費等親事業者が負担すべき費用を下

請事業者に負担させることは，独占禁止法第 19条（一般指定第 14項 優越的地位の濫用）に違反するおそ

れがある。ただし，下請事業者の利用に応じて追加的に発生する費用については，下請事業者が得る利益の

範囲内での負担を求めることはこの限りでない。 

 

  (2)  電子情報機器等の購入等 

    下請事業者が電磁的記録の提供を受けるために必要な通信機器，電子計算機等の機器，ソフトウェア等を

購入することやインターネットプロバイダ，システムサービス事業者等からの役務の提供を受けることとな

っても，親事業者が下請事業者に対して，書面の交付に代えて電磁的記録の提供を求めること自体は，直ち

に，下請法又は独占禁止法上問題となるものではない。しかしながら，親事業者が下請事業者に対して，次

のような行為を行う場合は，下請法第 4 条第 1 項第 6 号（購入強制の禁止）又は独占禁止法第 19 条（一般

指定第 14項 優越的地位の濫用）に違反するおそれがある。 
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   ア 正当な理由がないのに，自己の指定する通信機器，電子計算機等の機器，ソフトウェア等を購入させ，

又は自己の指定するインターネットプロバイダ，システムサービス事業者等からの役務の提供を受けさせ

ること。 

 

   イ 親事業者が提供するシステムの一部の機能しか下請事業者が利用しないにもかかわらず，そのほとんど

の機能を利用することを前提とした費用の負担を求めること。 

 

  (3) 通信費用等の負担 

    親事業者が下請事業者に書面の交付に代えて電磁的記録の提供を行うために要する通信費用を下請代金

から減額するなどして下請事業者に負担させることは，下請法第 4条第 1項第 3号（減額の禁止）又は独占

禁止法第 19条（一般指定第 14項 優越的地位の濫用）に違反するおそれがある。ただし，下請事業者が親

事業者から送信された電磁的記録を受信するために要する通信費用について，あらかじめ下請事業者の承諾

を受けたときは，この限りでない。 

 

 3 電磁的記録の提供を承諾しない下請事業者等への不利益な取扱い 

   書面の交付に代えて電磁的記録の提供を行うことを承諾しない下請事業者又は書面の交付に代えて電磁的

記録の提供を受けない旨の申出をした下請事業者に対し，不当に取引の条件又は実施について不利益な取扱い

をすることは，独占禁止法第 19条（一般指定第 14項 優越的地位の濫用）に違反するおそれがある。 

 

 4 電磁的記録の提供を行うことができなかったときの措置 

   親事業者がシステムの故障等により下請事業者に対して，直ちに書面の交付に代えて電磁的記録の提供を

行うことができない場合は，当該下請事業者に書面を交付する必要がある。また，親事業者が書面の交付に

代えて電磁的記録の提供を行うに当たって，電磁的記録を送信し又は下請事業者が閲覧した場合であっても，

下請事業者のファイルに記録されなかったときは，下請法第 3条に違反することとなるので，親事業者におい

て下請事業者のファイルに記録されたか否かを確認することが必要となる。 

   また，書面の交付に代えて電磁的記録の提供を行うに当たって，当該電磁的記録が下請事業者のファイルに

記録されなかった場合において，下請事業者が納期までに納品できないこと等を理由に，受領を拒否したり，

下請代金を減じることは，下請法第 4条第 1項第 1号（受領拒否の禁止）及び第 3号（減額の禁止）に違反す

る。 
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（電子受発注に係る下請事業者の承諾書の書式例） 

 
平成  年  月  日 

 
 （ 親事業者 ）殿 

 
○○○株式会社 

 
承 諾 書 

 
 貴社から御提案を受けた下記の条件に基づき，今後の下請取引について，下請法第３条

第１項の規定による書面の交付に代えて電磁的記録の提供を受けることを承諾します。 

 
記 

 

電磁的記録の提供の方法 
（電子メール，Web 上の情報をダウン

ロード等） 
 

記録に用いられるソフトウェア及びバ

ージョン 
（Word2002，一太郎 12，Excel2002 等） 

 

費用負担の内容 
（関連機器及びソフトウェア購入費

用，通信費用等） 

 

 
 本承諾後であっても，電磁的記録の提供を受けない旨の申出があった場合は，（ 親事業者 ）は，申出

以降の下請取引については書面を交付することとする。 
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資料 12 
 

独占禁止法 
 

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（「独占禁止法」）（抄） 
 

第 1 章 総  則 

 （目的） 

 第１条 この法律は，私的独占，不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し，事業支配力の過度の集中を防

止して，結合，協定等の方法による生産，販売，価格，技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘

束を排除することにより，公正且つ自由な競争を促進し，事業者の創意を発揮させ，事業活動を盛んにし，雇

傭及び国民実所得の水準を高め，以て，一般消費者の利益を確保するとともに，国民経済の民主的で健全な発

達を促進することを目的とする。 

 （定義） 

 第 2条 この法律において事業者とは，商業，工業，金融業その他の事業を行う者をいう。事業者の利益のため

にする行為を行う役員，従業員，代理人その他の者は，次項又は第 3章〔事業者団体〕の規定の適用について

は，これを事業者とみなす。 

 4  この法律において競争とは，2 以上の事業者がその通常の事業活動の範囲内において，かつ，当該事業活

動の施設又は態様に重要な変更を加えることなく次の各号の 1に掲げる行為をし，又はすることができる状態

をいう。 

  (1) 同一の需要者に同種又は類似の商品又は役務を供給すること 

  (2) 同一の供給者から同種又は類似の商品又は役務の供給を受けること 

 9  この法律において不公正な取引方法とは，左の各号の 1 に該当する行為であつて，公正な競争を阻害する

おそれがあるもののうち，公正取引委員会が指定するものをいう。 

  (5) 自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。 

  (6) 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相

手方との取引を不当に妨害し，又は当該事業者が会社である場合において，その会社の株主若しくは役員を

その会社の不利益となる行為をするように，不当に誘引し，そそのかし，若しくは強制すること。 

 （不公正な取引方法の禁止） 

 第 19 条 事業者は，不公正な取引方法を用いてはならない。 

 （排除措置） 

 第 20 条 前条の規定に違反する行為があるときは，公正取引委員会は，第 8 章第 2 節〔手続〕に規定する手続

に従い，当該行為の差止め，契約条項の削除その他当該行為を排除するために必要な措置を命ずることができ

る。 

 

第 7 章 差止請求及び損害賠償 

 第 24 条 第 8条第 1項第 5号又は第 19条の規定に違反する行為によつてその利益を侵害され，又は侵害される

おそれがある者は，これにより著しい損害を生じ，又は生ずるおそれがあるときは，その利益を侵害する事業

者若しくは事業者団体又は侵害するおそれがある事業者若しくは事業者団体に対し，その侵害の停止又は予防

を請求することができる。 

 第 25 条 第 3条，第 6条又は第 19条の規定に違反する行為をした事業者（第 6条の規定に違反する行為をした
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事業者にあつては，当該国際的協定又は国際的契約において，不当な取引制限をし，又は不公正な取引方法を

自ら用いた事業者に限る。）及び第 8条第 1項の規定に違反する行為をした事業者団体は，被害者に対し，損

害賠償の責めに任ずる。 

 2  事業者及び事業者団体は，故意又は過失がなかつたことを証明して，前項に規定する責任を免れることが

できない。 

 第 26 条 前条の規定による損害賠償の請求権は，第 48条第 4項，第 53条の 3若しくは第 54条の規定による審

決が確定した後（これらの規定による審決がされなかつた場合にあつては，第 54条の 2 第 1 項の規定による

審決（第 8条第 1項第 1号又は第 2号の規定に違反する行為をした事業者団体の構成事業者に対する審決を除

く。）が確定した後）でなければ，裁判上これを主張することができない。 

 2  前項の請求権は，同項の審決が確定した日から 3年を経過したときは，事項に因つて消滅する。 
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資料 13 
不公正な取引方法 

 

（昭和 57 年 6 月 18 日公正取引委員会告示第 15 号） 

 

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22年法律第 54号）第 2条第 9項の規定により，不公正

な取引方法（昭和 28 年公正取引委員会告示第 11 号）の全部を次のように改正し，昭和 57 年 9 月 1 日から施行す

る。 

 

不公正な取引方法 

 （共同の取引拒絶） 

  1 正当な理由がないのに，自己と競争関係にある他の事業者（以下「競争者」という。）と共同して，次の各

号のいずれかに掲げる行為をすること。 

  (1) ある事業者に対し取引を拒絶し又は取引に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限すること。 

  (2) 他の事業者に前号に該当する行為をさせること。 

 （その他の取引拒絶） 

  2  不当に，ある事業者に対し取引を拒絶し若しくは取引に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限し，

又は他の事業者にこれらに該当する行為をさせること。 

 （差別対価） 

  3  不当に，地域又は相手方により差別的な対価をもつて，商品若しくは役務を供給し，又はこれらの供給を受

けること。 

 （取引条件等の差別取扱い） 

  4  不当に，ある事業者に対し取引の条件又は実施について有利な又は不利な取扱いをすること。 

 （事業者団体における差別取扱い等） 

  5  事業者団体若しくは共同行為からある事業者を不当に排斥し，又は事業者団体の内部若しくは共同行為にお

いてある事業者を不当に差別的に取り扱い，その事業者の事業活動を困難にさせること。 

 （不当廉売） 

  6  正当な理由がないのに商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し，その他

不当に商品又は役務を低い対価で供給し，他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること。 

 （不当高価購入） 

  7 不当に商品又は役務を高い対価で購入し，他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること。 

 （ぎまん的顧客誘引） 

8 自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について，実際のもの

又は競争者に係るものよりも著しく優良又は有利であると顧客に誤認させることにより，競争者の顧客を

自己と取引するように不当に誘引すること。 

 （不当な利益による顧客誘引） 

  9  正常な商慣習に照らして不当な利益をもつて，競争者の顧客を自己と取引するように誘引すること。 

 （抱き合わせ販売等） 

 10  相手方に対し，不当に，商品又は役務の供給に併せて他の商品又は役務を自己又は自己の指定する事業者か

ら購入させ，その他自己又は自己の指定する事業者と取引するように強制すること。 



-123- 

 

 （排他条件付取引） 

 11  不当に，相手方が競争者と取引しないことを条件として当該相手方と取引し，競争者の取引の機会を減少さ

せるおそれがあること。 

 （再販売価格の拘束） 

 12  自己の供給する商品を購入する相手方に，正当な理由がないのに，次の各号のいずれかに掲げる拘束の条件

をつけて，当該商品を供給すること。 

  (1) 相手方に対しその販売する当該商品の販売価格を定めてこれを維持させることその他相手方の当該商品

の販売価格の自由な決定を拘束すること。 

  (2) 相手方の販売する当該商品を購入する事業者の当該商品の販売価格を定めて相手方をして当該事業者に

これを維持させることその他相手方をして当該事業者の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束させるこ

と。 

 （拘束条件付取引） 

 13  前 2項に該当する行為のほか，相手方とその取引の相手方との取引その他相手方の事業活動を不当に拘束す

る条件をつけて，当該相手方と取引すること。 

 （優越的地位の濫用） 

 14  自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して，正常な商慣習に照らして不当に，次の各号の

いずれかに掲げる行為をすること。 

  (1) 継続して取引する相手方に対し，当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。 

  (2) 継続して取引する相手方に対し，自己のために金銭，役務その他の経済上の利益を提供させること。 

  (3) 相手方に不利益となるように取引条件を設定し，又は変更すること。 

  (4) 前 3号に該当する行為のほか，取引の条件又は実施について相手方に不利益を与えること。 

  (5) 取引の相手方である会社に対し，当該会社の役員（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭

和 22年法律第 54号）第 2条第 3項の役員をいう。以下同じ。）の選任についてあらかじめ自己の指示に従

わせ，または自己の承認を受けさせること。 

 （競争者に対する取引妨害） 

 15  自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手

方との取引について，契約の成立の阻止，契約の不履行の誘引その他いかなる方法をもつてするかを問わず，

その取引を不当に妨害すること。 

 （競争会社に対する内部干渉） 

 16  自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある会社の株主又は役員に対し，株

主権の行使，株式の譲渡，秘密の漏えいその他いかなる方法をもつてするかを問わず，その会社の不利益とな

る行為をするように，不当に誘引し，そそのかし，又は強制すること。 
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〔相談窓口〕 

公正取引員委員会事務総局 

 経済取引局取引部企業取引課 

〒100-8987 千代田区霞が関 1－1－1 

 中央合同庁舎第 6号館Ｂ棟 

ＴＥＬ03(3581)3373（直） 

http://www.jftc.go.jp 

北海道事務所取引課 〒060-0042 札幌市中央区大通西 12 

 札幌第 3合同庁舎 

ＴＥＬ011(231)6300（代） 

東北事務所取引課 〒980-0014 仙台市青葉区本町 3－2－23 

 仙台第 2合同庁舎 

ＴＥＬ022(225)7095（代） 

中部事務所下請課 〒460-0001 名古屋市中区三の丸 2－5－1 

 名古屋合同庁舎第 2号館 

ＴＥＬ052(961)9424（直） 

近畿中国四国事務所 

 下請課 

〒540-0008 大阪市中央区大手前 4－1 

－76 大阪合同庁舎第 4号館 

ＴＥＬ 06(6941)2176（直） 

近畿中国四国事務所 

 中国支所取引課 

〒730-0012 広島市中区上八丁堀 6－30 

 広島合同庁舎第 4号館 

ＴＥＬ082(228)1501（代） 

近畿中国四国事務所 

 四国支所総務課 

〒760-0068 高松市松島町 1－17－33 

 高松第 2合同庁舎 

ＴＥＬ087(834)1441（代） 

九州事務所下請課 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2－10 

－7 福岡第 2合同庁舎別館 

ＴＥＬ092(431)6032（直） 

沖縄総合事務局総務部 

 公正取引室 

〒900-0016 那覇市前島 2－21－13 

 ふそうビル 

ＴＥＬ098(863)2243（代） 

中小企業庁 

 事業環境部取引課 

〒100-8912 千代田区霞が関 1－3－1 

 

ＴＥＬ03(3501)1511（代） 

http://www.chusho.meti.go.jp 

北海道経済産業局 

 産業部中小企業課 

〒060-0808 札幌市北区北 8条西 2丁目 

1－1 札幌第 1合同庁舎 

ＴＥＬ011(709)2311（代） 

東北経済産業局 

 産業部中小企業課 

〒980-8403 仙台市青葉区本町 3－3－1 

 仙台合同庁舎 

ＴＥＬ022(263)1111（代） 

関東経済産業局 

 産業振興部中小企業課 

〒330-9715 さいたま市中央区新都心 

1－1 さいたま新都心合同庁舎１号館 

ＴＥＬ048(600)0325（直） 

中部経済産業局 

 産業振興部中小企業課 

〒460-8510 名古屋市中区三の丸 2－5－2 

 

ＴＥＬ052(951)2748（直） 

近畿経済産業局 

 産業振興部中小企業課 

〒540-8535 大阪市中央区大手前 1－5 

－44 合同庁舎第 1号館 

ＴＥＬ 06(6966)6000（代） 

中国経済産業局 

 産業部中小企業課 

〒730-8531 広島市中区上八丁堀 6－30 

 広島合同庁舎第 2号館 

ＴＥＬ082(224)5661（直） 

四国経済産業局 

 産業部中小企業課 

〒760-8512 高松市番町 1－10－6 

 

ＴＥＬ087(831)3141（代） 

九州経済産業局 

 産業部中小企業課 

〒812-8546 福岡市博多区博多駅東 2－11 

－1 福岡合同庁舎 

ＴＥＬ092(482)5450（直） 

沖縄総合事務局 

 中小企業課 

〒900-8530 那覇市前島 2－21－7 

 カサセン沖縄ビル 

ＴＥＬ098(866)0031（代） 




